
平成30年度外務省外交・安全保障調査研究事業

平成31年3月

混迷する欧州と国際秩序



はしがき

本報告書は当研究所平成 29年度に採択された外務省外交・安全保障調査研究事業（発
展型総合事業 A）「『自由で開かれた国際秩序』の強靭性―米国、中国、欧州をめぐる情
勢とそのインパクト」サブ・プロジェクトⅢ「混迷する欧州と国際秩序」について、計
画されている 3カ年のうち 2年目までを終え、その中間的な成果として取りまとめたも
のです。
プロジェクトの出発点を振り返れば、英国の EU離脱決定、いわゆるブレグジットと、
米国のトランプ政権の成立がありました。これらの出来事は、一方では欧米の先進民主
主義国の、国際関係における内向き化への反転を、他方ではその転換を引き起こした国
内的な民主政治の揺らぎを示唆していたと言えます。特に米国の国際政治上での内向き
化、一国主義的な外交政策への傾斜がリベラルな国際秩序の動揺につながりかねない状
況下で、日本と共にこの秩序を支えてきた欧州がこれにどのように対応しようとしてい
るかを分析し、それら諸国の内政における変動を解明し、わが国の対欧州政策のあり方
を研究することは今日的意義のあるものです。

2年目にあたる今年度には、改めてこの諸国の内政における変動と対外政策とが結び
付けられ、分析の俎上に置かれています。そこではドイツ、イタリア、フランス、中東
欧等、EU諸国の対外政策から、イギリス・EU間の離脱交渉、そしてさらに NATOにお
ける米欧関係、INF条約後の世界的な安全保障環境の行方へと、ボトムアップのアプロー
チによって多面的な欧州の対外関係の現在を包括的に捉えています。
本研究事業は国内、欧州内、そしてより広範な国際関係との間で複雑に作用しあう欧
州情勢を解きほぐし分析するため、各国内政・外政の両側面から欧州政治の変動の全体
像を捉えようと試み、ひいては日本外交への提言を行うことを目的としたものです。こ
の目的へ向け、本研究プロジェクトは来年度にはさらに、欧州統合や諸加盟国の外交の
行方と並んでより巨視的な日欧関係、米欧関係等へと視点を伸ばしていくことを期待し
ています。
なお、ここに表明される見解は全て個人のものであり、研究所を代表するものではあ
りませんが、日本の対欧州外交に対し有益な示唆を与えるものとなれば幸いです。
最後に、本研究に真摯に取り組まれ、報告書の作成にご尽力いただいた執筆者各位、
ならびにその過程でご協力いただいた関係各位に対し、改めて深甚なる謝意を表します。
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平成 30年度「混迷する欧州と国際秩序」研究会・報告書概要

今年度報告書においては、まず「序論」（遠藤乾・北海道大学教授）において、今年度の
欧州情勢を総体としてどのように捉えるか、2018年度欧州の現在地が簡潔に示されている。
そこで指摘されるのは、EUがもはや存亡の危機にあるわけではなく、その意味では現在
の EUは「危機後」だということである。しかし、存亡の危機にないことは決して問題が
ないことを意味するわけではない。むしろ、移民の制御やユーロ圏の問題、中間層の衰退、
エリート主義といった問題が慢性化しており、累積する課題のなかにあるのが現在の EU
であると言える。日本と周辺諸国との関係が必ずしも良好と言い切れない中、欧州諸国が
日本のパートナーとしてどのような連携をしていけるのかを探るため、欧州に着目し、そ
の状況を注視する必要性はますます高まっている。
序論に続き、第 1部「欧州の内政の揺らぎと対 EU・外交政策」では、欧州諸国の内政的
変動を起こす諸要因の分析と、それによる諸国の外交政策の変化へ焦点が当てられる。ま
ず第 1章「難民危機後の EU: 危機の政治的インパクト」（佐藤俊輔・日本国際問題研究所
研究員）では、EUの累積的課題を形作るひとつの大きな要因である難民危機のその後に
焦点が当てられている。そこでは、序論で述べられたように、危機は「難民危機」という
形では収束していることが 2018年までの統計と共に示される。しかし、同時にその短期・
長期のインパクトを推し測るため、佐藤は難民流入の地域的な濃淡や諸国の政治的対応の
多様性について簡潔にまとめたうえで、多くの避難民が流入した北西欧の諸国を事例とし
て取り上げている。一般的にいえば、難民危機が EU諸国の有権者の中で欧州懐疑主義を
強め、それがいわゆるポピュリスト勢力の伸長につながったとの指摘がなされながらも、
ドイツの事例においては比較的難民統合へ向けて着実な進展の見える政策の次元と、難民
受け入れへの抵抗感を増しながらも右傾化には依然としてためらいをもつ有権者の次元と
の微妙な緊張関係を捉えている。
第 2章「欧州難民危機とドイツの対外政策」（安井宏樹・神戸大学教授）では、このドイ
ツにおける難民政策と政治的変動の関係がより緻密に、政党政治の観点から一貫した形を
与えられ、解明されている。2017年の総選挙で新党「ドイツのための選択肢（AfD）」が躍
進した結果、ドイツの保守政党は否応なくその存在を意識せざるを得なくなった。とりわ
けメルケル首相の所属するキリスト教民主同盟（CDU）の姉妹政党であるキリスト教社会
同盟（CSU）は、2018年 10月の地元での州選挙を控えて右傾化し、メルケル首相のリベ
ラルな難民政策に対し挑戦していった。しかし、実際にはこの右傾化は AfD支持層からの
支持は受けたものの、有権者全体からはかえって評価を下げる結果となる。2018年 12月
の CDU党首選においてもメルケル路線を踏襲するクランプ -カレンバウアーが勝利したこ
とには、社会民主党との連立を余儀なくされる CDUにとっての右傾化の限界を示すもの
だとの分析が示される。しかし、それがさらに保守の右派で不満を鬱積させる構図をもた
らしており、問題は解決されていないとの指摘がなされている。
第 3章「イタリアと EU関係～難民問題をめぐるジレンマ」（伊藤武・東京大学准教授）
は、2018年 3月総選挙以後、いわゆるポピュリスト勢力が中核となり成立したイタリアの
対 EU関係を、第 2章同様、難民問題を中心として検討している。イタリアでは総選挙の
結果として左派的ポピュリスト勢力である五つ星運動と、右派的ポピュリストとされる同
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盟の連立を生み出し、同盟のサルヴィーニ内相によって難民政策の厳格化がすすめられた。
これについて EU側からの批判も大きく、論者の多くはこれを不合理な政策とするが、そ
れは妥当でない。移民政策の歴史も浅く、また難民危機は去りつつあるとしても、イタリ
アへの難民の集中が近年悪化しており、イタリアの対 EU政策には、同盟の戦略的観点か
らも合理的といえる部分がある。EUはこれを理解すべきとしつつ、しかし EUにとって加
盟国間で深刻な対立を抱える難民政策で問題を解消するのは容易でないとの指摘がされて
いる。
第 4章「マクロン大統領の対 EU・外交政策」（吉田徹・北海道大学教授）では、やはり

2017年 5月の総選挙で選ばれたマクロン・フランス大統領の外交政策の変遷を、3つの「大
方針」演説から読み解いている。そこでは、米国のトランプ政権の成立やハンガリー、ポー
ランド、イタリアなどでのポピュリスト政権の成立の中で、フランスが「ミドルパワー」
として外交的イニシアチブをとる必要があるなか、マクロンの外交は従来の「自主独立」
と「大西洋主義」の二分法に入らず、当初の起点であった EUと欧州統合を中心としてい
る点が指摘される。構造的にミドルパワーでしかないフランスは、やはりヨーロッパを中
心にミドルパワーの盟主として振る舞う他なく、これを自覚的に行う点がマクロン政権の
特徴だと位置付けられる。
第 5章「東欧の混迷と分断―EUとロシアの間で」（仙石学・北海道大学教授）は、この
ような西欧の状況から東へ目を転じ、ロシアと東欧諸国の関係について分析している。近
年、ロシアによる東欧への政治的・経済的浸透が試みられているとされるなか、中東欧諸
国はどのようにこれに対応しているのか。仙石は中東欧諸国の対露政策をポーランド、バ
ルト諸国、セルビア、クロアチア、ルーマニアといった反ロシア的色彩の強い「新冷戦戦士」
諸国と、ブルガリア、ハンガリー、スロヴァキア、スロヴェニア、チェコのような「現実
主義派」諸国に分類したうえで、その要因を検討する。要因としてはロシアの軍事的脅威
の有無という地政学的要因とともに、政治経済的要因が指摘される。様々な具体的事例と
共に、特に現実主義派の諸国におけるロシアの経済的影響力の浸透が指摘される一方、こ
のような浸透がさほど生じていない「新冷戦戦士」諸国が実は EUのなかで少数派として
孤立し、新たな分断が生じているのではとの課題が指摘されている。
このように主要 EU諸国の現状がカバーされたうえで、本報告書の第 2部「英国の EU
離脱とそのインパクト」では、本年 EUにとって課題であり続けたイギリスとの関係、す
なわちブレグジットへ焦点が当てられる。まず第 6章「ブレグジットを取り巻く政治的混乱」
（池本大輔・明治学院大学教授）では、難航の続くブレグジット交渉について、交渉の経緯
が解説されたうえで、なぜ交渉が難航するのか、イギリス議会の状況から説明が与えられ
ている。北アイルランド問題・関税同盟という争点を中心に様々な案が提出される一方で、
どの案についても多数派が形成されない要因として、ここではひとつにイギリスの 2大政
党制のもとで与野党の協調が困難であることが指摘される。伝統的に左右対立のもとで行
われてきたイギリスの政党政治では、与党・野党とも横断するようなブレグジットの争点
について合意することが難しい。そのうえ、議事を政府が握っているという制度的な要因
が、一般議員の主導による問題解決を難しくしているとの指摘である。このように分析し
たうえで、ブレグジットにより明らかとされた社会的分断をどのように克服できるかとい
う課題について、EUとの関税同盟のゆくえがイギリス社会の方向性を規定するのではと
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いう指摘が示唆的である。
つづく第 7章「Brexitが欧州にもたらす経済・金融面での影響について」（吉田健一郎・
みずほ総合研究所上席主任エコノミスト）では、経済的側面からブレグジットの英国およ
び EU経済への影響が豊富なデータと共に考察される。経済面について、イギリス経済へ
の影響は、様々な推計はあるものの基本的に GDPが押し下げられるとする点では共通して
おり、影響の大きさについてはイギリスと第 3国との FTAの効果によって異なるとする。
また、経済構造についてイギリスの、特に製造業のサプライ・チェーンへの影響が懸念さ
れる。EUへの影響は平均すればそこまで大きなものではないにせよ、各国によりばらつ
きはあり、例えばアイルランドへの影響は大きいことが推定されている。また金融面では
ロンドンの金融市場への影響が検討されているが、その金融資産や労働者への影響は避け
得ないものの限定的であるとの見方が提示されている。他方で EU側では金融システムの
地理的分散が生じるのに対し、資本市場や銀行の統合がどの程度進められるかによって影
響が異なるだろうとされている。これらの分析は日本企業にとっても示唆の大きいところ
であろう。
最後に、本報告書の第 3部「変化する米欧関係と欧州の安全保障」では、さらに NATO
から見た米欧関係、そして米国の INF条約離脱がもたらす欧州安全保障への影響が分析さ
れる。
第 8章「変容する NATOとトランプ政権の影響」（合六強・二松學舍大学専任講師）で
主題とされるのは、アメリカ・トランプ政権の成立によって緊張の度合いを強める NATO
である。「NATOは時代遅れだ」とし、欧州諸国の防衛費増額を求めるトランプ大統領の発
言からは、NATOに対する米国のコミットメントの揺らぎが見て取れる。しかし他方で興
味深いのは、行動の次元についてみれば米軍の欧州へのプレゼンスはむしろ増していると
いう点である。しかしロシア疑惑をめぐる米国の対露関係の悪化や、INF条約からの米国
の離脱などは欧州諸国を振り回すものであり、欧州側でも「欧州介入イニシアティブ」や「常
設軍事枠組み」による協力の強化を通じた「戦略的自律」の模索が生じている。このとき、
今年創設 70周年を迎える NATOがどのようにトランプ政権との関係をコントロールする
のか。この点は欧州のみならず日本にとっても重要な参照点となろう。
最後に第 9章「ポスト INF条約のNATOと欧州安全保障」（鶴岡路人・慶應義塾大学准教授）
は、米国の INF条約離脱決定がどのような論理と経緯においてなされ、またしばらく議論
の停滞していた NATOでなぜロシアの INF条約違反が認定されたか、そして米国の離脱は
今後欧州・アジアにおいてどのような安全保障上の影響を持つかを、日本への影響を含め
多角的に分析している。ロシアの条約違反、そして中国を中心に INF非加盟諸国の中距離
ミサイル保有の拡大、さらに国際条約による拘束の忌避からなされたアメリカの INF条約
離脱へ向けた宣言は、欧州側では当然ながら懸念を持って受け止められることとなった。
NATOにおける議論も、米国がロシアの INF条約違反を指摘した 2014年以降、大きく進展
しては来なかった。鶴岡はその状況を変化させたのはアメリカによるインテリジェンスの
共有であったと指摘する。ロシアのミサイル発射実験データをはじめとしてかなりの資料
が共有され、結果的に 2018年 12月には NATOからロシアの INF条約違反が認定されたの
である。2019年 2月に米国が条約離脱への手続きをとったことで様々な影響が想定される。
米露間ですぐに軍拡競争が生じることは考えられないなか、新 START（新戦略兵器削減条
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約）の行方、通常弾頭中距離ミサイル配備の可能性、巡航ミサイル防衛の導入などが今後
の検討課題に入ってくる。また、日本から見ればイージス・アショアの攻撃転用に関する
議論や、中距離ミサイル配備に関する議論、インテリジェンス外交の進展へどのように対
応するかが課題となるとの指摘は、日本の安全保障を考える上でも鋭い洞察に富んでいる。
以上の通り、本報告書は欧州諸国の政治変動から欧州統合の動き、英国・EU間の関係の
行方、そして米欧露間、またアジアを含む安全保障環境へボトムアップのアプローチによっ
て包括的な視野を提供しようと試みている。これが日本の外交にとって何らかの有益な示
唆を含むものであれば幸いである。
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 序論　複合危機後の EU─内政の揺らぎと外交

遠藤　乾

はじめに
周知のとおり、2010年代のヨーロッパ連合（EU）は、ユーロ危機、ウクライナ危機、難
民危機、テロ・暴行事件、Brexit（イギリスの EU離脱）、そしていわゆるポピュリズム勢
力の伸長と、お互いに連動し合う複合危機によって、解体や崩壊のがけっぷちにいました。
いまも、Brexitや黄色いベストに関するニュースが駆け巡ります。いったいEUはどうなっ
ているのでしょうか。
この短い総論では、まず第一に、EUの存亡の危機はいまや過去のものだと示し、第二に、
では EUはどんな問題に直面しているのか考え、第三に Brexitをめぐり、なぜイギリスで
ここまで拗れているのか検討し、最後に、EUのゆくえが、世界の潮流や日本の生き方に
どう響くのかにも言及します。
なお、本報告書における各論者は、それぞれの分野で最前線で活躍する第一級の研究者
です。ここで触れるいくつかの論点はそこで深く掘り下げられ、また、ここで触れられな
い他の多くの視点・論点を紹介しています。あわせて参照してください。

1．ポスト複合危機を生きる EU
なぜ EUは存亡の危機を後にしたと言えるのでしょうか。

1） まず EUに関して、自国の EU加盟が利益になるか聞いた世論調査によると、EU28
か国の平均で、7割近くの人が利益になると答えています。あまりニュースになら
ないのですが、これは 1983年以来最高の数値です。

2） 次に、単一通貨ユーロへの支持も高まりつつあります。
 自国にとってそれが良いかどうか問うたサーヴェイで、2002年の通貨導入以来最高
の 64%が肯定しています。フランスなどでも、単一通貨ユーロに対しては支持が
底堅く、時期に依りますが 6～ 7割方の人たちがそれを支持しています。

3） 最後に、それと関連するのですが、反 EUを掲げてきた、いわゆる極右ポピュリス
ト政党が、EUからの脱退を口にしなくなってきています。

これは、たいへん興味深いことでして、たとえばフランスでは、2017年 5月の大統領選
挙の時、当時の国民戦線党首マリーヌ・ル・ペン候補が、ユーロから離脱する可能性に触れ、
多くのフランス人を怖がらせました。そうした経緯もあって、ル・ペン氏はもう EUやユー
ロから出るとは言いません。中にいて、それをどう改革するかにスタンスを変えてきてい
ます。
こうして、一般に EUやユーロへの支持が底堅く、反 EUを掲げてきた勢力も、そうし
た民意を無視できなくなってきているのです。

2．EUの問題は何か
では、EUは問題ないのか、というと、そうはなりません。移民を制御できないという機
能不全、ユーロ圏全体でお金が回り、成長のパイが域内の中間層にいきわたるようになら
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ないという緊縮財政の問題、そこから、EUやエリート、既存政党への不満が高まるとい
うポピュリズムの問題を解決できていない。
それだけではなく、ハンガリーやポーランドにおける権威主義的傾向、政権に有利なよ
うに、裁判、報道、憲法の在り方を操作するような動きが広がっています。これは、EUの依っ
てたつ自由や法の支配という理念に正面から疑問を投げかけてしまうわけです。
他にも、国際政治の現場で、米欧関係、米独関係が緊張し、トランプ政権との原理的な
対立がせりあがってきています。戦後のドイツなどヨーロッパの国々は、EUや NATOの
ような多国間の経済、政治、安全保障ネットワークの中で生きてきて、それをアメリカが
後押ししてきたわけですが、いまやトランプ政権は多国間主義を原理的に否定しにかかっ
ているわけです。これは、ドイツをはじめ EUを非常に生きにくくさせていますが、問題
はそれにとどまらず、ヨーロッパ内で、あいかわらずアメリカの支持を必要とする国と、
そうでない国との対立や乖離を生んでしまいます。
いってみれば、問題が慢性化するなかで、新たな問題を累積的に抱え込んだような状況
にあるのが現在の EUです。

3．Brexit―なぜこんなに拗れているのか
Brexitについては、それだけで書物になります。ここでは、なぜここまで拗れているのか
に絞ると、根本的には、世論や議会が割れていることによります。互いに相容れない世論、
指導者、政党、そして政党内諸勢力がぶつかり合い、リーダーシップの弱さ、稚拙さも手伝っ
て、国民投票の宣託である EU離脱という方向性に、議会立法のかたちを与えられない状
況だと整理できましょう。
もともと世論は、3年前の国民投票に離脱派 52%対残留派 48%となったように、真二つ
に割れていました。最近の世論調査では、やや残留派が優位なようですが、それでも僅差
です。特に保守党は、支持層の間で 7割ほどが離脱派と言われており、同様に 7割が残留
派の労働党と鋭く対立するだけでなく、それぞれの党内でも離脱と残留をめぐり内戦状態
です。
イギリスの議会というのは、左右に分かれている党が敵対する議会制民主政のモデルで
す。もともと政党をこえる合意は難しい。いまは、政党内でも難しい。それぞれが分断さ
れ、連帯も難しいなかで、アイルランドなど、メイ政権の依ってたつ閣外協力のパートナー
で重きをなす地域政党の意向もあり、諸勢力が断片化しています。メイ首相が、国民統合
でなく保守党の結束を優先した結果、合意を難しくした面もあります。政府合意案、労働
党が押す関税同盟案、その他再国民投票案など、いろいろあるどの案も多数派を形成でき
ないでいます。そのまま、3月 29日のデッドラインが近づき、議会多数が合意なき離脱を
否定する中、その順延を余儀なくされる事態です。

2－ 3か月順延したところで、簡単に癒える対立・分断ではありません。もしその間に
合意ができなければ、離脱自体が流動化する可能性もあります。まだまだ注視が必要です
が、一つ言えるのは、離脱の在り方によってはイギリスにとって死活的に重要な問題にな
る一方、規模の大きい EUにとって、痛手ではあっても同様に死活的かというと、そうで
もないということです。イギリスの危機がそのまま EUの危機になるわけではありません。
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4．世界や日本への含意
EUが抱える問題、イギリスにとっての Brexitは、それぞれ深刻ですが、世界、とりわけ
日本にとっても、座視できる問題ではありません。というのも、英米という 19－ 20世紀
にわたって世界で覇権を握っていた国の民主政がおかしくなったわけです。それゆえ、世
界的な影響が大きい。これは、戦後日本がいまにいたるまでアメリカに安全保障をはじめ
多くを頼ってきた事実にかんがみますと、非常に由々しき事態です。
日本が、英米での出来事に影響されないほど、自分の生きる地域で平和や繁栄が約束さ
れていたら、高みの見物で済むかもしれませんが、日中、日朝、日露、そして日韓と、直
近の国との二国間関係は総じて悪いか、良くありません。

EU諸国は、いまだ自由民主主義を守っている勢力として、日本にとって稀なパートナー
です。その EUと昨年、経済連携協定・戦略的パートナーシップ協定を締結し、この 2月
に議会批准を済ませました。日欧関係は良好で、伸びしろがあります。その EUが、存亡
をかけた危機にあるのか、問題はあっても曲りなりにパートナーとして連携していけるの
か、そういった判断をするのに、現地の情勢を注視しないわけにはいきません。
本報告書がその一助になれば幸いです。
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第 1章　難民危機後の EU: 危機の政治的インパクト 

佐藤　俊輔

2015年の夏から加速した未曽有の人の移動、いわゆる EUの「難民危機」は、現在にお
いて少なくとも現象としては収束してきたように見える。しかし現在の EUにおいて、移民・
難民の受け入れが各国の政治の基層へ与えている影響は、それが短期的なものであれ、よ
り中長期的なものであれ、決して軽視することはできない。その影響は各国の政治を経由
して EUの政策方針のなかにも重大な影響を与えていることが確認できる。
本報告書では、第 1節にいわゆる難民危機から生じていた人口流入が、現在までにどの
ような変化を辿っているかを跡付け、ファクトを整理する。第 2節においては、危機の中
でのヨーロッパ各国における難民政策の変化について北西欧諸国を中心に概観する。この
うえで第 3節では加盟国の政治において難民政策がもたらしたインパクトを論じ、最後に
EU加盟国がより中長期的に直面する難民統合の課題とこれへの政策対応の現状を、北西
欧諸国、特にドイツの事例から位置付けることとする。

1．難民危機とその後：統計からの確認
それでは、現在の EUにおいて難民の流入はどの程度の水準にあるのだろうか。例えば

2015年から 2016年の水準との比較においては現状をどのように評価することができるで
あろうか。ユーロスタットの統計資料からみれば、2017年に入って危機はかなりの程度収
束に向かったことが見て取れる（図 1参照）。

図1　EU28カ国におけるEU域外国からの庇護申請数（2006-2017）1

(T
ho
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)

（※上側の薄い線が総計、下側の濃い線が初回の庇護申請数）
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EU諸国への難民申請は、1992年にユーゴスラヴィア解体に際してEU15カ国で 67万 2,000
件を数えたが、このときをピークに 2006年までには EU27カ国で 20万件以下へと減少し
ていた。それが 2012年頃までにかけて漸増傾向にあり、2013年以後、数的には大きく上
昇していた。2014年には約 62万 7,000件、そして 2015年、2016年には申請が約 130万件
に上り、「危機」として国際的にも大きく報道されるまでになった。それが、2017年には
約 70万 5,000件までほぼ半減し、2014年に近い水準へ戻っている。
この内、第 1回目の庇護申請数は約 65万件であり、2016年に比較して約 56万件減少した。
この減少の主要な原因はシリア、イラク、アフガニスタンからの避難民の数が劇的に低下
したことにある（図 2参照）。2016年時点でそれぞれ約 40万 5,600件、6万 5,700件、6万 1,800
件であったシリア、イラク、アフガニスタンからの避難民の申請数は、2017年時点でそれ
ぞれ約 10万 2,400件、4万 7,500件、4万 3,600件へと減少している。これら 3カ国からの
庇護申請者は、絶対数における減少とともに、比率としても全体の約 3割程度へと減少し
ており、5割以上を占めた 2015年、2016年の状況とは、現在の難民問題の位相が異なるも
のとなってきたことを示している。2017年に前年と比較して大きく増加したのは、ナイジェ
リア、バングラデシュ、ギニア出身者による庇護申請であり、その他にトルコ、ベネズエラ、
コートジボワール、エリトリア、アルバニア出身者の申請も増加した。全体として庇護申
請者の出身国は人の移動の管理が困難となった「危機」のさなかに比べ、多様化したとい
えるだろう 2。
これらの点を前提としたうえで、本報告書では難民危機が欧州にもたらした影響につい
て考察を行う。しばしば「欧州難民危機」と呼称されるとはいえ、落ち着いて振り返れば
2015年 9月 -2016年 3月にかけての「危機」の影響は、欧州諸国においてかなりの地域的

図2　EU加盟国における第1回目の庇護申請件数と出身国 3

（表中で、上から順にシリア、イラク、アフガニスタン、その他諸国出身）
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な偏差があった。例えば、2016年において EU全体で行われた、避難民に対する何らかの
形での保護の付与は約 71万件であったが、そのうち実に約 44万 5,000件がドイツによっ
て与えられたことは特筆に値する。各国別で多い方から並べてみると、ドイツについでス
ウェーデン（約 6万 9,000件）、イタリア（約 3万 5,000件）、フランス（約 3万 1,000件）、
オーストリア（約 3万 1,000件）となる。さらに、人口比 100万人当たりで比べれば、第 1
位がスウェーデン（約 7,000件）、第 2位がドイツ（約 5,400件）、ついでオーストリア（約
3,600件）、マルタ（約 2,900件）、キプロス（約 1,700件）となる（EU平均は 1390件）。従っ
て、人口比においてはやはりマルタやキプロスのような、人口移動の玄関口に面した地中
海の小国に大きな負荷がかかったことが見て取れる一方で、絶対数においてはやはり北欧・
西欧諸国、特にドイツ・スウェーデン・オーストリア等の諸国において多くの保護が付与
されたことが窺える 4。
恐らくこのことはシリアを逃れた人々が特にこれらの諸国に集中して流れ込んだことか
ら説明が可能である。ドイツ、スウェーデン、オーストリアの 3国ではいずれも全申請の
6割程がシリア出身者の手によるものであったが、シリア人の保護認定率は 2016年時点で
は 98.1%、2017年の時点でさえ 94%と一貫して高く、全てのカテゴリーの中で第 1位の認
定率である 5。このように事実上、シリアから逃れた人々のほとんど全てに対していわば「権
利」に近い形で保護が与えられていたことは、数的に第 2、第 3の規模にあったアフガニ
スタン、イラクからの避難民への認定率が 2016年にそれぞれ 56.7%、63.5%であったこと
とは対照的であり、シリア出身者の移動先・人口の分布が、諸国に対し難民危機が与える
影響を大きく左右したということができるだろう。
また難民危機を通じて EU規模での難民割り当てへ難色を示したヴィシェグラード諸国
は絶対数・人口比双方で保護の付与は小規模であり、ハンガリーでは絶対数 440件、人口
比で 45件の、またチェコでは絶対数 450件、人口比で 45件の保護が与えられている。そ
の他、シリアからの人の流れの通過点となったクロアチアやルーマニアといったバルカン
諸国でも、避難民受け入れの最前線に置かれたギリシャ（全 8,545件、人口比 790件）を
除けば、保護の絶対数が小規模であることはやはり似通っている 6。

2．難民危機における北西欧諸国の政治と言説
第 1節に見たような難民危機の地理的分布の相違は、当該国の地政学的な位置、移民・
難民受け入れ経験の多寡、欧州難民政策において果たす役割といった要素とともに、諸国
における危機認識の在り方にも相応の影響を与えた。敢えて分類するならば、大きく分け
て南欧諸国、中東欧諸国、北西欧諸国の 3つで難民危機に対する言説の相違を捉えること
が可能であろう 7。第 1の南欧諸国、ここでは難民危機の前線にあったイタリアとギリシャ
を指すものとするが、両国内の言説には一定の共通した特徴を見出すことができる。それ
は難民に対する人道主義的・倫理的な視点を強調し、欧州諸国に対して協調と援助を求め
る姿勢である。危機の最前線にあって、良くも悪くも避難民と具体的な形でかかわりを持
ち、その在り様に触れることになった両国では人道的な言説が強調される一方、自国のみ
による取り組みの限界が可視的であるなか、欧州の関与を求める声が挙げられたのは自然
な成り行きであったろう。
第 2に、危機の中で主として南欧から北西欧へと向かう避難民の経由地となった中東欧
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諸国では様々な対応が見られた。アルバニアやクロアチアといった国々では、難民の中継
地として比較的冷静で抑制的な言説が目立ったとされる一方、世論の分極化が見られたと
されるのがマケドニアやセルビアである。特に政府に近いメディアが避難民を歓迎する報
道を行い、人道的な観点を強調しようとするのに対し、そうではない報道はよりセンセー
ショナルで排外主義的な感情をあおるものだったという。また、ハンガリーでは右派ポピュ
リスト政党で反難民を唱えたヨッビクの勢力伸長を背景に、ヴィクトル・オルバーン首相
率いる政府が難民に対し強硬な言説とキャンペーンを展開したことが知られている。
第 3に、これら諸国に対して、多くの避難民の目的地となったドイツ、スウェーデン、オー
ストリア等の北西欧諸国においては、当初比較的寛容で人道的なアプローチがなされてい
たにもかかわらず、いずれの諸国でも何らかの形で徐々に難民への懐疑的な見方が広がっ
ていった点に共通性があったといえる。
例えば、オーストリア・プロフィル（Profi l）誌の記者らは、2015年の国内世論の変化を

「共感」から「助け合い」「不安」「敵意」へ、4つの象徴的な出来事をきっかけとした 4段
階の変化として多くのプレス報道を引用しながら描写する 8。最初に人々の認識を大きく
変えたのは、2015年 8月 27日オーストリア・パルンドルフ近くで避難民 71名の遺体を詰
め込んだ小型トラックが発見されたことであった。オーストリアでは、これをきっかけと
して人々が難民の問題に気付き、それらの人々に「共感」し、解決を図ろうとするようになっ
たという。そして 9月 4日にはハンガリーのブダペストからオーストリアへ向けた避難民
の「希望の行進」が始まり、ウィーンの西駅ではこれらの人々が歓迎をもって迎えられた。
この「助け合い」のフェーズではプレスも歓迎一色となり、プロフィル誌の記者も「良い
ことをするのは良いことだと感じられた」と吐露している。しかし、そのような状況が続
くなか、世論が「不安」へと傾く第 3の出来事が生じる。オーストリアとスロヴェニアの
国境で警備隊が約 1,000人の避難民に圧され、国境を通すという出来事である。実際には
警備隊は容易にそれらを押しとどめることができたであろうが、事故を懸念して敢えてそ
うはしなかったという。しかし、その写真が報道で流れるとまるで警備隊が避難民に対し
なす術なく、国境を通過させてしまったかにみえる。これを転換点として、避難民の流入
に対する人々の認識と報道はより懐疑的になっていき、最終的にそれは 12月 31日、大晦
日にドイツ・ケルンの広場で生じた女性への暴行事件によって「敵意」へと変わったとさ
れる。
以上のような変化は、オーストリアにおける政治的言説の変化とも軌を一にしている。

2015年当時、オーストリアでは中道右派の国民党と中道左派の社会民主党が大連立を組ん
でいたが、9月当初には国民党所属の内相であったミクル・ライトナーが列車でウィーン
中央駅に到着する避難民を直接出迎え、歓迎していた。しかし、このような歓迎ムードは
10月下旬には大きく変化し、ライトナー自身が「欧州要塞」建設の必要へ言及するように
なる。またセバスティアン・クルツ現首相（国民党、2015年当時外相）も寛容な政策を終
わらせることを明示的に要請しており、11月にはオーストリア国境へフェンスが設置され
る。そして 2016年 2月には西バルカン諸国会議がオーストリアによって主催され、難民の
いわゆる「バルカン・ルート」は閉鎖へ向かうのである。
ドイツにおける難民受け入れへの認識もある程度似通った経緯を辿ったことが指摘でき
る。危機時のメディアに関する国際比較研究からは、ドイツメディアの特色として、難民
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となった経緯が取り上げられた記事の割合が 8カ国中で最低である一方、人道的な手段の
必要に触れた記事の割合は諸国中で最高（85%）であったことが指摘されている 9。このよ
うな観察は、ドイツ国内で提出された分析とも合致する。オットーブレンナー研究所のミ
カエル・ハラー教授によれば、2015年中にドイツの主流メディアが行った難民危機に関す
る報道は、その 83%が難民に対して肯定的なものであり、ドイツの、いわゆる「歓迎文化
Willkommenskultur」と称された態度に沿うものだったといえる 10。これは政府の採用した
方針とも合致しつつ 2015年中まで続き、年末のケルン中央駅広場での女性への性的攻撃事
件によって大きく、かつ明確に転換したというのが、大手メディアの記者たちの実感とも
符合しているようである 11。
しかし、政党政治や世論の次元でいえば、2015年中においても決して言説が難民歓迎
一色であったわけではない。むしろドイツの政党政治で生じたのは言説における分極化で
あった 12。ドイツでは 15年 8月 21日にはドイツ連邦移民難民省がすでにシリア難民に対
するダブリン協定の適用停止を通達し、これを受ける形でメルケル首相は 8月 26日には難
民の通り道となっていたハイデナウを訪問し、人道的な見地から難民を支援する立場を鮮
明にしていたが 13、これに対してはメルケル首相の属するキリスト教民主同盟（CDU）の
姉妹政党であるキリスト教社会同盟（CSU）が当初から受け入れに対し否定的な姿勢を示
し、過剰な負担やコントロールの喪失への懸念を表明していた。これに対し、ドイツ社会
民主党（SPD）やドイツ緑の党（Greens）は、10月にドイツ国境へ難民の一時的抑留と手
続きのためのトランジット・センターを設けることが議論に上ったことで緑の党の位置に
変動があったものの、全体として難民に対する開放支持の立場を維持（緑の党）・強めてい
る（SPD）（図 3参照）。
また、そのなかで市民の世論は 10月を境として抑制の側へ傾き、CDUの言説も徐々に

図3　ドイツ主要政党・市民の難民への態度
（2015年 8-11月）（引用：König, P. (2017) p.348）

（グラフ縦軸が開放（上）―抑制（下）、政党の言説は南ドイツ新聞とフランクフルター・アルゲマイネ紙
の記事分析、市民の態度は世論調査 Politbarometerの難民受け入れに関する質問に基づく）
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難民抑制の色彩を強めた。この意味では上述の難民に対し好意的なメディア報道にもかか
わらず、市民のレベルでは難民受け入れへの懸念が高まっていたことが指摘可能であるし、
その齟齬については、ケルン暴行事件をきっかけに難民の否定的側面をとりあげずにきた
メディアへの批判が高まったことも要因となり、メディア関係者の間でも真剣な自己批判
や自己省察が行われている 14。

3．EUにおける難民危機の政治的インパクト
北西欧諸国における以上のような状況を視野に入れたうえで、難民危機がヨーロッパの
政治に対して与えた影響をより一般的に推し量ることは可能であろうか。より政治学的な
観点から欧州政治の基底的な変化を捉えようとするならば、現状の数少ない研究の幾つか
から大きく 3つのインパクトを取り出すことができよう。
ひとつには、難民申請数の増加は、EUや各国に対する懐疑的な態度の増加と相関関係を
有するとのハートヴェルトの指摘が挙げられる 15。EU全体での申請数は EUに対する懐疑
（欧州懐疑）の増大とともに各国に対しても不信を増大させる一方、各国内での申請数の増
加は当該国への不信を増大させるという。この EUや各国への懐疑はメディア報道によっ
て媒介されており、メディア報道において危機の話題に焦点があてられるほど懐疑傾向は
強まる。加えて、難民申請数の増加は党派的態度が右派的であると自己申告した者に対す
るほど、より強く欧州懐疑的態度を喚起することが証明されている。さらに、元から反移
民的な信条を有する者においては、とりわけ難民申請数の増加と欧州懐疑主義の高まりが
結びつく。つまり各国および EU全体での難民申請数の増加はそれぞれ各国または各国・
EUの双方に対する人々の不信を強めたが、その効果はとりわけ諸国で右派的な立場をと
る人々、特に反移民的信条を有する者に対し強い欧州懐疑を喚起したのである。EU全体
での申請数の大きさが、各国内でも欧州懐疑を強めたとの分析は、相対的には難民の影響
が小さかったはずのイギリス、フランスや、実際的な影響をほとんど受けていない中・東
欧のハンガリー、ポーランド、チェコ等の諸国でも、難民危機が EUへの懐疑主義を強め
た可能性を示唆している。
第 2に、難民の流入が反移民感情を持つ人々の割合を増大させたわけではない点も重要
である。一般的には政治的態度として移民に対し脅威認識を有する人、政治的に右派・保
守的心情を有する人、政治的疎外を感じている人などが反移民感情を持つ傾向があるとい
うことであるが、難民流入がこのような人々を増やしたという因果関係は観察されていな
い 。
第 3に、このことから難民危機はおそらく欧州懐疑主義の高まりを通してヨーロッパの
政党政治へインパクトを与えていると考えられる。従来、極右政党への有権者の支持の要
因には社会経済的争点よりも欧州懐疑主義の方が重要だとの指摘もなされており、欧州懐
疑主義の増大が極右・急進右派政党への支持の増大につながったと推測される 16。極右や
右派ポピュリズム政党によって移民・難民政策の政治問題化がなされる場合、中道右派政
党は移民・難民政策の厳格化を通じて極右・ポピュリズム政党へ有権者が流れることを阻
止しようと試みる傾向が指摘されており 17、これらの理論的な推測は上述のオーストリア
やドイツの事例とよく適合しているといえるだろう。
以上に加えて難民危機がヨーロッパ政治に与えた影響を鑑みると、おそらくは EUの次
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元で難民政策、ひいては人の移動を問題化した点が指摘できるであろう。特に、EUの難
民政策においては、2015年秋から EUによる難民割り当て制の提案に対して中欧諸国や東
欧の幾つかの諸国が強い抵抗の意思を表明し、東西の分断の様相を呈していたが、2018年
3月にはイタリアで誕生した新連立政権が問題の構図をさらに複雑なものとした。このイ
タリアの新政権は強い EU批判を掲げて選挙戦を戦ったいわゆるポピュリスト政党のみに
よる連立政権であり、ヨーロッパの全諸国から選挙、そして選挙後の政権運営共に懸念さ
れ、また注視される政権となった。とりわけ難民に対する厳格化を政策として掲げ支持を
広げた副首相・内相のマッテオ・サルヴィーニ「同盟」党首は、5月には地中海沖でリビ
アからの難民を保護した仏アクアリウス号の上陸を拒否し耳目を集めた。サルヴィーニの
主張は難民の受け入れ拒否とともに EUでの負担分担を求めるものであり、EUの難民政策
に新たな難しさを付与することになったといえる。
これと時を同じくして、ドイツではバイエルン州選挙を控えて難民政策の厳格化を主張
した CSU党首のゼーホーファー内相が、メルケル首相を強硬に批判し、またオーストリア
首相のクルツ氏も難民政策の厳格化を打ち出していたために、ドイツ・オーストリア・イ
タリア間で不法移民対策をめぐる協調の機運が生まれ、6月の EU首脳による欧州理事会で
は EUとしての難民政策の厳格化がアジェンダに上ることとなった。諸国が難民政策の厳
格化を支持する中、理事会のノン・ペーパーとして提案されたのは北アフリカ諸国におけ
る「地域的陸揚げプラットフォーム（Regional Disembarkation Platform）」の構築であった 18。
これによれば、「特定国の領海内で当事国または第三国の沿岸警備隊によって救助が行わ
れた場合にはその国の領土への陸揚げが可能である」とされ、公海上で EU諸国の船によっ
てこのような救助が行われた場合にも、ノン・ルフールマンの原則を尊重すれば同様に第
三国への陸揚げが可能だとの認識が示されている。つまり、これは EU諸国の領海へ難民
が到達する前にその船舶をキャッチし、地中海の対岸へ帰そうとする国境管理の強化と外
部化を志向する提案だといえる。しかし、このような提案は EUにとって一方的な利得を
もたらすものであり、北アフリカ諸国からしても望ましくはない難民負担を押し付けられ
ることとなる。このため、結局 EUは北アフリカ諸国の同意を得ることはできず、地中海
沿岸諸国との間で、国境管理の強化や不法移民の送還に関する協力など、より包括的な連
携を志向せざるを得なくなっているのが現状である 19。
以上のように、難民危機はひとつには国内的な欧州懐疑主義の高まりを促すことで国内
政治を不安定化し、EUのレベルでは欧州懐疑と難民問題の争点化がより EUを通じた問題
解決を難しくしているといえるだろう。これに加え、難民問題が長期的に残す課題につい
ても考察する必要がある。それは難民統合の問題である。

4．難民危機後ドイツの統合政策と世論
統合の問題を考えるにあたって、避難民を最も多く受け入れたドイツの事例に焦点を当
ててみたい。すでに述べたように、ドイツにはシリア難民のほぼ 6割程度が流入したので
あり、シリア人以外の人々を含めれば、2015-2017年の間にドイツは約 90万人に対して国
際的保護を付与している。約 3年という短期間で人口の 1%を超える人々を受け入れたド
イツには、受け入れのための負担も相当に巨大なものとなる。人の移動が、規模から見れ
ば 2017年に入り収束へ向かっているとはいえ、その中長期的な影響は社会に残ることにな
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る。それらに対し、ドイツはどのように対処しているのであろうか。
これについて行政・政策的側面から概観してみたい。まず、どの程度庇護申請について
の決定が進んでいるかである。連邦移民難民庁の統計によれば、2015年から 2016年にか
けて雪崩を打ったようになされた庇護申請は、40万件前後に及ぶ決定待ち申請を作り出
した。これにより難民統合のボトルネックは一旦行政側に移っていたといえる。しかし、
2017年に庇護申請数が 20万件程度へ減少したことと、同年を通して 60万件ほどの決定が
なされたことの 2点から、2017年末までには決定待ちの申請も約 6万 8,000件へと減少し
ており、この問題もある程度解消されつつあるのが現状であろう。

表　ドイツにおける庇護申請の手続き状況
（2011-2018年）（BAMF, Asylgeschäftsstatistik）

政策的には、2015年 11月に議会を通過した難民パッケージⅠ以降、難民に対する補助
と引き締めとが織り交ぜられながら、着実な進展がみえる。難民パッケージⅠでは連邦に
よる難民受け入れ予算の増額、難民登録時からの手当支給、住宅・受け入れ施設増設、難
民認定の見込と技能によっては登録後 3カ月からの職探し許可など、寛容な受入れ政策が
策定される一方、アルバニア・コソボ・モンテネグロなど「バルカン・ルート」周辺諸国
を「安全国」として、これら諸国出身移民の申請却下を容易にしている。その後も 2016年
のパッケージⅡでは庇護申請を認められなかった避難民の送還促進、難民に対する金銭給
付の代わりの現物給付拡大、居住制限の強化、難民の家族結合の待期期間延長など制限的
な政策が強化された一方、2017年には難民の統合講習への参加の義務付けとともに、専門
職向け、ビジネス用の言語講習を拡大したり、職業資格の認定を促進したりするなど、難
民の労働市場参入を促進するような施策が打ち出されている。

  これは、2017年に入っても 80%ほどの人々が「助けの必要な難民をドイツが支援して
ほしい」に肯定的な答えを返すドイツ人の落ち着いた空気をある程度反映しているともい
えるだろう 20。無論、だからといって必ずしも現場の統合が全て順調にいくといえるわけ
ではない。事実、2017年総選挙では「ドイツのための選択肢」が 12.6%の得票で第 3党へ
躍進し、その躍進に最も大きく寄与したと思われる与党 CDUからの票の流出は、主とし
て難民政策における与党への不満に由来している（世論調査「メルケル首相の難民政策に
満足していますか？」：CDU/ CSU投票者―満足 66%、不満 34%、CDU/CSUに投票せず―
満足 28%、不満 71%（Infratest dimap））21。また 2017年の世論調査では、難民を受け入れ
る限界にきているとする意見（2017年 54%、2015年 40%）が、難民受け入れは人道的な
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義務であるとする意見（2017年 37%、2015年 51%）を逆転したことが明らかとされており、
人々の中には歓迎文化のみではなく、やはり難民受け入れの増大に対する不満や懸念が蓄
積していることが表面に表れてきている 22。
このような世論と政策の乖離を察知してか、2018年「ドイツの為の選択肢」に票を奪わ
れることを恐れた CSU党首のホルスト・ゼーホーファー内相は、政権離脱をちらつかせな
がらメルケル首相に対してより強硬な難民政策を採用するように迫り、避難民がドイツ領
内に入る前に水際で押しとどめることを要求した。結果的になされた 7月 5日の妥協では、
避難民のためのトランジット・センターをオーストリアとの国境に置き、庇護申請手続き
を行うことが合意されたが、これについても人々の半数以上が「良い」（59%）と回答して
いる（これに対し「悪い」は 35%）23。
とはいえ、CSUが所在するバイエルン州で行われた、2018年 10月州総選挙の結果を見
ると、CSUは堅牢な地盤を築いてきた同州で 10%以上の票を失う歴史的な大敗を喫し、
結果的には難民政策の厳格化を迫ったゼーホーファーの戦略は必ずしも世論に支持されな
かったといえるだろう。ドイツの為の選択肢は 10.2％の票を獲得したものの、他方で第 2
党には緑の党がついており（17.5%）、単純に難民政策の厳格化が世論に支持されたという
ことには留保が必要である。むしろ、中道左派にあった社会民主党が 10%ほど票を失い 9.7%
の得票に沈んだことをみても、従来の既成主要政党への不満が現れたということができる。
このことは、現状に不満を持ちながらも、極右的な政党へ投票することにも依然警戒的な
ドイツ世論の在り様を示している。難民政策は必ずしもドイツの政党政治を一気に右へ押
し流したわけではないが、歓迎文化と難民抑制の間で世論の中に大きな緊張を生んでいる
といえるだろう。

―注―
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第 2章　欧州難民危機とドイツの対外政策

安井　宏樹

はじめに
2017年 9月に行われた第 19回ドイツ連邦議会選挙の結果、アンゲラ・メルケル（Angela 

Merkel）首相率いる中道右派のキリスト教民主同盟（Christlich Demokratische Union 
Deutschlands: CDU）が、姉妹政党のキリスト教社会同盟（Christlich-Soziale Union in Bayern: 
CSU）と共に戦後最悪級の敗北を喫した一方、反欧州連合（European Union: EU）・反イス
ラム移民を主張する新党「ドイツのための選択肢（Alternative für Deutschland: AfD）」が躍
進して第 3党となり、戦後ドイツの政党制は大きく変化した。それまで、戦後（西）ド
イツの政党制は、CDU/CSUと中道左派のドイツ社会民主党（Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands: SPD）の二大政党を中心とした安定性を特徴としており、1980年代から多党
化が進み始めてはいたものの、左右両極の反体制的な政党は周辺的な存在にとどめおかれ
続けていた。それが崩れ、CDU/CSUの右の位置に新たな政党が無視できない存在として
出現したのである。
こうした政党配置の変化は、それを構成する個々の政党のあり方にも影響を与えた。中
でも大きな影響を受けたのは、AfDの躍進によって社会‐文化政策の次元における「右」
の代弁者としての地位を独占できなくなった CDU/CSUである。AfDの台頭という「右」
からの新たな挑戦に直面した CDU/CSUでは、リベラルな難民政策を展開してきたメルケ
ルへの批判の声が高まり、2018年秋にメルケルは CDU党首の座を手放さざるを得なくなっ
た。メルケルは首相の職にはとどまったものの、党首交代劇の中で示された CDU/CSU内
での反メルケル気運の高まりは、欧州統合や開放的・多国間主義的な国際秩序を志向して
きたメルケル外交の行方にも影響を及ぼす恐れがある。そこで、以下、本章ではこの変動
について検討していきたい。

1．第 4次メルケル政権の苦難：難民問題と政治の右傾化

（1）難民送還をめぐる連立危機
（a）CSUの右傾化：「難民基本計画」の策定

2017年選挙後の CDU/CSUにおける右傾化の口火を切ったのは、CSU党首のホルスト・
ゼーホーファー（Horst Seehofer）であった。CDUの姉妹政党である CSUは、バイエルン
州だけで活動するキリスト教民主主義の地域政党であり、バイエルン州以外で活動する
CDUと地域的なすみわけを行ってきたが、伝統的に CSU は CDUよりも文化的保守主義の
傾向が強く、2015年の難民受け入れをめぐっても、当時バイエルン州首相を務めていたゼー
ホーファーは批判的な姿勢を示していた。2017年 9月の連邦議会選挙で CDU/CSUが戦後
ワースト 2の得票率に低迷するという敗北を喫した後、CDU/CSUと SPDの二大政党によ
る大連立政権が 2018年 3月に発足すると、ゼーホーファーは難民問題を担当する連邦内務
大臣に転じて、今後の難民政策の基本方針となる「難民基本計画（Masterplan Migration）」
の策定を進めた。その骨子は、既に他の EU加盟国で難民申請を行っている難民について
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はドイツへの移動を認めず、難民申請を行った国へ強制送還するというものであり、難民
受け入れに寛容であったメルケルに楯突くかのような方針であった。そのため、その原案
が 6月 11日にまとまると、メルケルはその公表と承認を拒み、連邦首相の専権である政綱
決定権や閣僚罷免権の発動をほのめかしてゼーホーファーに翻意を促した。しかし、ゼー
ホーファーは「難民基本計画」は譲れないと主張し、連邦内相を罷免するのであれば連立
を打ち切ると威嚇して抵抗したことから、CDUと CSUの間で連立危機が発生することと
なった。この連立危機は約 3週間にわたって続いたが、CDUに所属する連邦議会議員達と
メルケルとの非公式会合の場で「難民基本計画」を支持する意見が多数を占めたこともあっ
て、難民申請済みの者についての送還協定を被申請国と締結することを条件として「難民
基本計画」を承認することが 7月 2日に合意された。相手国との合意に基づいての送還と
した点ではメルケルの多国間主義・反単独行動主義の主張が保たれたものの、難民送還を
受け入れさせられたという点ではメルケルの譲歩であり、彼女のリーダーシップに傷がつ
いた形での危機解決であったと言える。

（b）背景としてのバイエルン州議会選挙
このようにゼーホーファー CSU党首が姉妹政党との連立危機すら辞さずに難民政策での
強硬姿勢を打ち出した背景には、CSUの本拠地バイエルンの州議会選挙が 10月に迫って
いたという事情があった。バイエルンでしか活動していない CSUにとって、この州議会選
挙は国政レベルの連邦議会選挙にも劣らない重要性を持った選挙であった。また、同州で
の CSUは 1950年代後半から一党優位的な状況を続けてきており、比例代表制をベースと
した選挙でありながら、単独過半数を獲得することが当然視されても来た。大連立政権へ
の逆風が吹いていた 2008年の同州議会選挙で 46年ぶりに過半数割れとなった際には、当
時の CSU党首と州首相が引責辞任に追い込まれてもいる。その後継として党首・州首相に
なったのがゼーホーファーであったことからすると、バイエルン州議会選挙が自らの CSU
党首としての地位を左右する問題であることは身を以て知悉していたと言える。
そして、ゼーホーファーが連邦内相となった 2018年春の時点で、CSUにとっての選挙
情勢は芳しくなかった。前年の連邦議会選挙で躍進した AfDの支持率が続伸して第 2党の
座を窺うほどの勢いを見せる一方、各種世論調査による CSUの予想得票率は伸び悩み、過
半数確保が危険視される状況にあったのである。ゼーホーファーによる強硬な難民政策に
は、台頭してきた「右」の AfDの政策位置に接近することで自党から流出した支持者を取
り返し、新興政党の定着を阻んで潰そうとする「寡占化（oligopolistic）」戦略 1という性格
があったと言えるだろう。
だが、この右傾化による「寡占化」戦略の効果は限定的なものであった。その点については、
連立危機が終息に向かった 2018年 7月 3日から 4日にかけて実施された Infratest dimap社
による世論調査結果から読み取ることができる。この世論調査によると、メルケル首相の
仕事ぶりに満足していると答えた AfD支持者がわずか 1パーセントという驚異的な低さに
とどまっていた 2のに対し、AfD支持者のゼーホーファー内相への職務満足度は 55パーセ
ントに達した 3。こうした AfD支持者での評価の格差は、ゼーホーファーの右傾化による
効果と言えよう。しかし、有権者全体での評価となると、メルケルに対する職務満足度が
前月比 2ポイント減の 48パーセントであったのに対して、ゼーホーファー内相への職務満
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足度は 27パーセントにとどまり、前月より 16ポイントも減少した 4。こうした結果からは、
ゼーホーファーの右傾化が旧来の支持者からの反発を招いた様子が窺える。そしてこの傾
向は CSU全体にも及んでしまい、Infratest dimap社が 7月 18日に発表したバイエルン州議
会選挙予測調査 5によると、CSUの予想得票率は連立危機発生前（5月）の調査結果 6より
も 3ポイント減って 38パーセントにとどまり、過半数割れが確実視される結果となった。
しかし、ひとたび選択してしまった選挙戦略をゼーホーファーは変更できず、8月末
から 9月にかけて生じたケムニッツ事件とハンス‐ ゲオルク・マーセン（Hans-Georg 
Maaßen）連邦憲法擁護庁長官の発言問題 7に際しても右寄りの言動を繰り返し、自らへの
評価を再び下げる結果を招いた。マンハイム選挙研究グループが 9月 11日から 13日にか
けて実施した調査 8によると、ゼーホーファーの難民政策を「良い」と評価した有権者の
割合は 29パーセントにとどまり、6月の同じ調査に比べて 12ポイント減少した（メルケ
ルの難民政策への肯定的評価の割合は 4ポイント減の 42パーセント）。
結局、ゼーホーファーと CSUはバイエルン州議会選挙での劣勢を覆せないまま 10月 14
日の投票日を迎えることとなり、前回比 10.4ポイント減の得票率 37.2パーセントで過半数
獲得に失敗するという記録的な敗北を喫した。CSUは保守系地方政党の「自由有権者連盟
（Freie Wähler）」と連立を組むこととなり、ゼーホーファーは 11月 16日に CSU党首から
の辞意を表明した。ゼーホーファー CSU党首による右傾化を通じての「寡占化」戦略は失
敗に終わったのである。

（2）メルケルの CDU党首断念
（a）連邦議会議員団長選挙：「終わりの始まり」
メルケルのリーダーシップは、6月から 7月にかけての「難民基本計画」をめぐる連立
危機の過程でも、CDU所属の連邦議会議員らからの支持を得られずに譲歩へと追い込まれ
たことに象徴されるように、揺らぎを見せ始めていたが、9月以降、さらに動揺を見せた。
その契機となったのが CDUの各種役職の任期満了に伴う改選 9であり、その第一歩となっ
たのが CDU/CSU連邦議会議員団長の任期満了選挙であった。

CDUと CSUは、政党法上は独立した別の政党であるが、連邦議会では統一会派を組ん
でおり、党議拘束の決定をはじめとする議会での活動については、それぞれの党本部では
なく、統一会派の合同議員団（CDU/CSU連邦議会議員団）が自律的に決定する仕組みと
なっている。議員団の運営を司る議員団長をはじめとする幹部会メンバーも、所属議員の
互選によって任期 1年で選出される。そして、権力分立の観点から、政府の長である首相
が議員団幹部会に入ることはないため、立法活動を左右する議員団の手綱を首相が握るた
めには、議員団長と密接な関係を築くことが重要になる。メルケルもその点には意を払っ
ており、2005年の第 1次政権発足以来、腹心のフォルカー・カウダー（Volker Kauder）を
CDU/CSU連邦議会議員団長に据えて議員団の掌握に努めてきた。カウダーは、メルケル
の威信にも支えられつつ、毎年秋に行われる議員団長選挙において、対立候補無しの信任
投票で 9割以上の信任票を得るという形で粛々と再選され続けてきた。半ば儀礼化した選
挙になっていたとすら言える。
それが変わり始めたのが、2017年 9月の総選挙での敗北後である。選挙後の新議員団
で行われた議員団長選挙では、それまでと同じく対立候補無しでの信任投票となったもの
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の、カウダーの得票率は 77.3パーセントにとどまった。選挙での CDU/CSU低迷に対する
議員達の不満の表れと見られる。そして、それから 1年経った 2018年 9月の任期満了に伴
う議員団長選挙では、カウダーへの対立候補として右派のラルフ・ブリンクハウス（Ralph 
Brinkhaus）が名乗りを上げ、久々の対決選挙となった。当初、ブリンクハウスの勝ち目は
乏しいものとメディアでは見られていたが、9月 25日に行われた投票の結果、ブリンクハ
ウスが 125票を獲得してカウダーの 112票を上回り、議員団内での反メルケル気運の強さ
を示した。メディア報道では事前の予想を覆す結果への驚きの声と共に、メルケル時代の
「終わりの始まり」というコメントも多く見られた。

（b）メルケルの CDU党首選挙不出馬
メルケルを 13年にわたって支えてきたカウダーを落選させた CDU/CSU連邦議会議員団
長選挙に続いて、今度はメルケル自身の CDU党首としての任期（2年）満了が 12月に迫っ
ていた。メルケルは、カウダーの落選後も自らの進退については明らかにせずにいたが、
10月 14日のバイエルン州議会選挙と 28日のヘッセン州議会選挙で CDU/CSUが敗北し、
野党である AfDと緑の党（Bündnis 90/ Die Grünen）が躍進したことを受けて、29日に記者
会見を行い、首相の職には 2021年秋の連邦議会任期満了までとどまるものの、12月に予
定されている CDU定期党大会での党首選挙には立候補しないことを表明した。
その直後に CDU党首選挙への立候補を表明したのが、右派の若手イェンス・シュパー
ン（Jens Spahn）である。38歳のシュパーンは、メルケルの難民受け入れ政策を批判した
若手議員達のリーダー的な存在として知られ、2018年 3月の第 4次メルケル政権発足に当
たっては、保健相に抜擢されてもいた。
それを追うかのように立候補を翌 30日に表明したのが、フリードリヒ・メルツ（Friedrich 

Merz）である。メルケルとメルツは同世代で、CDUが野党の立場にあった 2000年春から
2002年秋までの間は、メルケルが CDU党首、メルツが CDU/CSU連邦議会議員団長とポ
ストを分け合っていた。しかし、両者の政策志向は異なっており、社会‐文化的次元で
比較的リベラルな傾向を持つメルケルに対し、多文化主義批判者であるメルツは、ドイツ
語をドイツ社会の「指導的文化（Leitkultur）」と位置付け、移民制限も主張していた。両者
の確執は、2002年の連邦議会選挙後に党首のメルケルがメルツを副議員団長の地位に追い
やって自ら議員団長を兼任したことで深まり、権力争いに敗れたメルツは 2004年に副議員
団長の職を辞して、2009年には政界からも引退した。その後、メルツは有名企業の取締役
を歴任するなど経済界に活躍の場を移していたが、2018年春頃からメルケルの追い落とし
と政界復帰を狙って CDU内の有力者と接触していたとも言われている 10。メルツは、閣僚
経験こそないものの、一時はメルケルと並んでCDUを代表する地位にあった政治家であり、
政策面でもメルケルの難民政策批判の旗頭たり得ることから、メルケル後継に名乗りを上
げるのに相応しい大物であったと言える。
ただ、メルツは立候補当時 62歳で、新たなリーダーとなるにはドイツ政界の感覚からす
るとやや高齢との感を免れなかった上、政界を退いてから 10年近く経っていたこともあっ
て、“過去の人” というイメージがつきまとってしまっていた。また、経済界での華々しい
活動を通じて多くの資産を蓄えていたことに加えて、2016年から世界最大の資産運用企業
「ブラックロック」ドイツ子会社の監査役会長に就任して高額の報酬を得ていたことも、カト
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リック労働運動との伝統的なつながりを持つ党内左派からは嫌われる要素となっていた 11。
シュパーンは、そうしたメルツの弱点をつくような要素を持ち合わせており、右派の勢力
を分裂させることになった。
こうした右派の動きに対抗して立候補したのが、メルケル党首の下で 2018年 2月か
ら CDUの幹事長を務めていたアンネグレート・クランプ‐ カレンバウアー（Annegret 
Kramp-Karrenbauer）である。56歳の彼女は、連邦 CDUの幹事長に転ずるまでザールラン
ト州首相を 6年半にわたって務めるなど、政策全般に通暁しており、党首選立候補者によ
る討論会で細かなところまで丁寧に答えるといった行動を通じて、その政策的能力の高さ
を示していた。ただ、難民政策に関しては、必要な修正を行うとは表明していたものの、
基本的にメルケル路線を踏襲するものと見なされており、メルケル批判票の取り込みには
困難があるものと観測されていた。

（c）CDU党首選挙：右傾化の限界
12月 7日にハンブルクで開かれた CDU第 31回定期党大会では、メルケルの離任演説に
続いて、代議員による新党首選挙が行われた。党則上、党首選出には有効票の過半数の得
票が必要と定められており、第 1回投票で過半数の得票者が出なかった場合には、上位 2
名の決選投票で決定される仕組みとなっていた。第 1回投票では 999票が投じられ、クラ
ンプ‐カレンバウアーが 450票、メルツが 392票、シュパーンが 157票という結果になっ
た。過半数の得票者が出なかったため、引き続きクランプ‐カレンバウアーとメルツによ
る決選投票となり、クランプ‐カレンバウアーが 517票を獲得して新党首に選出された（表
1を参照）。

表1：CDU党首選挙結果（2018年 12月 7日）

第 1回投票 決選投票 増減

クランプ‐カレンバウアー 450票 517票 67票増

メルツ 392票 482票 90票増

シュパーン 157票 ― ―

（出典：報道資料より筆者作成）

結果だけを見ると、第 1回投票での最多得票者であったクランプ‐カレンバウアーが順
当に勝利を収めたようにも見えるが、メルツとシュパーンのいずれもが右派としてメルケ
ル批判の立場に立っていたことを考えると、決選投票でメルツがシュパーン票を糾合しき
れなかったことは、一定の考察を要すべき問題となる。いわゆる “2位 3位連合” が生じず、
シュパーン票の 4割強に相当する票がクランプ‐カレンバウアーへ流れたのは何故か。
この問題を考えるに当たって考慮すべきは、右派、とりわけメルツが党首になった場合、
メルケル政権と CDUの関係、ひいては、政権全体のあり方がどうなってしまうのかとい
う点である。もし仮に、メルツが CDU党首になったとすると、①難民政策をはじめとす
るメルケル政権の様々な政策に注文をつけ、変更を求めることが予想される。また、②メ
ルツの年齢的な問題を考えると、2021年の連邦議会任期満了前の時点（たとえば、大連
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立政権の中間評価を行うことが以前から予定されていた 2019年秋の時点）でメルツへ首
相職を譲るようメルケルに迫るという事態も考えられなくはない。そうなってしまった場
合、①メルケル率いる政府と与党 CDUとの間で泥仕合が生じ、CDUの政権担当能力に対
する有権者の評価が下がってしまう恐れがあるが、支持低落に苦しんでいるCDUにとって、
そうした展開は避けたいはずである。また、② CDU/CSU連邦議会議員団で右派が優位に
立っている状況からすると、メルケルを数の力で首相の座から引きずり下ろすことも不可
能ではないが、SPDに配慮しながら大連立政権を運営してきた実績のあるメルケルを追放
した右派であるメルツを SPDがそのまま受け入れてくれる可能性は低い。それにもかかわ
らず、メルツ政権樹立を強行しようとするのであれば、連立組み替えが必要となるが、そ
もそも、2017年選挙後の連立交渉が半年にわたって難航した挙げ句に窮余の一策として選
択されたのが CDU/CSUと SPDの二大政党による大連立であったという過去の経緯 12から
考えると、連立組み替え（あるいは、それ以外の選択肢としての CDU/CSU単独少数与党
政権樹立や解散総選挙など）の現実的な可能性は低いものと言わざるを得ない。
こうした反実仮想から浮かび上がってくるのは、左右両翼の無視できない規模の政党を
排除する連立を中道諸勢力が強いられるという現在の政党配置の下では、CDU/CSU内で
多数を占めている右派の志向が実現可能性を持たないという厳しい現実である 13。メルケ
ルによる第 4次大連立政権の樹立は、そうした現実を踏まえた最悪回避戦略の帰結であっ
たが、抑え込まれた党内右派の不満を生み、今回の造反劇を招いた。しかし、その後の新
党首選出に際して機能したのは同じ最悪回避戦略であり、メルケル路線の継承者が党首選
で勝利を収めた。党首は交代したが、党内の多数を占めている右派に不満が蓄積するとい
う構図は相変わらず残っている。

2．メルケル外交への逆風 

（1）トランプ政権との摩擦
第 4次メルケル政権は第 3次政権と同じく SPDとの大連立政権であり、対外政策におい
ても、欧州統合を推進し、開放的で多国間主義的な国際秩序を志向するという基本路線を
踏襲している。
しかし、ドイツ外交の重要な柱の一つとなってきた米国との関係については、2017年に
ドナルド・トランプ（Donald Trump）政権が発足して以降、摩擦が目立つようになった。
2018年 6月の G7シャルルボワ・サミットでは通商問題をめぐって米国と他の 6カ国の意
見が衝突し、厳つい表情で座るトランプ大統領と対峙するかのように両手を卓上について身
を乗り出したメルケルの写真が、「G6+1」とも評された同サミットでの対立を象徴するも
のとして注目を集めた。また、7月の北大西洋条約機構（North Atlantic Treaty Organization: 
NATO）首脳会議に際しては、ドイツの防衛費が GDP比 1パーセントほどでしかないと非
難するツイッターをはじめとして、トランプによるドイツ批判が頻発した。それに加えて、
トランプが帰国後のテレビインタビューで NATO加盟国であるモンテネグロの防衛を疑問
視するような発言を行ったことから、トランプ政権が欧州防衛へのコミットメントをない
がしろにするのではないかとの疑念も生まれた。
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（2）ドイツ核武装論：対米摩擦の反作用
単独行動主義が目立つトランプ政権との摩擦が高まる中、ドイツでは、核武装を求める
議論が論壇に登場した。議論を提起したのは、元ハンブルク連邦軍大学教授の国際政治学
者クリスチアン・ハッケ（Christian Hacke）で、『キケロ』誌に寄せた論説「トランプ後の
時代における誤った希望」14で大略以下のように論じた。
① トランプ路線の持続可能性：トランプ政権の単独行動主義的な対外政策は、トラン

プ個人の資質に起因するものではなく、孤立主義・保護主義という米国外交の伝統
を体現したものであり、トランプがいなくなっても続く。

② 国益の相違：安全保障上の国益は今でも究極的には各国でそれぞれ異なっており、
欧州共通防衛政策や英仏による核の傘に頼ろうとすることは幻想である。

③ 状況の変化：ドイツ統一時に選択された大量破壊兵器放棄政策は過去の状況に即し
たものであった。米国の退潮など、状況が変わった以上、将来の危機にドイツが主
権国家として対応できるようにすべく、核武装が必要である。その点からすると、
原発廃止政策はドイツの核開発能力を毀損する悪手であった。

こうしたハッケによる核武装論に対して、近隣諸国との関係や世界秩序への悪影響を懸
念する観点からの批判論文が『キケロ』誌や高級紙『ヴェルト』等に掲載された 15が、管
見の限り、政治家はこの論争に介入しなかったようである。また、ハッケの議論が国際関
係論におけるリアリズムの系譜に特徴的な国際政治観に立脚したものであり、反論側も主
にリベラリズムの系譜に特徴的な論点に依拠していたこともあって、この論争は、政治的
論争というよりは学術的な政策論争という色彩が濃いものになった。だが、欧州統合と開
放的・多国間主義的な国際秩序を志向してきたメルケル路線が国内外で挑戦・摩擦に直面
して揺らぎを見せていることを考えると、この論争がドイツの対外政策に関する思考枠組
みの転換を促す「蟻の一穴」として回顧される日が来るのかも知れない。

結びにかえて
2017年秋の連邦議会選挙で敗北を喫した CDU/CSUでは、AfDという「右」からの新た
な挑戦に対抗すべく、右傾化の傾向が強まった。その右傾化路線は選挙での成功をもたら
してはいないが、選挙での敗北はメルケルに党首の座を諦めさせることになった。しかし、
現在のドイツにおける政党配置はメルケル路線からの全面的な離脱を安易に許容するもの
ではないため、右傾化にはブレーキがかかり、新党首にはメルケル路線の継承者が選出さ
れた。CDU/CSU右派に不満が残る構図は変わっておらず、かえって鬱屈が募っている恐
れすらある。そして 2019年には、一般に与党が負けやすくなる中間選挙効果が働く欧州議
会選挙が 5月に予定されている他、AfDが比較的強い東部 3州での州議会選挙も秋に予定
されており、そこでの敗北が、CDU/CSU右派による新たな造反劇を生む可能性も少なく
ない。そして、ドイツの最大与党 の右傾化が米国の単独行動主義への反発とかみ合ってし
まった場合、ドイツの対外政策の大きな変化へとつながる恐れも残っている。
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第 3章　 イタリアと EU関係～難民問題をめぐるジレンマ

伊藤　武

1．EU関係の軋みとポピュリスト政権
イタリアでは、2018年 3月 4日に行われた総選挙において、5つ星運動・同盟などポピュ
リスト勢力が躍進した。6月には、両党の連立政権であるコンテ政権が成立した。コンテ
政権の成立は、ヨーロッパ主要国において、初めてポピュリスト勢力が圧倒的中核となる
政権が成立したことを意味した。連立政権は、共に副首相を務めるルイージ・ディ・マイ
オ（5つ星運動・労働社会政策相・経済発展相兼任）と、マッテオ・サルヴィーニ（同盟・
内相）が主導権を握っている。
両党は選挙戦中から、EUに対する強い批判を表明し、ユーロ離脱の国民投票の実施な
どを公約に掲げていた。政権成立以降も、厳しい財政規律の維持や難民受入継続を求める
EU側と、緊縮の緩和・難民負担の適正な配分を求める政権側との摩擦は続いている。特
に本年 5月に迫った欧州議会選において、ポピュリスト勢力躍進の象徴として、国内外で
注目を集めている。
本報告では、2018年総選挙から現在（2019年 2月）のコンテ政権下における対 EU関係
と政治状況との繋がりを検討する。イタリアの反 EU路線は、通例、もっぱら急進的な政
治姿勢を取るポピュリスト勢力の躍進と影響という観点から説明されている。元々イタリ
アは、マーストリヒト条約をいち早く批准したように、EU内でも屈指の親 EU世論を誇る
国であったことも、そうした解釈の背景となっている。しかし、政権レベル、有権者レベ
ルの政策志向を検討すると、それぞれ、国内・対 EUの政治戦略上の合理的利益追求、経
済的苦境への反発や難民問題の負担増大に対する「合理的な批判」と捉えられる。
もちろん、この点は、イタリアの現政権の強硬な難民政策など EU批判的姿勢が、人道
的問題や経済路線の失敗など深刻な政治的・社会経済的問題をもたらしうることを否定し
ない。さらに、むしろ懸念されるのは、初のポピュリスト主導政権というコンテ政権の登
場が、来たるべき欧州議会選挙やその後の加盟国各国の選挙、あるいはブレグジットの混
乱とも輻輳して、EUレベル・加盟国レベルでのポピュリスト勢力の拡大への防壁を下げ
ることである点も、最後に明らかにする。
以下、2では、2018年総選挙とコンテ政権の成立に至る経緯を振り返り、政党レベル・
有権者レベルの対立軸と政権の性格を明らかにして、対 EU政策の前提を明らかにする。
続いて 3では、EUとの困難な関係が表面化している経済・難民の 2つの争点の内、もっ
とも重要である難民問題について、EU側・イタリア側の姿勢を検討し、両者の齟齬とそ
の原因を考察する。最後に、むすびでは、イタリアの EU政策を検討する際に注目すべき
視角を再検討する 1。

2．2018年総選挙とポピュリスト政権の成立

（1）2018年総選挙をめぐる情勢
2013年の前回総選挙以来、イタリアでは中道左派の民主党を軸として、エンリコ・レッタ、
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マッテオ・レンツィ、パオロ・ジェンティローニを歴代首相に、中道左派から中道右派ま
で多様な穏健勢力を横断した大連合政権（governo di largo intese）が続いてきた。このよう
な連合政権成立の背景には、同総選挙で下院得票率第 1位に躍進した 5つ星運動 2の伸長
を抑え、政権獲得を回避する狙いがあった。しかし、大連合政権は憲法改正の失敗や政治
スキャンダルの浮上など失政が相次ぎ、5つ星運動、さらには再生を図る北部同盟など「ポ
ピュリスト」と総称される政権批判勢力の拡大は続いた。

2018年 3月 4日、議会任期満了を受けて実施された総選挙は、大連合を主導する勢力が
批判勢力を抑えて政権の手綱を握り続けることができるか、ポピュリスト勢力が敷居を超
えて増大し、あらたに主導権を握るかの分かれ道であると考えられた。投票日 2週間前、
最後に公表された世論調査の段階では、各社ばらつきはあるもの、前者の選択肢、つまり
大連合的政治路線がかろうじて優勢とされた（図 1）。
その理由は、次の通りである。① 5つ星運動は 2013年総選挙より得票を伸ばして第 1党
の座を確保するものの、辛うじて 30%に到達する程度に止まり、②民主党は 20%程度を
確保して（最左派を含む）中道左派全体では有力な政治勢力の座を保ち、③連合勢力とし
ては第 1勢力化が予想された中道右派では、より穏健で大連合に前向きなフォルツァ・イ
タリアが連合内第 1党となるために、④全体としては若干中道右派に有利な形の大連合的
政権枠組み、あるいはそれを基盤とした少数派政権が持続するとみられていた。2013年以
降のイタリア政治は、民主党の指導者レンツィと、フォルツァ・イタリアの指導者シルヴィ
オ・ベルルスコーニの関係を軸に展開してきた。憲法改正など重要局面で連携してきた両
者は、それぞれ民主党内の内訌、立候補資格停止など困難を抱えていたものの、その後も
命脈を保つと予測されたのである。

3月 4日の総選挙は、予想を相当裏切る結果となった。政治勢力の構図全体としては、
予想通り前回から継続して、中道左派（22.9%）、中道右派（37.5%）、5つ星運動（32.7%）

図1　2018年総選挙前の最終世論調査結果

中道左派5つ星運動中道右派 自由と平等

（2018年 2月 7日）

［出典］　Termometropoliticoのデータより、筆者作成
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の 3勢力鼎立状況が再現された（括弧内の数値は下院得票率）。しかし、ポピュリスト勢力
の躍進は、事前予測を大きく超えるものであった。5つ星運動は、当初試金石とみられて
いた 30%を大きく超えて、33%近くの得票率を記録した（図 2）。結党の指導者であるジャ
ンロベルト・カザレッジョの死、ベッペ・グリッロの党指導者からの退陣表明などの事件
を経ながらも、若い指導者ルイージ・ディ・マイオを首相候補に、汚職批判などで改革者
としての新鮮なイメージを保ち、最低所得保障（ベーシックインカム）導入などで支持を
集めることに成功した。
それ以上に驚くべきは、中道右派内での急進勢力、同盟の躍進である。2013年総選挙で
得票率 4%台と惨敗し、消滅の危機もささやかれた北部同盟は、あらたにマッテオ・サル
ヴィーニを指導者に立て巻き返しを図った。強固な反移民主義的主張や SNSを通じた効果
的なアピールなどで急速に党勢立て直しを実現したサルヴィーニの下、全国への支持拡大
を狙って同盟へと党名を変更していた。その結果、14.4%に止まったフォルツァ・イタリ
アを抑えて 17.4%で中道右派第 1党となり、連合の主導役の座を獲得した。
他方、中道左派連合は、連合外最左派の自由と平等（3.4%）を合わせても 26%弱と惨敗
した。特に民主党は、18.7%と予想以上に伸び悩んだ。中道右派連合内でのフォルツァ・
イタリアの伸び悩みと併せて考えると、2大連合内で大連合路線の立役者として想定され
た穏健政党が落ち込み、急進的な勢力の支持が伸びたことを意味した。

2018年総選挙は、他にも興味深い結果を生み出している。地理的政党支持分布の点では、
まず、従来は流動的な傾向がありながら保守寄りの支持を示してきた南部の小選挙区を、
ほぼ 5つ星運動が独占した。時に「左派ポピュリスト政党」に区分される 5つ星運動が同
地域で躍進した理由は、2013年総選挙、あるいはその前後の地方選挙での着実な支持獲得
などの要因に加えて、主に経済的要因から同党の格差是正策（最低所得保障制度など）が
支持されたことが投票行動分析から分かっている。
次に、地理的分布の点で、同盟の支持が、北部同盟の拠点であった北部地域だけでなく、

図2　2018年総選挙結果（下院得票率）

［出典］イタリア内務省データを基に、筆者作成
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「全国化」している点が特徴的である。同盟の支持は、歴史的に民主党など中道左派の金城
湯池であった中部地域に大きく食い込んで小選挙区も抑えたが、さらに南部にも及んでい
る。このような変化の背景には、有権者側の同党に対する「法と秩序」回復の担い手、反
移民主義への支持が存在するとされている 3。
最後に、諸政党の政策志向を分析すると、経済問題・EUへの対応などで、主要政党間
の距離は意外に近い。経済争点では、あまり大きな相違はなく、中道的勢力によっている。
本稿との関係で特に重要な EUへの態度については、民主党のみが親 EUであるのを除いて、
おしなべて EUへ批判的姿勢を取る政党ばかりである（図 3）4。

（2）総選挙とコンテ政権の成立
総選挙後、政党間での交渉期間をおいて、3月末から大統領による後継政権の諮問が始
まった。当初予想された中道右派・中道左派主導の大連合政権の路線は、中道右派内での
サルヴィーニ、および中道左派内でのレンツィ派の連合拒否によって潰えた。結果的に残っ
たのは、暫定政権での再選挙か、最大勢力の 5つ星運動と同盟主導の連合政権であった。
前者は早々に拒否されたが、後者の「ポピュリスト連合政権」も非常に困難に見えた。5
つ星運動は第 1政党であったが、元々他党との連立拒否を掲げて選挙戦を戦ってきた。他方、
同盟は第 1勢力の中道右派の代表として政権形成の主導権を握りたかったが、単独政党と
しては 5つ星運動から大きく後れを取っていたため、埋没を危惧したからである。
しかし、4月から 5月にかけて時間が経つにつれて、世論調査で顕著な変化が生じたこ
とが、両党の対等な連合形成を後押しする結果となる。世論調査では、非妥協的且つ巧み
な駆け引きを行うサルヴィーニへの支持が加速度的に高まり、政党支持率で同盟と 5つ星
運動はそれぞれ 30%前後で拮抗するまでになる。その結果、6月 1日、5つ星運動に近い
法学者のジュゼッペ・コンテを首相に、5つ星運動と同盟の連合政権が成立したのである 5。
同政権の主導権は、首相コンテではなく、副首相に就いた両党の指導者、ディ・マイオ（労
働社会政策相・経済発展相兼任）とサルヴィーニ（内相）にあるのは明白であった。特に、
世論の強い支持を背景に、難民問題への強硬な対応で影響力を高めたサルヴィーニが、連

表1　争点別の政党支持理由

政党 雇用不足 税負担 治安・移民 最低所得保障

5つ星運動 35 31 21 31

民主党 21 15 14 17

同盟 16 20 41 13

フォルツァ・イタリア 14 18 11 18

イタリアの同胞 3 6 6 4

自由と平等 3 2 1 5

より EUへ 2 2 1 3

他 6 6 5 3
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合政権の主役の座を占めたといっても過言ではないだろう 6。
ヨーロッパの主要国で初めてのポピュリスト勢力が占拠する政権の成立は、国外にも大
きな反響をもたらした 7。選挙前から、同盟は、移民規制・難民受入の厳格化、フラットタッ
クス導入と財政運営における緊縮路線の大幅な緩和を訴えてきた。5つ星運動も、最低所
得保障制度導入や社会保障削減撤回など財政圧力を強める政策を掲げてきた。これらの政
策は、難民受入と再配分、安定成長協定に伴う財政規律維持をめぐって、EUや加盟国と
の紛争を惹起せざるをえない路線であった。さらに、両党とも、EUからの離脱、あるい
はユーロ離脱の国民投票実施すら言及していた。ブレグジットに続く第 2の離脱の可能性
すら懸念されていた。
もちろん、選挙戦向けの急進的なアピールが、政権成立後そのまま維持されるとは限ら
ない。これらの急進的路線は、政権獲得後に現実化、穏健化することが期待された。実際、
EUやユーロ離脱論は、あっさりと脇に置かれることになった。しかしながら、経済政策
面では、多少穏健化したものの、2019年予算編成をめぐって EUとの間に摩擦が生まれた。
そして難民問題では、未だに深刻な対立が収まっていない。
それでは、経済問題・難民問題は、それぞれ具体的にどのような展開を辿り、EUとの関
係はいかに変化してきたのか、以下詳述する。

図3　主要政党の政策位置
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3．コンテ政権下の EU関係と難民問題

（1）背景
難民問題は、現在イタリアと EUとの摩擦に、もっとも影響を与えている問題である。
アラブの春以降、ヨーロッパへの難民流入は急増し、大きな政治社会問題となった。た
だし、ヨーロッパ全体としては、2015年にピークを迎えた後、流入は大幅に減少した。特
に EUとトルコとの協定によって、トルコ経由で南東欧から流入するルートには歯止めが
かけられたといえよう。
これに対して、イタリアの状況は、他国と様相を異にしている。イタリアへの難民流入は、

2016年から 2017年にかけてピークを迎えたものの、その後減少に転じている点で、ヨーロッ
パと共通した傾向にあるように見える。EU側では、このような減少傾向をみて、イタリ
アにおける反移民主義的論調が下火になることを期待したり、同盟などの反移民主義的主
張の根拠が薄弱であると批判したりしてきた。
しかし、このような傾向とそれを背景にした反移民主義をめぐる評価には留意が必要で
ある。第 1に、イタリアは、英仏独やベネルクスなど他の西欧諸国と比較すると、移民受
入国に転じた時期が遅く、受入の経験が浅いことである。イタリアは 19世紀以来、基本的
に移民送出国であり、受入国となったのは 1970年代、受入が大規模化したのは 1990年代
に入ってからである。受入経験の遅さと近年の急速な流入拡大は、社会統合の困難と反移
民主義の浮上可能性を高める要因となるだろう。
第 2に、移民受入経験の中でも、難民（Refugee）の受入はきわめて限定的であった。

1970年代から増加し、1990年以降加速した移民は、主に経済移民であった。先進国屈指の
少子高齢化に対応する労働力不足を補うために、農業・工業・サービス業などに導入された。
特に東方拡大以降は、ルーマニアなど東南欧地域からの経済移民が増加したのである。難
民としては、1990年代、旧ユーゴ危機でアルバニアからの難民が増加したものの、限定的
な規模に止まった。当然難民受入経験の浅さは、受入に対応する政策枠組み（受入センター
の整備、種々の支援など政策資源）の脆弱さにつながっていた 8。
この構図が、アラブの春以降、地中海を経由して膨大な難民が押し寄せることで、激変
した。イタリアが十分難民問題に対応できない問題は、短期的な難民流入数の急増にくわ
えて、中長期的な政策資源の限界にも起因していた。
第 3に、2016年・2017年を転機に流入が減少したのは確かだとしても、フローの問題だ
けに焦点を当てるのは適切ではなく、EU加盟国のなかで 1次受入国としての負担集中は
むしろここ数年で悪化した点に注意が必要である。2018年総選挙前、イタリアに集中する
難民流入に対応するため、EUとイタリアは、イタリアへの難民対応用の財政支援および、
加盟国間での難民再配分で合意していた 9。しかし、この合意は、十分果たされないまま
の状況が続いてきた。イタリアには、ストックとしてみた難民の規模が膨張するとともに、
EU域内での負担が増加しているという認識が拡がってしまったのである。
その結果、他の EU諸国で 2016年以降難民数の低下と共に EUへの信頼度が回復してき
たのに対して、イタリアは例外的に EU不信が上昇する結果となった。イタリアと EUと
の間には、難民問題をめぐる深刻な「認識ギャップ」が生まれてしまっている。
第 4に、イタリアの反移民主義を悪化させる要因としては、難民数の急増と配分地域の
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問題がある。近年の難民流入の急増と国内滞留の拡大は、経済移民が中心の時代は受入先
となる雇用が乏しいため流入が限定された南部、および従来移民・難民が集中してきた大
都市圏域以外の地方への難民の移動をもたらした。この動きは、難民の社会統合をめぐる
摩擦と反移民主義の増加を招いたといえる。その証拠に、中北部の大都市圏以外での同盟、
南部での 5つ星運動の支持拡大が顕著であった 10。

図4　イタリアにおける難民申請数の推移

［出典］Eurostatのデータを基に、筆者作成

図5　主要国でのEU支持の変化



第 3章　イタリアと EU関係～難民問題をめぐるジレンマ

̶ 36 ̶

2018年にはさらに一段と難民受入は減少している。この目立った減少は、現政権、特に
内相サルヴィーニによる強硬策ゆえだと解されている。このような強硬策に対しては批判
も大きい一方、（表だって言われていないが）支持も大きい。実際、内相サルヴィーニや、
同盟に対する支持率はうなぎ登りであり、今や余裕をもって 30%を超え、5つ星運動を有
意に引き離して支持率第 1党となっている。サルヴィーニの強硬策は、このような世論の
支持を背景に実施されているのである。

（2）コンテ政権下での難民問題への対応と EUとの関係
6月コンテ政権の成立に伴い、イタリア政府は、難民受入の厳格な制限へと舵を切った。
早くも政権成立以前に、その方向性は明らかになっていた。サルヴィーニは強硬な難民対
策を主張して世論の支持を急速に拡大し、同盟の支持率は 5つ星運動に並ぶ水準まで上昇
した。5月に発表された共同政策綱領では、不法移民の強制送還の実施と収容施設増強、
ダブリン規約見直しのための再交渉要求で合意していた。サルヴィーニは、難民対策の鍵
となる内相ポストを手中に収めた。
政権発足直後の 6月から、イタリアの強硬な難民対策と EU側との摩擦が争点化する事
件が、相次いで起きた。まず、リビア沖で救助した移民 600人超を乗せた NGOの船、ア
クアリウス号のイタリア寄港を、サルヴィーニ内相は拒否して、マルタに向かうように主

図6　EU離脱支持およびEU加盟継続の国民投票実施支持の割合
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張した。EU側は、人道上の理由や、ダブリン規約上の義務からイタリアに受入を求めて、
イタリア政府との間で深刻な対立が生じた。
サルヴィーニ内相は受入拒否の主張の中で、フランスがイタリア国境で移民を阻止して
いること、スペインが受入れていないことを批判して、両国と論争になった。最終的に、
アクアリウス号はスペインに寄港が認められて、この事件は収束する。
ここで注目すべきは、イタリアの強硬な反移民主義路線が、反移民主義的なポピュリス
ト政党を含む政権を有する他の EU国に波及し、EUにも批判的な国際的連携を生む促進要
因となり始めたことである。6月 13日には、ドイツ、オーストリアとイタリアの内相などが、
不法移民に対する厳格な対策を求める「枢軸」を結成すると表明した。この枢軸結成表明
の背景には、直後に迫ったドイツ・バイエルン州選挙において、同州出身の与党キリスト
教社会同盟（CSU）党首かつ内相（当時）であったゼーホーファー氏の支持獲得戦略など、
各国の国内事情が作用していた。しかし、国内事情からとはいえ各国がイタリアにおける
公然たる反移民主義勢力の政権獲得と高い支持を、ヨーロッパレベルでの移民規制厳格化
の正当化のために容易に用いるようになってきた。
この点で、イタリアのポピュリスト政権の成立は、EU域内で反移民主義的政策採用への
ハードルを一段と下げる結果となった。この後も、ハンガリー、ポーランドなど反移民主
義の支持が強い国、さらにはトランプ政権なども巻き込んで、反メルケル・ドイツ、反マ
クロン・フランスの連合形成のために、イタリアの難民問題が利用されているのである。

EU側も、このような状況に対して、6月末の首脳会議合意などで対応を始めている。首
脳会議合意には、域内・域外に難民資格の審査センターの設置、ダブリン規約の再検討、
既存入国分の難民再配分の促進、イタリア等流入地域への財政支援が含まれている。しか
し、いずれも実効性・即効性に乏しい。実際、審査施設設置の公約は、未だに実現してい
ない。EUは、肝心の加盟国間の負担再配分については、十分な合意を形成できなかった。
イタリアへの難民集中傾向は継続し、さらなる事件がイタリア・EU関係に追い打ちをか
けた。8月にはイタリアの沿岸警備隊の船、ディチョッティ号が救難した難民受入に対し
ても、サルヴィーニが拒否することで、激しい対立が生じた。そもそも沿岸警備隊は海軍
の管轄下にあるため、内相に船の接岸を拒否する権限があるか疑わしい事案であった。閣
内でも、難民受入に多少寛容な 5つ星運動の閣僚と公然と対立が生じた。EU側もイタリ
アに受入を求めた。最終的に、イタリアに子どもなど一部上陸を認め、残りの難民をアイ
ルランドやアルバニアなどに分割して上陸させることで決着した。

EU側も、イタリアの要求に対する態度を軟化させざるを得なくなってきた。9月には、
ユンケル EU委員長の施政方針演説で、EUの国境管理の厳格化を表明し、直後の EU内相
会議でも難民手続きの海上実施への移行を求める主張が表明された。
さらに、サルヴィーニ内相などイタリア側は、同時期に争点化していた EUの次期予算
案（2021年～ 2027年）に連動させて、難民対策の改善・EU域内での再配分が実現しない
場合は、分担金の拠出停止をちらつかせた。EUの予算問題・イタリアの財政と安定成長
協定の問題と連動させる戦略をとり、EU側に圧力をかけている。
ただし、イタリア政府の強硬姿勢を、現在の政権のイデオロギーにのみ帰するのは誤り
である。既にイタリアの受入能力は、前政権の時代から限界に達しており、既に強制送還
に等しい措置が実施されていた点を看過すべきではない。ジェンティローニ政権時代、イ
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タリアはリビアと協定を結んで、移民の送還を実施していた。この措置は、人道的観点か
ら懸念を呼び起こすものであったが、ジェンティローニ首相および欧州委員会も、加盟国
に再配分の約束を果たすよう求めていた。結局その約束が果たされないことが、ポピュリ
ズム研究の大家カス・ミュデをして「EUがポピュリスト政権を作った」と言わしめたの
である 11。

（3）サルヴィーニ法と難民規制厳格化
コンテ政権では、サルヴィーニ内相を軸に、難民受入の厳格化に関して国内法制化を進
めた。9月下旬に閣議決定された政令は、12月修正を経て法制化された。いわゆる「サル
ヴィーニ法」（「移民、国際的保護、イタリア市民権の付与・剥奪に関する規制の修正に関
する法律」）である（il Decreto-Legge convertito con modifi cazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 
132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281).）同法は、難民認定を受けられないが脆弱な状況にあると認
められるものへの「人道的保護」の廃止など難民への保護を削減するものである。既に入
国した難民も、この措置によって数万人が滞在許可を喪失するリスクがあると見積もられ
ている。
同法に対しては、野党だけでなく、カトリック教会やパレルモ市長レオルカ・オルラン
ドなど多数の市長たちが反旗を翻した。政権内でも、支持者にリベラルな層も含まれる 5
つ星運動の一部が、厳格な路線に反発している。しかし、同盟、5つ星運動とも、きわめ
て集権的な組織構造を持つ政党のために、反対運動が政府の路線変更をもたらすまで影響
を高めるのは、相当な圧力が必要である。
実際、イタリアでは、現在各地に収容されていた難民の強制移送など一段と強硬な路線
が現実化している。このような措置には批判も強い一方、根強い支持があるのも確かであ
る。イデオロギーとしての反移民主義の影響力は定かでないが、難民問題への強硬路線が、
サルヴィーニ路線への支持を高め、2019年 2月現在では同盟の支持率 32%と、5つ星運動
（25%）など 2位以下を大きく引き離す要因となっている以上、政府としての路線転換は期
待しにくい。当面は、5月下旬に実施される地方選挙および欧州議会選挙までは、EUとの
摩擦と譲歩獲得を目指す強硬路線が最も合理的であるという状況は続くだろう。

むすび～出口無き EU関係
以上、本章では、難民問題への対応に焦点を当てて、イタリアの路線と EUとの摩擦の
原因を考察してきた。
強硬な難民拒否の政府路線は、政権内外における同盟とサルヴィーニの支持最大化戦略
として展開され、分断を伴いながらも世論の堅調な支持を得てきた。この問題を軸に、サ
ルヴィーニなどは、EUへの抵抗、EU批判的な勢力との連携構築、財政面など他の領域で
の譲歩獲得の材料として、難民問題の争点操作を行っている。フランスとの関係悪化など
副次的効果を伴いながらも、この戦略は現在のところ、「成功」してきた。

EU・国内双方で分断を招くような難民拒否の路線は、外部から見ると不合理に見える。
しかし、国内政治の面では、反対勢力との分断が深まったとしても、むしろサルヴィーニ
らは、難民流入に批判的な支持者の支持を強固に固めて政治的影響力を高め、安定化する
ことができる。さらに、難民問題は、ライバル政党の 5つ星運動の政治家・支持者を分断
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する争点であるため、押せば押すほど、ライバル政党を分断・弱体化させることができる。
その証拠に、サルヴィーニと同盟への支持は、34%前後と高水準で安定している。
では、EU側に、この状況を解決する展望はあるだろうか。まず問題となるのは、ユンケ
ル委員長など EU側のコメントを見る限り、EUは、イタリアの世論状況を十分理解してい
るか疑問が残ることである。イタリアが難民受入に向ける資源は従来から乏しく、管理能
力に問題があるのは確かであろう。また、難民の流入数は、絶対値で減少しているのは確
かである。しかし、このような過密かつ集中した流入難民が国内に滞留し、イタリアにもっ
ぱら集中している以上、イタリアの政策能力を非難したり、EU全体での流入数・単純な
渡航数の減少を挙げたりしても、イタリア側での負担集中への反感を覆す根拠は乏しいと
いえる。
しかしながら、仮に EU側が深刻な状況を理解したとしても、解決は困難と言わねばな
らない。なぜなら、EU自身は加盟国間の深刻なジレンマに直面しているため、効果的な
抜本策を提示するのはきわめて難しいからである。イタリアに改善を求めるならば、EU
全体での負担共有・再配分の約束履行が必要である。しかし、EU側は、それには踏み切
れない。なぜなら、各種選挙（欧州議会選と各国の総選挙）を今後控える EU側は、イタ
リアに再配分で妥協すれば、それを受け入れる各国の有権者のしっぺ返しを被る。他方、
ハンガリー、ポーランド、オーストリアなど難民強硬路線の「枢軸」も、同床異夢である。
EUを批判する点では一致できても、再配分は受け入れたくなく、実際フランスなども含
めて、どの国もイタリア国境を「封鎖」しているのである。
以上から、結局、最も少ないコストで選択可能なのは、現状維持、つまりイタリアへの
負担集中の継続であることになってしまう。微温的修正以外は、EU側に取り得る道はな
いだろう。特に欧州議会選挙までは、事態を動かすことは期待できない。
しかし、このような路線は、中長期的に大きなコストをもたらすことを忘れてはならな
い。イタリアのポピュリスト拡大に、他国のポピュリストがフリーライドすることによっ
て、スティーヴ・バノンが「予言」12したように、ポピュリストが主導するヨーロッパが
到来する悪夢をもたらしかねないのである。

―注―

1 今回の総選挙結果とイタリア・EU関係についての考察については、総選挙直後の論考であるが、伊藤
武「アラウンド・ザ・ワールド イタリア総選挙混迷深まる三勢力鼎立」『外交』Vol.48, Mar. / Apr. 2018、
58-59頁、を参照。

2 5つ星運動の躍進の背景については、伊藤武「イタリア地方選挙における 5つ星運動の躍進と『反 EU
世論』の政治的意味」、EUSI Commentary. vol.77（2016年 6月 27日）http://www.hit-u.ac.jp/kenkyu/eusi/
eusicommentary/vol77.pdf、を参照。

3 世論調査と異なる結果が出た理由としては、急進的政党に投票すると回答することを躊躇う “Shy 
voter”の存在が重要である。

4 図 3の内容、および主要政党の政策距離については、伊藤武「経済教室 混迷欧州の行方（下）ポピュ
リズム懸念及ばず――イタリア民主主義が定着」、日本経済新聞・2018年 3月 23日・朝刊、で検討し
ている。

5 形式的には、他の小党も参加しているが、実質的には 2党連合に等しいと言える。
6 最近の調査報道では、両党の連合は事前に周到に検討されてきたとの指摘もなされている。
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7 ポピュリスト勢力とイタリア政治の構造的問題については、次の論考を参照。伊藤武「イタリアと『民
主主義の赤字』」、佐々木毅編『民主政とポピュリズム』、筑摩選書、2018年、94-105頁。同「イタリ
ア総選挙をめぐる政局から『ポピュリズム』問題を考える」、『学士会会報』N931、30-34頁

8 イタリアの移民問題の歴史的背景と現状については、次の 2つの拙稿を参照。伊藤武（2017）「イタリ
アにおける移民ケア労働者導入と家族主義レジームの『再家族化』」、新川敏光編『国民再統合の政治』、
ナカニシヤ出版、211-234頁；伊藤武（2014）「現代イタリアの移民政策の変化―政党・労働組合・地
域社会の対応」『生活経済政策』2014年 9月号（No.212）、25-31頁

9 2015年 6月、9月の EU首脳会議では、当時イタリアやギリシアに入国していた難民 10万人超を、加
盟国間で割り当てることで合意した。

10 難民・移民と従来あまり接触してこなかった地域で反移民主義を掲げる政党が躍進するのは、旧東独
地域における AfD（ドイツのための選択肢）支持の例を見るまでもない。

11 Cas Mudde, ‘The EU helped create the Italy crisis. If it doesn’t learn, worse will follow’ The Guardian, Wed 30 
May 2018 12.47 BS

12 ‘The movement: How Steve Bannon is spreading populist Trump-style politics across Europe’, The Independent, 
27 September 2018
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第 4章　 マクロン大統領の対 EU・外交政策

吉田　徹

はじめに――内政の変数としての EU
2017年 5月にエマニュエル・マクロンがフランス第五共和制の第八代目大統領に就任し、
そのもとでエドワール・フィリップ内閣が発足してから、約 2年が経とうとしている。
当初からマクロン大統領のプレジデンシーは脆弱な要素を抱え込まざるを得ないもの
だった。保革 2大政党（社会党、共和党）の候補者が総崩れとなる中、大統領選では第一
回投票でトップ当選を果たし（得票率 24%）、続く決選投票では極右ポピュリスト候補マリー
ヌ・ルペンに勝利した（同 66%）。
しかし、歴史的に高い棄権率（25%）と白票・無効票（11%）の中、既成政党の組織を
持たず、保革両党からの支持も得られず、また景気と雇用情勢の大幅な改善が見込めない
中で、選挙公約にあった大胆な改革を進めれば、支持率は縮減していくことになる。就任
当初 5割ほどあった大統領および首相の支持率も、2017年夏季から下落し始め、2018年秋
には 20%台へと大きく落ち込み、若干上向きつつあるものの、依然として低迷している（図
1参照）。

【図1】マクロン大統領支持率×不支持率の推移（2017年 5月～2019年 3月）

〔出典：IPSOS社 2019/3/6調査〕

フィリップ内閣からはすでに社会党出身の重鎮ジェラール・コロン（Gerard Collomb）や
エコロジストとして国民的人気の高かったニコラ・ユロ（Nicolas Hulot）など、横領疑惑
や政策方針の違いなどから、7名以上の辞職者が出ている。2017年 6月の議会選で 577議
席中 350議席を占めたマクロン大統領の LRM（共和国前進）議員の 8割近くは新人議員に
数えられる。大統領のトップダウン体制が貫徹する一方で、支持基盤・組織構造ともに盤
石とは言い難い。

2018年春には SNCF（フランス国鉄）改革や高等教育改革に対する抗議デモが組織され
たほか、2018年末からは首都パリを含む各地で数十万人が参加して広がった「黄色いベス
ト運動（Gilets Jaunes）」が大規模な抗議運動を継続的に展開した。この全国的な抗議運動
を受けマクロン大統領は、「活動手当」（若年低賃金労働者向けの手当）引き上げや残業手
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当の税控除、社会保障目的税（CSG）の一部免除など、100億ユーロ超の財政的支援を行
うことを 2018年 12月に発表、譲歩の姿勢をみせた。
「黄色いベスト運動」は、直接的には燃料価格高騰や購買力低下に対する抗議だったが、
政治的にはマクロン大統領による短期間での改革施行に対する反発という側面を持ってい
る。フィリップ政権は、2017年秋に国会に税制と労働法に関する法案を提出し、中間層の
購買力拡大と富裕税の簡略化、職業訓練の強化などを進めてきた。また 2018年春には、高
等教育改革や SNCFのガバナンス改革などに着手するなど、多くの社会経済改革を進展さ
せようとしているものの、こうした広範な改革の姿勢が世論の反発を招いているといえよ
う（表 1参照）。

〔表1〕マクロン大統領就任以降の諸改革（2018年 5月時点）

〇障がい者手当、老齢年金引き上げ
〇法人税引き下げ（33%から 25%）
〇小学校生徒教育支援
〇たばこ税の漸進的引き上げ
〇職業訓練制度改革
〇高等教育制度改革
〇解雇補償の上限化
〇富裕税の簡素化
〇住民税の大幅廃止

（以上法案可決されたもの）
〇国鉄改革
〇下院選の比例制導入
〇青少年向けの文化クーポン
〇軍事費の GDP比 2%までの引き上げ
〇失業保険の自営業・辞職者への適用
〇被雇用者負担の引き下げ

（以上政策・法案審議中）
〇短期雇用者の権利保護
〇フェッセンアイム原子炉閉鎖
〇年金改革
〇残業時間の課税
〇兵役・市民義務復活
〇公務員数削減

（以上政策発表されたもの）

〔Les Echos紙〕

2017年大統領選でマクロン候補の公約は、極右ポピュリスト・ルペンの経済的な保護主
義政策や社会的な権威主義政策に対して、EU改革を通じてフランス国民の生活水準や安
全を保障するというものだった 1。大統領は自著『革命（Révolution）』で「フランスが自ら
の運命を再びコントロールできるようにするためには、ヨーロッパが必要である」と記し
ている 2。
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本章は、こうした内政状況の従属変数となっているマクロン大統領の EU政策と全般的
な外交方針を主たる検討対象とする。もっとも詳細な政策上の検証に踏み込まず、これま
で何が目指されてきたのかを整理し、EU政策とその他外交の方向性を占うことを目的と
している。具体的には、マクロン外交における「大方針（grands discours）」と呼ばれる 3
つの演説を主たる対象に分析を行う。
フランスの対 EU政策は、内外にわたる大きな変数となっている。
まず、マクロン大統領は、上述のように大統領選において「強いヨーロッパを作ること
で強いフランスが作られる」という旨を繰り返し主張しており、欧州懐疑主義の候補者の
得票率が 6割弱にも上った同選挙で、積極的な親 EU・欧州統合の推進の立場をとった数
少ない候補者であった。ユーロ危機によってフランスの経済状況・雇用情勢が 2010年頃か
ら悪化し、それによって対 EU感情が悪化したことが、前職大統領（社会党オランド大統領）
の不出馬ならびにマリーヌ・ルペンの支持上昇につながったのであれば、すなわち、マク
ロン大統領にとって EUの諸改革を実現することは、国内世論の支持を回復するための不
可欠の条件となる。
次にイギリスの EU離脱やハンガリー、ポーランドといった東欧諸国の非リベラルな民
主主義体制、イタリアやオーストリアなどでのポピュリスト（連立）政権の誕生などによっ
て、EUそのものが弱体化ないしは変革圧力に晒されている。その中で、中核国ドイツの
メルケル首相は改革のための政治的なリーダーシップを発揮できず、さらに 2018年の州議
会選挙の責任をとって党首を辞任するなど、レームダックに突入しつつある。この「仏独
タンデム」のエンストは、フランスが EUの事実上の盟主として、イニシアティブを発揮
しなければならない状況を生み出しているといえるだろう。そうした意味合いにおいても、
フランスの内政は EUの共変数となっており、その逆も然りの状況にある。

1．フランス外交とマクロン大統領

1.1　制度的条件と政策幅
以下では、マクロン大統領の制度的な資源となる、主に憲法で規定されているフランス
大統領の外交・安保上の権能を簡単に確認しておきたい。
シャルル・ドゴール大統領（在任期間 1959～ 1969年）は、自らの手による憲法を念頭に「国
は、時々の状況を超えて国の本質と運命を統御できる存在と国民がみなすような頭を、つ
まり国家元首を持たなければならない」と述べたが、フランスの大統領は、とりわけ外交
において極めて強力な権限を有している。
フランスの政治体制は、大統領制と議院内閣制の特徴とを併せ持つ「半（準）大統領制」
と呼称される。大統領は直接選挙で、議会の多数派は下院選を通じて選ばれ、この多数派
から大統領が首相を任命する。ここから、フランスの政治体制は、大統領と首相とが相互
に決定権と責任を持つ「双頭制的な執政府」（政治学者 J.E.Sヘイワード）であることを特
徴にしている。
もっとも、外交・安保領域では、大統領が一元的な権限を有している。憲法第 5条はそ
の第 1項で、大統領が「憲法典の尊重を監視」するとともに、「公権力の正常な運営並びに
国家の継続を確保する」と定め、さらに第 2項では「国家の独立、領土の一体性および条
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約の尊重の保障者」であるとする。さらに第 15条は、大統領が軍の長として、また第 16
条はこれが緊急事態措置を講ずるとして、第 52条では、国際条約の交渉と批准権が大統領
に属するとし、第 14条は大使や特使の信任状の授与と受理も、大統領の役割として規定し
ている。
一般的に、外交・安保政策は大統領の「専管事項（domaine reservé）」とされる。憲法
規定にはない「専管事項」という慣例が定着したのは、1986～ 1988年、1993～ 1995年、
1997～ 2002年の三度にわたってみられた保革共存（コアビタシオン）、すなわち大統領と
首相（議会多数派）が対立的な政治陣営に属しているという、憲政上それまで想定されな
かった事態を通じてである。加えて、2000年の憲法改正で大統領任期が議会と同じ 5年と
なったことから、大統領が政策形成と責任主体となる側面は、サルコジ大統領（任期 2007
～ 2012年）より強まっている。
次に、こうした大統領外交は、歴史的に「自主外交路線」と、アメリカとの関係を重視
する「大西洋主義」との 2つの路線に色分けされてきた。ドゴールやミッテラン大統領（任
期 1981年～ 1995年）に象徴される前者は、東西冷戦下で自主的に外交を進める可能性を
追求する。例えば、ドゴールによる 1960年代の NATO（北大西洋条約機構）軍事機構から
の脱退や独自の核開発、ソ連や中国（中華人民共和国）との接近、さらには「アメリカの
トロイの木馬」（ドゴール）たるイギリスの EEC（欧州経済共同体）加盟に対する二度の
拒否などがあげられる。
その反対に、アメリカやイギリスとの協調関係を重視する外交姿勢をとる「大西洋主義」
の潮流もあるとされる。ポンピドゥー大統領（任期 1970～ 1974年）はイギリスの EC（欧
州共同体）加盟を認め、ジスカール＝デスタン大統領（任期 1974～ 1981年）も、アメリ
カとの軍事防衛面での協力関係を進め、「大西洋主義」という言葉を定着させた。サルコジ
大統領も 2009年にフランスの NATO軍事機構復帰を実現させた。
何れの外交指針の分類も冷戦構造を前提としたものであり、明確な定義にそぐわない側
面を有しており、フランスは一般的にプレジデンシーの変更が外交政策の大きな変化を伴
わないことを特徴としている。もっとも、結論を先取りすれば、マクロン外交は――任期
半ばというタイミングもあり――EUと欧州統合を中核に置いていることから、その何れ
にも分類できないという特徴を有している。

1.2　マクロン大統領の外交スタンス
マクロン大統領は、就任 1年目で 43ヵ国を歴訪（うち EU加盟国 26ヵ国）するなど、
極めて精力的な外交を展開している。もっとも、その外交姿勢は、大統領中心の外交資源
に加えて、既存の政治勢力から距離をとっていることから、「自主外交」と「大西洋主義」
には分類できない立場をとる。
アメリカとの関係では、トランプ大統領が 2017年のパリ祭（革命記念日）パレードに国
賓として招かれ、マクロン大統領もトランプ政権の初の国賓として招かれるなど、仏米は
表面上は良好な関係を取り続けている。もっとも、パリ協定やイラン核合意からのアメリ
カ離脱について、マクロン大統領は批判的な立場を崩していない。
他方でロシアに対しても、プーチン大統領を初の国賓として迎え、フランスの民間企業
のロシア経済との結びつきも強まっているものの（2017年のフランスの対外投資先として
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はドイツを抜いて首位となっている）、クリミア紛争やウクライナとの関係から、フランス
の政治外交上のパートナーとして、ロシアは選択肢から依然として除外されたままでいる。
なお、大統領は 2018年 1月に初のアジア訪問先として中国に出向き、友好関係を演出し
たが、公約にあった通り、ドイツとともに中国市場への公平なアクセス、さらに戦略的分
野における同国を含む第三国の投資規制を唱えており、やはり大きな二国間関係の刷新に
は至っていない。
日本との関係でみると、「自由で開かれたインド太平洋戦略」にはイギリスとともに積極
的な協力姿勢を見せており、2013年来の日仏間の「特別なパートナーシップ（partenariat 
d'exception）」宣言のもと、外務・防衛閣僚協議（「2＋ 2」）の定期的実施、物品役務相互
提供協定（ACSA）締結など、実質的な関係構築が進んでいるといえる。
国連の安全保障理事会常任理事国であり、核保有国であるにせよ、世界政治では「ミド
ルパワー」に過ぎないフランス外交の政策的余地は、実際は多くない。明確なイデオロギー
的思考もなく、既存の政策パッケージに依存しないという意味でのマクロン大統領のスタ
ンスは、内政のみならず、外交でも貫徹されているといえるだろう。

2．マクロン大統領の外交指針
マクロン大統領は、グローバル化に伴う課題への対処をフランス外交の指針に掲げ、そ
の前提として欧州統合の深化と EU改革が求められるとの姿勢を堅持している。
これまでのマクロン大統領の対 EU政策を含む外交指針は、大きく 2つの演説によって
確認することができる。最初が 2017年 9月 26日にパリで行われた「ヨーロッパのための
イニシアティブ」演説（ソルボンヌ演説）であり、もうひとつが大統領による毎年 8月に
行われる恒例の各国フランス大使への訓示である。
以下ではそれぞれの方針で示された内容を確認するとともに、評価・分析を施してみたい。

2.1　ソルボンヌ演説
同演説では EU改革は以下の 6つの柱にわたって行われるべきことが謳われた 3。
① EUの防衛力強化と共通防衛予算の導入、共同介入部隊の設置、欧州諜報アカデミー
の設置

② 移民問題に対する共通国境の導入、欧州難民庇護局の設置、欧州共同国境警備隊の
導入

③ 地中海・アフリカ諸国の教育、保健衛生、エネルギー移行支援策
④ 再生可能エネルギーへの移行と脱炭素社会への移行
⑤ デジタル経済に対する欧州イノベーション局の設置と新税制の導入
⑥ ユーロ圏共通予算とユーロ圏財務相会議の導入、法人税制調和と社会保障負担の促
進、最低賃金の規定、域内派遣労働者規制、学生・インターン交流の拡大、欧州大
学の設立

また、以上の措置実現のための手段として、2つが提案されている。
① EU各国における 6カ月にわたる民主的コンベンションの実施
② 2019年欧州議会選における英国議員枠での各国共通候補者リストの作成
さらに、以上から、「2024年のヨーロッパ」は次のようなものでなければならないとした。
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① 民主的価値および公正で透明、高い基準の保護を可能にする共通市場、欧州委員会
委員の削減やバルカン諸国への拡大

② 多段階統合の認可
③ 独仏協力の強化
④ 加盟国内の改革グループの組織化
以上の改革案は「ヨーロッパと主権を対立的に捉えていては、同時代の大きな問題（安全、
移民、市場、デジタル）を解決できないのであれば、真の主権は新たに民主的になったヨー
ロッパを通じてでしか再構築されない」（マクロン大統領）という、従来からの外交指針の
具体的提案であった（すでに問題提起されたものを含む）。
もっとも、これには共通防衛の強化や多段階統合など、過去に提起・検討されたものも
含まれている。さらに、その目玉のひとつであったユーロ圏共通予算の導入は、その後の
メルケル首相の歩み寄りもあって 2018年 12月の EU首脳会議で導入が認められたものの、
マクロンが求めたように EU加盟国 GDPの数パーセントに匹敵するような独立予算ではな
く、EU予算の一部として運用され、さらに地域間格差解消に使途を限定しないなど、各
国の競争力強化のために用いられる少額のものになる見込みだ。
多くの改革案を打ち出したにもかかわらず、各国との力学からこうしたイニシアティブ
が尻すぼみになれば、マクロンは対内世論に対してより脆弱な立場に追いやられることに
なることが予想される。

2.2　駐在大使への訓示
フランス共和国大統領は、1993年から毎年各国駐在大使を招集する大統領府（エリゼ宮）
での「大使会議（conférence des Ambassadeurs）」で外交上の訓示を行なうことが恒例となっ
ており、自らの指針を明確にする重要な機会となっている。
以下では 2017年と 2018年のマクロン大統領の演説内容の比較検討をする。

2.2.1　2017年
大統領は自身の目標が世界でのフランスのプレゼンスを維持し、安全保障と自立、影響
力を確保することにあると述べ、そのためには「状況的な同盟」も辞さないとした。また、
EUと欧州統合の深化によってそれが可能になるとの立場を堅持し、その上で以下の領域
にわたる指針を掲げた 4。
① 多国間外交の推進
フランスがまとめたパリ協定とイラン核合意は、多国間外交の重要な成果であり、
これらの合意を「守り抜く」ことを表明。

② 対テロ対策
前政権のもとでのマリ共和国への軍事介入が対テロ対策として有効であることを
認めつつ、地域への経済協力へと軸足を移していく方針を確認し、任期終わりまで
に対外協力援助額を GDP比 0.55%にまで引き上げることを約束。

③ 難民・移民問題
移民流入においてリビアが戦略的な地域であることから、同国での移民管理を強め
るとともに、UNHCRとの関係強化や特命大使を任命することを表明。フランスは
リビア紛争の当事者でもあり、和平に一層協力する。アフリカ外交については、新
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たな協議機関を大統領府内に設ける。
④ 中東問題
シリア内戦については「手法を変えて」対処し、シリアの各勢力との対話を対等に
進めていかねばならず、またパレスチナ問題についても積極的に調停を進める意思
を確認。

⑤ 各国との関係
ロシア、トルコ、中国との関係においては、進む経済関係を重視しつつも、人権問
題重視の姿勢を見せなければならない。

⑥ EU政策
EUの新たな条約策定は選択肢にはないとしつつも、フランスは、社会政策、税制、
移民政策において収斂と協調を進めつつ、防衛、環境問題、再生エネルギーといっ
た新領域で統合を進めなければならないとした。また、ソルボンヌ演説でも提起さ
れた「民主的コンベンション」を実現するとともに、英 EU離脱を受けての「多段
階からなるヨーロッパ」を認めるべきとした。

2.2.2　2018年
大統領は、現下のポピュリズムは EUが新たなる方向性を見出せていないことに起因す
るとし、ソルボンヌ演説ならびに 2017年の訓示を踏襲する内容となっている。ただ、2017
年演説では否定していた EUの新条約締結の可能性も視野に入れるとしたことは、大きな
変化として指摘できるだろう。また G7改革など、国際社会においてフランスが「調停す
るパワー」でなければならないとした点などは、変わっていない。2018年の訓示で提示さ
れた主な点は以下の通りである 5。
① アメリカとの距離
「ヨーロッパはアメリカだけに安全保障を頼ることはできない」とし、新たな防衛
計画ならびに相互防衛義務を策定する姿勢を見せ、その上でウクライナ危機解決な
らびに OSCE（欧州安全保障協力機構）の枠内であることを条件としてロシアを含
むパートナー国とのサイバー分野、化学兵器問題を含む協議が必要とした。

② シリア問題
イスラム国の脅威が過ぎ去ったとしても、無条件にアサド大統領を和平の交渉相手
とすることを排除し、人道上の危機を解決することが喫緊の課題であるとし、その
ためにはロシアとトルコの協力が欠かせないとした。

③ サブサハラ、リビア問題
リビア再建が同地域の安定、引いてはテロ問題解決に寄与することから、パリの和
平協定合意内容の実現に引き続き努力するとした。

④ EU改革と英 EU離脱
EU域内の南北および東西格差を認識し、これを是正するために「多重」の EUを
認める。英離脱については 2018年内の離脱への合意を目指すが、EUの一体性を
損なうような離脱案にはフランスは反対する。トルコの早期加盟には反対。

⑤ G7改革
G7の内部分裂を避け、中国、インド、アフリカ諸国との対話重視という新機軸を
打ち出す。
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⑥ アフリカ
開発支援のために予算を計上（2019年）し、市民社会との対話を重視する。

⑦ 地中海諸国
「地中海サミット」を 2019年夏季にマルセイユで開催、地中海連合の強化を目指す。

以上の 2017年と 2018年の訓示を比較すると、それぞれ継続の側面と変化の側面がある
ことが確認できる。2017年のそれまで理想主義的、ビジョン偏重の立場は、2018年はより
プラグマティックな問題群に対して受動的な立場へと変化し、就任 1年間でマクロン大統
領の外交面での学習があったことが窺える。
他方では、アメリカの外交上の姿勢の変化に対する強い警戒感が示され、それとともに
マルチラテラリズム（多国間主義）強化が唱えられていること、さらに EU改革の必要性
が強調されている姿勢は持続しているとみることができる。もっとも、後者は過去のフラ
ンス外交の基本的姿勢と大きく乖離するものではない。

3.「仏独タンデム」再起動の試み
2019年 1月 22日に、マクロン大統領とメルケル首相は、「第二の仏独友好条約（エリゼ
条約）」とも呼称された、全 7章 28条からなる「アーヘン条約（独仏協力・統合に関する
仏共和国と独連邦共和国間の条約）」に調印した。同条約は、両国間の共同安全保障と共通
外交の推進、両国議員（各 50名）会議の設置、両国国境地域の協力促進、共通経済政策の
検討などを含むものであった。調印式でマクロン大統領は「ヨーロッパが世界の新たな混
乱に対して国民にとっての盾となることが共通の目標となる」と、従来からの姿勢を強調
した。
「アーヘン条約」の主な内容は以下の通りである。
第 1章　EU政策
第 1条
独仏共同防衛、経済金融関係の強化、経済の収斂
第 2条

EU政策における共通の立場の促進
第 2章　安全保障
第 3条
外交、防衛、対内・対外安全保障の強力関係強化
第 4条

NATOおよび EU条約に基づいた共同安全保障の強化、NATOと EUの統合的運営、共
同協議体の設置
第 5条
国連ならびに NATOの枠内での共同行動の促進
第 6条
テロ防止、司法、諜報活動の関係強化、第三国安定化の措置促進
第 7条
アフリカ諸国との関係強化、同地域での平和活動の強化
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第 8条
国連ならびに各機関での共同の立場の推進、ドイツの常任理事国入りの推進

第 3章　文化、教育、研究開発
第 9条
共同のメディア・文化圏の創設、若年者向けプラットフォームの開発
第 10条
若年者ならびに高等教育での交流促進
第 11条
教育研究システムネットワークの強化
第 12条
都市間交流の促進

第 4章　地域・越境上の協力
第 13条
国境自治体を中心とした越境地域（Eurodistrict）の創設
第 14条
越境地域創設のための組織の準備
第 15条

2カ国語使用の促進
第 16条
両国間の移動の簡素化措置
第 17条
自治体によるイニシアティブの促進

第 5章　持続的開発、気候変動・環境問題、経済問題
第 18条
気候変動対処のための協力関係強化
第 19条
再生エネルギー領域での連携強化
第 20条
両国企業の事業活動の円滑化と経済政策の収斂、経済政策専門家会議の設置
第 21条
デジタル経済、AIの研究の協力関係強化
第 22条
関係者によるフォーラム設置

第 6章　組織
第 23条
関係閣僚によるロードマップの作成
第 24条
両国閣僚の閣議出席の定期化
第 25条
条約内容の実施の検証
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第 26条
地域圏・州の代表の閣議での代表権保証

第 7章　最終規定
第 27条
仏独友好条約の補完
第 28条
両国による条約実施状況の通知

何れの条文も過去の政治的・制度強化の延長線にあり、ドイツの安保理常任理事国入り
支持の明文化や両国の経済財政政策の調和など注目すべきものもあったが、象徴的な意味
合いのものが多い。ただし、マクロン大統領の政治的正当性や改革は、EU改革を通じて
のみ貫徹されることに条件付けられているため、仏独関係の一層の強化を通じて改革への
道筋を付けるための一歩と見なすことができるだろう。これは、マクロン外交がその起点
である EU改革を通じたフランスのプレゼンス強化・経済産業の改革といった方針を模索
していることを意味している。アーヘン条約は内容的にもエリゼ条約の延長線上にありつ
つも、後者の正式名称が「独仏協力に関する仏共和国と独連邦共和国間の条約」だったのが、
前者は「独仏協力・統合に関する仏共和国と独連邦共和国間の条約」と、「統合」に関する
仏独間の条約と明示的にしていることに、その姿勢は表れている。
なお、マクロン大統領は 2019年 3月 4日にヨーロッパ市民宛てに「ヨーロッパ再生のた
めに（Pour une renaissance Européenne）」と題した論説を発表し、従来の方針を再確認して
いる。ここでもヨーロッパは「自由、保護、進歩」の守り手でなければならないとして、
民主主義防衛のための機関設置、イギリスを巻き込む形での防衛力強化、シェンゲン協定・
競争政策の見直し、気候変動対策などを訴えかけた。

結語――マクロン外交の理想と現実
フランス国際関係研究所（IFRI）所長トマ・ゴマール（Thomas Gomart）は、マクロン大
統領の外交上の特徴は、まず EUを優先した上で、実際の同盟関係よりも価値観や現実の
利益を優先し、シンボルの重視や個人的な信念を前面に押し出すことにあると総括してい
る 6。
マクロン外交は、英 EU離脱とアメリカ・トランプ政権の誕生、さらにハンガリー、ポー
ランド、ギリシャ、オーストリア、イタリアなど EUでポピュリスト（連立）政党が政権
に就く中、グローバル化を正面から否定せずにそれを EUと多国間外交を通じて統御する
ことを目的としている。そこに世界のミドルパワーとして、さらに EU中核国としてのフ
ランスが存在していることの意義は小さくないが、他方では、英独の同調のないフランス
一国でその責務を果たすことはできない。言い換えれば、フランスのプレゼンス上昇とそ
の機能不全は表裏一体のものであり、これがマクロン外交のパラメーターとなる。
冒頭で指摘したように、「自立外交路線」も「大西洋主義」もその時々の大統領のイメー
ジから演繹される、わかりやすいレッテルに過ぎず、実際の外交がいずれか極端に振れる
ことはない。ドゴールの自主外交にしてもアメリカとの力関係を計算した上での現実的な
選択であったし、サルコジ大統領の大西洋主義も、アフガニスタンからの部分撤退やアフ
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リカへの積極的介入など、フランス独自の政策も存在した。近年のフランス外交もイギリ
スとのリビア介入やドイツの支援を受けたマリ介入、米英とのシリア攻撃への参加など、
何れも多国間の枠組みに留まる。
これには構造的な背景がある。ひとつは、フランスはかつてのような大国として振る舞
えるだけの国力を――イギリスやドイツと同じく――もはや持っていない。フランスは確
かに国連安保理の常任理事国であり、核保有国としての地位を持つが、その経済力や軍事
力は世界政治の中では「大きなミドルパワー」に過ぎない。
それゆえ、戦前の帝国主義の名残である植民地問題を解決した後、ドゴール以降のフラ
ンス外交は、世界ではなくヨーロッパを中心に自国の外交を組み立てていく。それは、米
ロに遥か及ばないミドルパワーの盟主となり、仏独が機軸となる欧州統合をリードするこ
とによって、世界政治での存在感を発揮する戦略である。こうしたミドルパワーゆえの限
界と可能性は、いかに大統領中心の政治体制であっても、大統領が代わったからといって
変えることのできない構造的条件であり、マクロン外交は自覚的にその延長線上に自らの
外交指針を位置づけている点に特徴を持っている。
もっとも、フランス大統領は「国の本質と運命を統御」すべき存在として、国民から選
ばれることを存在理由としている。そうである限り、どの大統領であっても「世界政治の
中の対象としてではなく主体として、問題としてではなくプレーヤーとしてフランスが立
ち振る舞う」（政治学者 S.ホフマン）ことを目標として掲げざるを得ない。その理想と現
実の中でマクロン外交は展開されることになると予想される。

―注―

1 日本国際問題研究所平成 29年度外交・安全保障調査研究事業費補助金「『自由で開かれた国際秩序』
の強靭性－米国、中国、欧州をめぐる情勢とそのインパクト」研究プロジェクトサブ・プロジェクト
Ⅲ「混迷する欧州と国際秩序」報告書参照。

2 エマニュエル・マクロン『革命』（山本知子、松永りえ訳）ポプラ社、2018年。
3 全文は以下で確認できる。https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/01/09/initiative-pour-l-europe-

discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique〔2019年 1月 23日アクセス〕
4 全文は以下で確認できる。https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/01/09/discours-du-president-de-la-

republique-a-l-ouverture-de-la-conference-des-ambassadeurs〔2019年 1月 23日アクセス〕
5 全文は以下で確認できる。https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/08/27/discours-du-president-de-la-

republique-a-la-conference-des-ambassadeurs〔2019年 1月 23日アクセス〕
6 Macron, An I. Quelle politique Etrangère ? IFRI, 2018
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第 5章　 東欧の混迷と分断―EUとロシアの間で

仙石　学

1．東欧の現況とロシア
1989年初頭のポーランドにおける円卓会議の開催から、1991年末のソヴィエト連邦の崩
壊までの一連の体制転換の過程を経て、東欧諸国は新たな体制の構築を進め、また同時に
西ヨーロッパおよびアメリカ合衆国との連携を深めてきた。そして現在では、コソヴォを
含めた東欧 17カ国のうち 11カ国が EUに加盟し、また 13カ国がNATOに加盟するにいたっ
ている 1。
東欧諸国にとって EUと NATOに加盟することは、この諸国が体制転換ののちに直面し
ていた各種の困難を克服し政治的・経済的安定を達成したことを証明する「サクセス・ス
トーリー」的な意味合いを有していた。またそれと同時に、EU/NATOに加盟することで、
東欧諸国は「フリー・ライダー」として自国の安全保障をこれらの制度に委ねることが可
能になるとも考えられていた。この点について言及しているのが、チェコの外務省傘下の
シンクタンクであるプラハ大西洋間関係センターが公刊したポリシーペーパー『チェコ =
アメリカ関係：未来のためのロードマップ』の以下の一節である。

中東欧諸国は安全保障政策を必要としてこなかった、なぜなら環境がそれを求めて
いなかったから。ロシアは軍事的に弱く、起こりうるいかなる脅威に対してもアメリ
カ合衆国が基本的な安全保障を提供し、加えて EUが経済安全保障という「再保障」
を提供することでバランスを維持してきた。端的に言えば、この環境ゆえに中東欧諸
国のほとんどは安全保障を無視することができた。またこのような行動に対してコス
トを課すような国内、あるいは国外の勢力も存在しなかった。中東欧諸国は安全保障
を無視しても何のペナルティも課されなかったばかりか、むしろ多くの利益（政治的
支持の獲得、歳入の他の目的への利用、安全保障面でロシアから脅威とみなされるこ
との回避）を得てきた 2。

だが周知の通り、2000年代の後半以降、ロシアは南オセチア、アブハジア、クリミア半
島、ウクライナ東部へと拡張を続ける一方で、アメリカ合衆国ではオバマ（B. Obama）前
大統領が一時は欧州の米軍を縮小するリバランス政策を打ち出し 3、また現在のトランプ（D. 
Trump）大統領も NATOの結束を揺るがすような言動を繰り返している 4。EUに関しても、
近年は多くの問題を抱えている。東欧諸国にとってかつて EU加盟が悲願であったのは、
欧州の一員としての立場を確実にするというのもさることながら、EUに加盟することで
経済的な繁栄がもたらされると考えられていたということもある。だが経済危機を通して
欧州統合と繁栄との連関が切断され、EUに加盟してもそれが継続した豊かさをもたらす
ことを保障するものではなくなったこと、むしろ経済危機後の EUは加盟国に財政規律を
課すことで人々の生活を圧迫する存在になりつつあることが明らかになると、EUに反発
する動きも強くなってきた 5。これに 2015年の難民／移民危機が重なることで、EU加盟
国の多くで反 EU、排外主義的なポピュリスト政党の影響力が強まり、これが EUの結束そ
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のものを弱体化させるとともに、民主主義の「錨（アンカー）」としての EUの役割も弱体
化させた 6。
そしてこの EUの弱体化に乗じるかのように、近年ではロシアが東欧諸国に対して積極
的に浸透し、この領域で影響力を強める動きをみせている。本稿ではこの近年のロシアの
東欧への浸透、およびそれに対する東欧諸国の反応について検討を行い、そこからロシア
の浸透はそれがある程度進んでいる国とそうでない国があるという点でばらつきがあるも
のの、そのばらつきが東欧諸国の間での利害対立を増幅しこの諸国および EU各国の間で
の結束を弱めているということを示していく。

2．ロシアの対東欧政策―影響拡大に向けての「アメとムチ」？
ロシアの再拡張への動きは、一般的には 2008年 8月の南オセチア紛争が嚆矢とされる。
これはロシアとグルジア（ジョージア）の間の軍事紛争であるが、この紛争の際にロシア
は、グルジアからの離反・独立を追求していた南オセチアとアブハジアの 2地域に軍を派
遣し、紛争の終了後も軍隊を引き続き駐留させたのみならず、当時のメドヴェージェフ（D. 
Medvedev）大統領が大統領令により、国際社会の意向を無視して両地域の「独立」を承認
するに至った。
これ以降のロシアは、ヨーロッパに対しても「拡張」ととれる動きを加速させる。紛争
直後の 9月には効率的な作戦実施を可能とするために、従来の 6軍管区を東・中央・西・
南の 4軍管区に再編するとともに、その中でヨーロッパに接する西部軍管区に通常兵員の
40%、主要兵器の 30%を配置することとした 7。またあわせて 2008年から 2013年の間に
防衛費を大幅に増額し、それにより兵器・兵站の整備と軍事産業の近代化を推進した 8。中
東欧に対するより直接的な軍事行動としては、射程距離を 500キロメートル以上に伸ばす
こと、および核兵器を搭載することが可能なミサイル（イスカンデル）を 2010年にエスト
ニア国境に、2012年にカリーニングラードにそれぞれ配置したことや、NATOとの戦闘を
想定したベラルーシと合同での共同軍事演習「ザーパド」を複数回（2009年、13年、17年）
実施したことを含めて 9、東欧に接する領域で複数回の大規模な軍事演習を行ってきたこ
となどがある。
そして 2014年には、ロシアはロシア系住民の保護を名目としてクリミアにロシア軍を派
遣し、クリミアをロシアに併合したが、これはロシアと国境を接する諸国には大きな脅威
となる出来事であった。2012年から大統領に復帰したプーチン（V. Putin）はクリミアの併
合後に、海外のロシア系住民及びロシア語話者を政治的、外交的、および法的に守るとい
うことを宣言したが 10、そのためにロシアは軍事力も利用する意思があることが、このク
リミアの件で明確となった。またロシアは、旧ソ連圏の諸国に居住するロシア語系住民を
利用し、そのロシアとのつながりを強調することで当該国に影響力を行使しようとする「同
胞政策（Compatriot Policy）」を推進しているが 11、これはロシア語系住民が人口の 4分の 1
ほどとなるエストニアとラトヴィアには、特に脅威となるものであった 12。
なぜ近年ロシアは、このように攻勢をかけているのか。一つの理由となるのが、EUおよ
び NATOの東方への影響拡大に対する抵抗である。ロシアは以前から、旧ソ連圏の諸国に
EU/NATOの影響が拡大することに対しては懸念を抱いていた。2000年代の前半に複数の
旧ソ連諸国で生じたいわゆる「カラー革命」の際には EUが積極的に関与したが、ロシア



第 5章　東欧の混迷と分断

̶ 55 ̶

はこれを自国の影響圏への介入と解したものの、当時は強く抵抗することはなかった。だ
がその後、「東方パートナーシップ」などを通して EU加盟国の一部（特にポーランド）が
旧ソ連圏に対する EU/NATOの関与を強く求めるようになると、ロシアは次第に強硬な対
応に出るようになる。またその過程においてプーチンは、東方に拡大しようとする EUは
ロシアの敵であるとするフレーム化を行い自己の正当性を主張するとともに、EUに対し
て強硬な態度を取ることで国内の支持を固めていくようになる 13。加えてロシアは、特に
NATOの拡大を安全保障上の脅威としてのみならず、ロシアの文明や価値、あるいは政治
体制に対する挑戦としても認識していることが、西側に対して強い態度に出る理由の一つ
であることも指摘されている 14。

EUがロシアに対して一枚岩でないことも、ロシアが西側に対して攻勢を強める要因の一
つとなっている 15。東欧諸国（の一部）はロシアの攻勢を脅威に感じ、これを抑制するこ
とを大国に求めるものの、ドイツやフランス、イタリアはロシアと単独で交渉が可能でま
た特殊な相互利益関係を有していることからロシアとの関係を害することを望まず、例え
ばクリミア問題をめぐる対露制裁にも当初は消極的であった。他方でスペインはロシアの
問題に関心が薄く、イギリスはブレグジットでそもそもロシアの問題に対処できる状態に
はなかった。このように EU諸国の間でロシアに対する対応が異なり、またそのために対
露政策にまとまりや一貫性が存在していないことも、近年のロシアの動きに影響を与えて
いる。
別の理由として、コソヴォの独立とグルジア紛争が契機となり、ロシアが西欧から離反
して旧ソ連諸国を軸にユーラシアにおいて独自の影響圏を形成しようとしているという視
点もある。オレンシュタインはこの点について、ロシアはヨーロッパの「範囲、価値、ガ
バナンス、そして経済」を塗り替え、独自の価値・ルールを有するユーラシア圏の確立を
目指し、旧ソ連諸国に対して EUかユーラシアの選択を迫っているが、それはあくまでも
ユーラシアにおいて EUやアメリカ合衆国の影響力を弱めロシアの優位を確立するための
ものであるという見方を提起している 16。そしてロシアと EU・アメリカ合衆国との対抗関
係の中で、東欧が EUとロシアの影響力を競う「新たな前線」となっているとオレンシュ
タインは指摘している 17。
近年のロシアの東欧への浸透について具体的な議論をしているのが、アメリカ合衆国の
シンクタンクである戦略国際問題研究所（CSIS）が 2016年に刊行した報告書『クレムリ
ン・プレイブック―中・東欧におけるロシアの影響を理解する』である 18。ここではロシ
アの東欧への関与が、2007年までは機会主義的（opportunistic）であったものが、2007年
のプーチンのミュンヘン安全保障会議での演説を契機として 2008年以降攻勢に出ていると
して 19、政治および経済の両面においてロシアが東欧への浸透を試みていることを指摘し
ている（図 1）。

1） 政治的影響：東欧諸国の社会の凝集性を弱め、民主主義、市場経済の機能不全感を高め
るために、各国のナショナリストや欧州懐疑派に対する金銭面を含む支援、ロシア語
系住民に対する支援 20、各国における親ロシア派のビジネスマン政治家の取り込み 21、
正教会やメディアを通しての情報戦争などを行う。また現状の民主主義に不満を持つ
層に対して、ロシア型の非リベラルな「主権民主主義」を新たなモデルとして提起し、
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その支持を集めることも試みる。
2） 経済的浸透：東欧諸国の経済への浸透を進めロシアへの依存を高めると同時に、ロシ
アが経済的な利益を得られるように東欧のエネルギーや金融、メディア、通信、製造
業などへの直接投資、エネルギーなど戦略的セクターの現地企業のロシア企業による
子会社化や、便宜供与（汚職）を利用しての現地における官僚やビジネスマンのアフィ
リエイト・ブローカーとしての取り込みなどを行う。

この 2つの浸透のルートを提示した上で CSISの報告書は、ロシアは民主主義および市
場経済の「制度的脆弱性」を利用して東欧に浸透することを試みていて、その中でも経済
面においてロシアとの結びつきが強いブルガリア、政治面でロシアとの結びつきが強いハ
ンガリーおよびスロヴァキア、そして歴史的に関係が深くまたユーゴスラヴィア解体後に
もロシアから各種の支援を受けてきたセルビアが、特に影響を強く受けていることを指摘
している。
では東欧諸国の側は、ロシアの浸透に対してどのように対応しているのか。次節ではこ
の点について検討していく。

3．中東欧諸国の対露政策―「強硬派」対「現実派」？
東欧諸国のロシアへの対応に関しては、一般的にポーランドやバルト諸国などの反ロシ
ア傾向の強い諸国と、チェコ、スロヴァキア、ハンガリーなどの現実主義的な諸国に分け

図1　ロシアの中東欧への政治的・経済的浸透の構造

［出典］Centre for Strategic and International Studies (CSIS), The Kremlin playbook: understanding Russian infl uence 
in Central and Eastern Europe. (Washington, D.C: CSIS, 2016), p.3. 
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られることはしばしば指摘されているが 22、これについてはクレチッチが東欧諸国は「新
冷戦戦士（New cold warriors）」と「現実主義派（Pragmatics）」に分かれていて、前者には
ロシアと国境を接するポーランドおよびバルト諸国、ロシアの支援を受けるセルビアと対
立要因を抱えているクロアチア、モルドヴァ問題などでロシアとの間に懸案を抱えるルー
マニアが含まれ、後者にはロシアと良好な関係を有するブルガリア、ハンガリー、スロヴァ
キア、スロヴェニア、チェコが含まれるという整理を行っている。そして前者と後者の相
違として、新冷戦戦士の諸国ではエリートや市民に反ロシア・親ウクライナ感情が強いこ
と、地政的要因から軍事費支出の増大や NATOの駐留に積極的であること、およびロシア
へのエネルギー依存を安全保障上の脅威と考えてエネルギーの供給を多角化することを追
求しているのに対して 23、現実主義派の諸国は比較的親露的で、軍事費の増額に消極的、
そしてロシアへのエネルギー依存を否定的に捉えていないという点をあげている（表 1も
参照）24。

表1　東欧諸国のロシアへの天然ガス依存比率および軍事費のGDP比（%）

BUL CRO CZE EST HUN LAT LTU POL ROM SLO SVK

天然ガス 100 - 100 100 95.0 100 38.5 74.3 98.9 34.0 98.8

軍事費 1.1 1.2 0.7 2.4 0.7 1.6 1.6 1.6 0.9 0.9 1.0

［出典］天然ガス依存比率は Eurostatのエネルギー関連ページ <https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/
energy/bloc-2c.html>、軍事費は Eurostatのデータベース <https://ec.europa.eu/eurostat/>による。天然ガス依
存は 2016年の天然ガス輸入に占めるロシアの比率で、輸入先は上位 3国のみがあげられているため、こ
れにロシアが入っていないクロアチアのデータが欠落している。軍事費は 2016年の防衛支出の対 GDP比。

このような違いが生じた理由としてクレチッチは、政治的要因、戦略的要因、および経
済的要因をあげているが、ここではこれを地政的要因と政治経済的要因（および背後にあ
る対露感情）として整理していく。地政的要因はやはり、ロシアの軍事的脅威の存在の有
無である。ポーランドとバルト諸国はロシアと直接国境を接していることから、早い段階
から NATOの恒久的な軍事基盤の設置を求めていたし、同時に安全保障面での NATOおよ
びアメリカ合衆国の関与を強く求めてきた。ルーマニアはモルドヴァおよび沿ドニエスト
ルに関する問題でロシアに不信を有していて、2016年からはアメリカ合衆国の迎撃ミサイ
ルの配備も受け入れている。クロアチアはセルビアがロシアと接近して再軍事化を進めて
いることに脅威を抱き、そこから NATOへの接近を強めている。これに対して現実主義の
諸国はロシアとは直接国境を接しておらず、仮に NATOとロシアが軍事衝突を起こした場
合でも自国が巻き込まれる可能性は小さい。このような地政的条件の相違が、2つのグルー
プを分ける理由の一つとなっている 25。
もう一つの政治経済的要因は、各国における対露感情とも連関している。現実主義派の
諸国では反ロシア感情が弱く、むしろロシアをパートナーと認識する親ロシア的な勢力が
一定の影響力を有していて、そこに乗じるような形で政治もしくはビジネス（場合によっ
ては両方）にロシアが浸透しているということがある。『クレムリン・プレイブック』では、
以下のような例が挙げられている（図 2および 3も参照）26。
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・ ハンガリー＝議会に議席を有する極右政党ヨッビク（Jobbik）がロシアから資金援助を
受けているという疑惑があり、また同党はクリミア・ドネツクの選挙に監視団を派遣
している 27。現首相のオルバーン（V. Orbán）は野党時代にはロシアとの経済関係を強
化することに反対だったが、政権獲得後に立場を変え、クリミア問題での EUによる対
露制裁を批判、また 2014年には随意契約でロシアの原子力関連会社 Rosatomから 2基
の原子炉を購入している。

・ ブルガリア＝極右ナショナリスト政党のアタカ（ATAKA）が反欧州・ロシア支持を
唱えているほか、主要政党はほぼ親ロシアとなっている。またエネルギーにおいて、
天然ガスはロシアのエネルギー会社 Gazpromが市場を独占しているほか、原子力は
Rosatom、石油精製・販売は Lukoilのシェアが圧倒的に高くなっている。

・ ラトヴィア＝経済面において推計で GDPの 16%がロシアとの関係によるもので、その
うち 11%はロシア・EU間の中間貿易による。また化石燃料を 100%ロシアに依拠して
いる。ただし政党で親ロシア政党が少ないため、政治的な面でのロシアの影響力は限
定的である 28。

・ スロヴァキア＝社会民主主義を標榜するがポピュリスト・ナショナリスト的な側面も
強い政党である方向・社会民主主義（Smer-SD）、特に同党の党首フィツォ（R. Fico）
とその周辺はロシアとビジネス関係があることから、ロシアが腐敗ネットワークを利

図2　ロシアによる経済支配の構図

［出典］Centre for Strategic and International Studies (CSIS), The Kremlin playbook: understanding Russian infl uence 
in Central and Eastern Europe. (Washington, D.C: CSIS, 2016), p.14.
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用して影響力を行使しているとされる。また極右の国民党（SNS）も親露・反 NATOで、
ここもロシアから財政的支援を受けているとされる 29。

・ セルビア＝天然ガスの 80%をロシアに依存し、また Gazpromが現地企業を子会社化す
ることでセルビア国内の経済に浸透している。政治面でも、セルビア急進党（SRS）は
ロシアとの強い関係を有している。ただし最大政党のセルビア進歩党（SNS）および国
内の多数派は、親ロシアであるが親欧州でもあるという状況で、必ずしもロシアが圧
倒的な影響を有しているわけではない。

これに比べるならば新冷戦戦士の諸国は、現実主義派の諸国に見られるようなロシアの
経済的浸透というのは、あまり見られない。もちろんエストニア、ラトヴィアは天然ガス
をロシアに 100%依存しているし、ポーランドもパイプライン Nord Streamを通してロシア
から欧州への天然ガスの輸送に関与しているというように、この諸国でも経済からロシア
の影響を完全に排除することは難しい状況にある。だが国内において親ロシア的な勢力が
弱い、もしくは反ロシア感情が強いことで、ロシアをパートナーとして提携を進めるグルー
プが影響力を有しにくくなっているため、現実主義派の諸国のような形での政治、もしく
は経済でのロシアとの連携は進んでいない。
ただしロシアの浸透が弱いことが、新冷戦戦士の諸国の状況をよくしているとも言えな
い。この点についてはニトイウが、東欧諸国が NATOの積極的な関与を求め、またアメリ
カ合衆国がそれに応じて派兵の増強を行ったことは、ロシアとの安定した関係を維持しよ
うとする独仏などの主要な大国とのずれをもたらし、その結果としてロシアを EUから遠

図3　GDPにおけるロシアの足跡（footprint）（CSIS 推定、対GDP%）

［出典］Centre for Strategic and International Studies (CSIS), The Kremlin playbook: understanding Russian infl uence 
in Central and Eastern Europe. (Washington, D.C: CSIS, 2016), p.37, p.42, p.47, p.53, p.57のデータを仙石がグラ
フにまとめたもの。なおロシアの足跡とは、CSISの推計による当該国へのロシアからの直接投資、当該
国のロシアからの石油・ガス輸入、および当該国のロシアへの輸出それぞれの GDP比率と、ロシア企業
の傘下にある企業の営業利益の経済全体における営業利益の比率とを合計したもの。
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ざけるとともに、EU内部の緊張を高める方向に作用したことを指摘している 30。これと先
にあげた東欧内部の分断とを重ね合わせると、実はロシアに強硬な態度をとる新冷戦戦士
の諸国は、現在の EUの中では少数派として孤立しているとみることもできる。実際に現
実主義派のチェコやハンガリー、スロヴァキアがクリミア問題でロシアに対する制裁に消
極的だったのは、ロシアとの直接的な関係への影響のみならず、いずれの国も貿易依存率
が高く、またその最大の相手がドイツであることから、ドイツとの関係も考慮に入れてい
たことも指摘されている 31。このような状況から考えると、現在の東欧諸国はロシアに対
抗して欧州で孤立するか、ロシアを受け入れてその浸透を容認するかのいずれかの選択を
迫られているということになるのかもしれない。

4．EUとロシアの狭間で―「新たな前線」の形成？
ここまで見てきたように、EUの変容と分断、およびロシアの浸透という状況の中で、現
在の東欧諸国はロシアを受け入れる現実主義派の諸国とこれを拒絶する諸国に分断してい
て、まさにオレンシュタインが述べるような「前線」が形成されつつある。ロシアにとっ
ては、東欧全体での影響力を高めることには成功していないというようにもみえるが、欧
州・東欧の中で分断を生み出し、一致してロシアに対抗するというような状況を形成させ
なかった意味では、その政策は成功しているとみることもできる。さらに加えるならば、
近年の東欧における社会の分断とポピュリストの台頭がロシアとの接近を促す作用を果た
していることも、見逃せない現象であろう 32。
ここで今後の状況に影響を与えそうなのが、ポーランドの動向である。現在の与党法と
正義（PiS）は政権獲得後にポピュリスト的、反欧州的な政策を推進していて、前政権が
容認した移民・難民の割り当て受け入れも拒絶していることから、同じ立場をとるハンガ
リーやスロヴァキアとの連携を強めつつある。他方で法と正義は、一時期はロシアとの経
済関係の強化を主張していたものの 33、2010年の「スモレンスクの惨劇」以降はロシアに
対して強硬な態度をとるようになっている。この点についてリシャキェヴィッツは、ポー
ランドが市民プラットフォームの政権だった時期にはポーランドがドイツをはじめとする
西側と接近することで東欧への関与を低め、それがロシアの敵対性を弱める方向に作用し
ていたのに対して、法と正義の政権はウクライナへの支持を表明するなど再度東欧への関
与を強めていることで、ロシアの敵対性を強めていると指摘している 34。このような状況
から、ポーランドが今後オルバーンのようにロシアとの関係強化という方向に動くことは
当面は考えにくく 35、これが現在の分断の形を変えていく可能性もある。EUという「強力
な盾」を失いつつある中で東欧諸国が今後どのような政策選択を行うのかという問題につ
いては、引き続き注目していく必要があろう。

［付記］本稿は日本国際問題研究所の研究プロジェクト「混迷する欧州と国際秩序」の
2018年度第 1回研究会（6月 19日）において行った報告「東欧の混迷と分断：ロシアと
EUの間で」をもとにまとめたものである。また本稿は、科学研究費補助金・基盤研究 B「ポ
ストネオリベラル期における新興民主主義国の経済政策」（課題番号 16H03575、研究代表
者仙石）の成果の一部である。



第 5章　東欧の混迷と分断

̶ 61 ̶

―注―

1 EU加盟国はエストニア・スロヴァキア・スロヴェニア・チェコ・ハンガリー・ポーランド・ラトヴィア・
リトアニア（以上 2004年加盟）、ブルガリア・ルーマニア（以上 2007年加盟）、クロアチア（2013年加盟）。
NATO加盟国はチェコ・ハンガリー・ポーランド（以上 1999年加盟）、エストニア・スロヴァキア・
スロヴェニア・ブルガリア・ラトヴィア・リトアニア・ルーマニア（以上 2004年加盟）、アルバニア・
クロアチア（以上 2009年加盟）、モンテネグロ（2017年加盟）。なお 2019年 2月には、国名をめぐる
ギリシャとの対立が解決したことで、マケドニアの加盟も承認された。また参考までに、OECDに加
盟しているのはチェコ（1995年加盟）、ハンガリー・ポーランド（以上 1996年加盟）、スロヴァキア（2000
年加盟）、エストニア・スロヴェニア（以上 2010年加盟）、ラトヴィア（2016年加盟）、リトアニア（2018
年加盟）の 8カ国。

2 Prague Centre for Transatlantic Relations, Czech-American relations: a roadmap for the future (Policy paper), 
(Prague Centre for Transatlantic Relations, December 2014), p.7. なおこの文章の後は「このような環境は、
その後 5年ですっかり変わってしまった」と続く。

3 ただしオバマは、ロシアのクリミア侵攻以後リバランス路線を修正し、2014年 9月のエストニア訪
問の際には NATOはエストニアを含む全ての加盟国を守るということを明言している（オバマのエ
ストニアでの演説 <2014年 9月 3日 >より <https://ee.usembassy.gov/remarks-president-obama-people-
estonia/>）。なお以下本稿でのホームページへのアクセスは、全て 2019年 1月 21日に確認している。

4 2019年の 1月には、NATOからの離脱についても言及したとされる（cnn.co.jp「トランプ氏、NATO離
脱に再三言及」2019年 1月 19日 <https://www.cnn.co.jp/usa/35131494.html>）。

5 仙石学「東欧におけるポピュリズムとネオリベラリズム：ヴィシェグラード諸国の事例から」村上勇
介編『「ポピュリズム」の政治学：深まる政治社会の亀裂と権威主義化』（国際書院、2018年）、171-
197頁。

6 Brusis, Martin, “Democracies adrift: how the European crises affect East-Central Europe,” Problems of Post-
Communism. vol. 63, no. 5-6 (September-December 2016).

7 Fedorov, Yury E., “Continuity and change in Russiaʼs policy toward Central and Eastern Europe,” Communist 
and Post-Communist Studies. vol. 46, no. 3 (May-June, 2013), p.323.

8 Conlye, Heather A., and Caroline Rohloff, “Challenges to the Nordic-Baltic Region after Crimea As Seen 
from Washington,” in Daniel S. Hamilton and András Simonyi, eds., Advancing U.S.-Nordic-Baltic Security 
Cooperation: Adapting Partnership to a New Security Environment. (Washington, D.C.: Center for Transatlantic 
Relations, 2014), p.96.

9 Ibid., pp.96-97. なおコンリーらは 2009年と 13年の演習を比較して、2009年の演習は NATOの通常兵
器の攻撃への対処という側面が強かったのに対して、13年の演習は対テロ演習や短時間での都市制圧
などに比重が置かれていて、そのためにこの演習はクリミア併合の「予行演習」的な意味合いもあっ
たと指摘している。また 2017年の演習は比較的小規模であったが、これについては Chatham House
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第 6章　ブレグジットを取り巻く政治的混乱

池本　大輔

2019年 3月 29日に予定されるイギリスの EU離脱に向けて、残り一か月を切った。難航
した交渉の末に、イギリス政府と EUはようやく 2018年 11月、離脱条件と移行期間に関
する「離脱協定」と、離脱後の関係についての「政治的宣言」に合意した。しかしイギリ
ス議会の中にはこの合意に対する反発が強く、今年 1月 15日に行われた下院の投票では、
「離脱協定」と「政治的宣言」への支持が 202票に留まったのに対し、反対は 432票で、政
府は 230票差という歴史的な大差での敗北を喫した 1。与党保守党の中には、EUとの関係
をより明確に断ち切る強硬離脱を支持する勢力を含め、合意に反対した下院議員が 100名
以上いる一方、労働党をはじめとする野党は政府案に対する批判的姿勢を崩していない。
そのため執筆時点でも、離脱後のイギリス・EU関係や、イギリスという国家の将来像は
見えてこない。本稿では、これまでの交渉の経緯を簡単に振り返った上で、なぜイギリス
議会での批准が難航しているのか説明する。その上で、ブレグジットをめぐる迷走が現在
の国際社会が直面する問題を理解する上でいかなる示唆を与えるのか、考えてみたい。

1．イギリス・EU間の交渉
周知のように、イギリスでは 2016年に行われた国民投票の結果、投票者の約 52％が EU
からの離脱（ブレグジット）を支持した。これを受けて、イギリス政府が EU条約第 50条
にもとづき、EUに対し離脱する意思を通告したため、2019年 3月に予定される正式な離
脱に向けて、両者の間で交渉がスタートした。

（1）難航した離脱交渉
EUとイギリスの間の交渉は、EU側の主張に沿う形で、まず離脱条件（①イギリスが支
払う清算金の額、②イギリスに滞在する EU市民の権利と EUに滞在するイギリス市民の
権利、③イギリス領北アイルランドとアイルランドの国境をめぐる問題）についての話し
合いが行われた。次いで両者は移行期間を 2020年末までとすることで一致し、2018年 3
月に暫定合意に至った。暫定合意を受けて離脱後の関係をめぐる交渉がスタートしたが、
交渉は難航した。
交渉難航の理由は、交渉の議題が極めて多岐にわたること、国民投票の際にイギリス国
内で離脱後の青写真についてほとんど議論がなかったこと、内部での合意形成や既存の決
定との整合性を重視する EUの意思決定のあり方など、様々な要因が考えられる。しかし、
最大の障害がイギリス政府の交渉姿勢にあることを否定する者は少ないだろう。2017年 1
月にメイ首相がランカスター・ハウスで行った演説の中で、国民投票で離脱派の最大の関
心事だった移民の制限を実現すべく、EUの単一市場・関税同盟から離脱することを表明
したため 2、イギリス政府が強硬離脱を選択したという見方が一般的になった。しかし同時
にメイは、単一市場に対する最大限のアクセスを求めるとも発言していた。言い換えれば、
イギリス政府は、国家主権や行動の自由を確保することと、EUとの密接な関係を維持し
て経済的な便益を得ることとの間にあるトレード・オフに向き合うことを回避し、自らに
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とって都合の良い要求を羅列してきたのである。

（2）イギリス政府の新交渉方針
交渉の行き詰まりを打破し、合意なしの離脱という事態を避けるために、イギリス政府
が交渉の優先順位を明確にする必要に迫られたのは当然であった。そこでイギリス政府は
2018年 7月、より柔軟な交渉方針（話し合いが行われた首相別宅にちなんで「チェッカー
ズ提案」と呼ばれる）に合意した 3。新交渉方針は、表面的には従来の路線を踏襲している。
すなわち、イギリスは EUの単一市場から離脱し、単一市場の四つの柱の一つである人の
自由移動に終止符を打つ。関税同盟からも離脱することで、第三国と独自の貿易協定を締
結する権限を回復する。EU司法裁判所の管轄は受け入れない、といった具合である。し
かし新交渉方針を表明した政府白書を一読すれば、離脱による国家主権の回復が限定的に
なっても、経済面・安全保障面で EUと一定程度の関係を維持するという決断をイギリス
政府が下したのは明らかである。
経済面では、イギリス政府は EU離脱後も国境をまたぐサプライ・チェーンを維持し、
南北アイルランド間での厳格な国境管理を避けるため、自由貿易協定を締結して「障害の
ない（frictionless）」物品貿易を実現するよう求めている。その一環として、EUとの間で
「共通のルールブック」を維持し（すなわち、イギリスが EU単一市場のルールのかなりの
部分を引き続き受け入れ）、競争や国家補助金のルールの近接化や、環境規制や労働規制
に関しては既存の規制水準を低下させないことを表明している。また関税同盟からは離脱
するものの、イギリスと EUの国境での通関手続を行わないで済むよう、「関税簡易化協定
（Facilitated Customs Arrangement）」を結ぶことを提案している。これらのことは、イギリス
が移民をコントロールする権限を回復し、独自の対外的な通商協定を結ぶ自由を得る一方
で、EUが新たなルールをつくる場合、それに対する発言権がないままにそのルールを受
け入れざるを得ない、「ルール・テイカー（rule taker）」の地位に陥ることを意味している。
イギリス政府は、EU内の物品貿易に関するルールは既に確立しているため、この分野でルー
ル・テイカーになることにそれほどの問題はないという立場をとっているようである。

EUとの密接な関係を維持しようとする新方針の例外は、近年先進国の経済の中で重要性
が増しつつあるサービス・デジタル分野であり、イギリス政府はこの分野での規制に関す
る自律性を確保するため、パスポート制度（同制度のおかげで、イギリスに拠点を置く金
融機関は EU内で様々なサービスを提供することが出来た）の不適用をはじめとして、EU
市場へのアクセスが限定的になることを受け入れた。このような姿勢はイギリス経済に
とってサービス業（とりわけ金融業）が占める重要性に鑑みて不思議に思われるかもしれ
ない。しかしイギリス政府は、国民投票前に行われた EUとの関係見直しの交渉時点から、
移民の制限と並んで、国際的な金融センターのシティに対する EUの規制を避けることを
重要な目標としており、新方針もそれを踏襲したといえる 4。
新方針は EUとの交渉を加速させることを目指したものだったが、デービス離脱問題担
当相と、国民投票で離脱派の顔であったジョンソン外相が、EUとの関係を極力断ち切る
強硬離脱を求め相次いで辞任するなど、保守党内の強硬離脱派の不満が表面化した。他方
で、イギリスが EUから離脱したあともその単一市場に留まるソフト離脱（ノルウェー型）
を支持する勢力や、EUに残留するため二度目の国民投票の実施を求める勢力からみれば、
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政府の新方針は不十分な内容だった。

（3）イギリスと EUの合意－「離脱協定」と「政治的宣言」
新方針の発表後も紆余曲折があったが、ようやく 2018年 11月にイギリスと EUは離脱
条件と移行期間に関する「離脱協定」と、離脱後の関係についての「政治的宣言」に合意
した。前者が 599ページからなる詳細な文書であり、法的拘束力を持つのに対し 5、後者
は 26ページと比較的短く、内容も抽象的であり、法的拘束力はない 6。
「離脱協定」は 2020年 12月までを移行期間とすることを再確認する一方、イギリス側が

1年もしくは 2年間の延長を求めることが可能になった。移行期間中イギリスは EUのルー
ルに拘束されるが、EUの意思決定機構からは除外される。イギリス側が EUに対し少なく
とも 390億ポンド（約半額は 2020年 12月までの予算分担金）を支払うことと、イギリス
に居住する EU市民の権利と EUに居住するイギリス市民の権利については、2018年 3月
の暫定合意の内容がそのまま踏襲されている。「離脱協定」とこの協定にもとづきイギリス
で適用される EU法は、EU加盟国における EU法と同様の効果を持つ。イギリスと EUの
間で離脱協定の解釈をめぐって紛争が発生した場合は、仲裁パネルの判断に委ねられるが、
EU法の解釈については EU司法裁判所の管轄権が及ぶ。離脱協定には北アイルランドに関
する詳細なプロトコールが含まれているが、これについては後述する。
「政治的宣言」は、離脱後のイギリスと EUの関係が EUの基本原則（単一市場・関税同
盟の統合性、四つの自由移動の不可分性）と、イギリスの主権を保障するものでなければ
ならないと謳っている。国民投票で最大の論点となった人の自由移動については、イギリ
ス・EU間の自由移動は終結することが明記された。物品貿易については、イギリス案の「共
通のルールブック」は採用されなかったが、「公平な競争条件（level playing fi eld）」を維持
するために、競争や国家補助金のルールの近接化や、イギリス側が環境規制や労働規制に
関して既存の規制水準を低下させないこと（non-regression）が盛り込まれている。それと
引き換えに、イギリス・EU間で「可能な限り密接な」貿易関係が維持される（イギリス
側が新交渉方針で求めた「摩擦のない」よりやや後退した表現である）。また「離脱合意に
規定された単一関税地域の上に築かれる、野心的な関税協定」を結ぶとする一方で、イギ
リスは独立した通商政策をもつとされている。これらの条項は様々な可能性を残すもので
あるが、いずれにせよ、イギリス側が規制・関税面でどの程度 EUと協調するかが、EU側
によるイギリスからの輸出に対するチェックとコントロールに際して考慮されることにな
る。
これに対して、サービス貿易やデジタル貿易に関しては、イギリスと EUの関係は物品
貿易の場合と比較して疎遠なものになることが予想される。イギリス経済にとって重要な
金融業の規制は、「同等性の原則」にもとづくとされ、これは日本やアメリカなど第三国と
EUとの関係と同様になることを意味する。その他、イギリスは EUの共通漁業政策から離
脱することになる。

2．イギリス議会での審議
イギリスと EUがようやく「離脱協定」と「政治的宣言」に合意したことで、焦点はイ
ギリス下院がこの合意を支持するか否か（もしくは、下院が合意内容を拒否した場合、イ
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ギリス・EUの両者がイギリス議会の支持するような新しい合意に到達できるか）に移った。
仮にイギリス議会が合意を支持せず、2019年 3月 29日に予定される離脱が延期にならな
かった場合、イギリスは EUから合意なしに離脱することになり、その経済的・政治的影
響は極めて甚大なものになることが予想される。

（1）下院の勢力分布
2017年 6月の総選挙がもたらした下院の勢力分布は、政府が合意案に対する下院の支
持を取りつける上で大きな障害となっている。保守党は事前の予想に反して単独過半数の
326議席を割り込み、北アイルランドのプロテスタント系住民を支持基盤とする民主連合
党の閣外協力によってかろうじて政権を維持している。そのため、政府が「離脱協定」と
「政治的宣言」に対する支持を下院で得るためには、保守党内の強硬離脱派と民主連合党か
らの造反を抑えるか、野党（とりわけ野党第一党の労働党）と妥協するか、二つの方向性
が考えられる。

図1　2017年総選挙結果

議席数（前回比） 得票率（前回比）

保守党 318（-13） 42.4（+5.5）

労働党 262（+30） 40.0（+9.5）

スコットランド国民党 35（-21） 3.0（-1.7）

自由民主党 12（+4） 7.4（-0.5）

民主連合党 10（+2） 0.9（+0.3）

シンフェイン党 7（+3） 0.7（+0.2）

プライドカムリ 4（+1） 0.5（-0.1）

緑の党 1（0） 1.6（-2.1）

イギリス独立党 0（-1） 1.8（-10.8）

（2）争点としての北アイルランド問題・関税同盟
「離脱協定」の中で最大の争点となっているのは、南北アイルランド間の関係である。こ
の問題が論争の的になるのは、それ自体として重要であることに加えて、離脱後は南北ア
イルランドの境界がイギリス・EU間の国境となるため、イギリスと EUとの将来的な関係
のあり方を実質的に規定する要因であることによる。
アイルランドが 1922年に実質的にイギリスから独立した後も、イギリス系住民が多数を
占める北アイルランドはイギリスの一部であり続けた。北アイルランドにおけるイギリス
（プロテスタント）系住民とアイルランド（カトリック）系の対立は極めて深刻だったが、
1998年の聖金曜日合意によって南北アイルランド間の自由往来や北アイルランドでの権
力共有が実現したことで、状況は大いに改善された。このような経緯を踏まえ、イギリス
が EUから離脱したあとも、南北アイルランド間で物理的な国境管理を行わないことでは、
イギリス政府も EUも同意している。しかし EU側は、この問題が離脱後に行われるイギ
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リス・EU間の交渉で解決できない場合に備えて、離脱協定に「安全策」を盛り込むこと
を求めた。

EU側がこの問題で強硬な姿勢をとるのは、イギリス政府が①南北アイルランド間での物
理的な国境管理を避ける、②北アイルランドを英本土と異なる法的地位に置くこと（北ア
イルランドと英本土間の境界での管理）はしない、③イギリスは EUの単一市場・関税同
盟のいずれからも離脱するという、同時には実現し得ない主張を繰り返しているためであ
る（③はイギリスと EUとの間に壁を設けることを意味するため、南北アイルランド間か
北アイルランドと英本土の間のどちらかに壁を設ける必要がある）。当初 EU側は安全策と
して北アイルランドのみが単一市場と関税同盟に留まることを求めていたが、北アイルラ
ンドが英本土と異なる法的地位に置かれることに対して民主連合党が激しく反発した。そ
のため、最終的にイギリス政府と EUは安全策として、もし移行期間中に交渉が妥結しな
かった場合、北アイルランドが EUの関税同盟と単一市場の相当部分に残留すること、イ
ギリス全体が EUと「単一関税地域」を形成することで合意した。しかしこの案でもなお
北アイルランドと英本土の地位には違いが生じるため、民主連合党は反対の姿勢を崩して
いない。
それに対して、保守党内の「ヨーロッパ研究グループ」を中心とする強硬離脱派がこの
合意に反対するのは、イギリスが EUの関税同盟に永久的に留まることにつながり、第三
国との間で通商協定を結ぶ自由を損ねかねないと懸念しているためである。強硬離脱派は、
イギリスが「安全策」から離脱する自由を持つことや、「安全策」が永久的に続かない保証
を求めて、EUとの間で「離脱協定」について再交渉を行うよう政府に求めている。

（3）野党の立場
党内で足並みが揃わないのは、野党第一党の労働党も同じである。労働党の議員は国民
投票の際に約 8割が残留派であったが、左派出身のコービン党首は「隠れ離脱派」だと言
われている。国民投票で労働党の支持者の 3分の 2が残留に投じたと言われているが、労
働党の地盤である旧工業地帯のイングランド北部では離脱を支持する有権者が多数を占め
た。さらに 2017年の総選挙で労働党が事前の予想以上の議席を獲得できたのは、ブレグジッ
トに対して曖昧な姿勢をとることで、離脱支持者の多いイングランド北部の議席の喪失を
最小限に抑える一方、イングランド南部の選挙区では EU残留を支持する有権者の票を得
ることに成功したためだった 7。こうした事情が、保守党より EUに好意的な態度をとって
政府案を批判する一方、なるべく曖昧な立場を維持しようとする理由になっている。労働
党以外の野党では、スコットランド国民党が単一市場への残留を支持する一方、自由民主
党は EUに残留するため二度目の国民投票を行うことを公約している。

（4）実質的な意味のある投票
EU離脱法は、EUとの合意について議会に「実質的な意味のある投票（a meaningful 

vote）」を行わせることを政府に義務づけている。合意案が否決されることを恐れたメイ首
相は、当初 2018年 12月に予定されていた下院での投票を土壇場で延期した。これを好機
とみた強硬離脱派議員の要求により、保守党内では首相の信任投票が行われ、メイは次の
総選挙前の退陣を公約することで辛うじて信任を取りつけた。しかし翌年 1月 15日に「離
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脱協定」と「政治的宣言」が下院の投票にかけられると、保守党内から強硬離脱派と、単
一市場残留や二度目の国民投票を支持する議員の造反が出る一方、民主連合党は反対票を
投じた。野党の賛成は労働党の離脱派議員の 3名に留まったため、合意案は賛成 202票対
反対 432票の大差で否決された。
下院での投票のあと、メイ首相は直ちに野党と話しあう意思があることを表明したが、
同時に保守党内の強硬離脱派議員の支持を得るべく、EU側と「離脱協定」に含まれる北
アイルランド「安全策」の再交渉に乗り出した。但し、EUは「離脱協定」の再交渉は認
められないという立場をとっているため、イギリス政府が実質的な譲歩を得るのは困難だ
と考えられる。労働党のコービン党首は当初、政府が「合意なし離脱」の可能性を排除し
ないことを理由に話し合いを拒否していたが、2月に入ってから姿勢を軟化させた。労働
党はイギリスが離脱後に EUとの間で永続的な関税同盟を形成することを「離脱協定」に
賛成する条件としている 8。先にみたように、保守党の強硬離脱派は EUとの関税同盟に反
対しているので、メイ政権が与党保守党の団結を損ねない形で野党労働党の協力をとりつ
けるのは非常に困難である。メイ首相は EUとの関税同盟よりも、第三国との通商協定締
結の方が重要だとして、労働党の要求を拒否した 9。

2月後半に入ると、保守党政権が自党の強硬離脱派議員の宥和に力を入れる一方、労働
党首脳部が EUとより密接な関係を維持するために十分な努力をしていないとして、両党
の親 EU派の議員の不満が高まった。二回目の国民投票を支持する労働党議員 10名程度
が離党して独立のグループを形成することを宣言し、ここに保守党からも数名の議員が加
わった。この動きを受けコービン党首は、労働党の離脱案が支持されない場合には、「合意
なし離脱」を阻止するため、二度目の国民投票の実施を支持すると表明した 10。これまで「合
意なし離脱」の可能性を残すことで政府案への支持を取りつけようとしてきたメイ首相も
態度を軟化させ、3月上旬に予定される下院の再採決で政府案が否決された場合には、離
脱を延期するか否かの投票を行う意思を表明した（但し離脱延期には他の EU加盟国の同
意が必要である）。3月 12日下院で政府案に対する二度目の採決が行われる見込みである。
これが否決された場合、13日に合意なし離脱の是非を問う採決が行われ、これも否決され
た場合は、14日に離脱延期についての投票が行われる。

3．なぜ議会の合意形成は難しいのか
以上が本稿執筆時点での状況である。下院議員には残留を支持した者が多く、「（二度目
の国民投票を経て）残留」「（EUの単一市場・関税同盟に留まる）ノルウェー・プラス」「労
働党案」「政府案」「強硬離脱」など多数の案があり、いずれも多数派の支持を得られてい
ない。イギリスの二大政党は左右対立にもとづいているが、EUに対する態度は左右対立
ではなく社会的な価値観に根ざしており、保守党・労働党共に内部分裂状態にある。与野
党がそれぞれ内部で対立し、政府が下院で過半数の議席を有さない状況の中では、いかな
る案であれ、与野党にまたがる支持を得ない限り下院の多数派の支持を集めることはでき
ない。
イギリスが EUから離脱するか否か、どのような形で離脱するかは、イギリスという国
の将来像を大きく左右する問題であり、それが激しい政治的論争の対象になるのは不思議
ではない。それに加えてイギリスは、選挙で勝利した政党が単独で政権を形成し、政府に
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権力が集中する、多数決型民主政治の典型例だと考えられてきた 11。実はそのようなイギ
リス政治の制度的特徴が、与野党にまたがる支持を得られるような妥協案の策定を困難に
しているのである。

（1）与野党協調への高いハードル
与野党が共に割れている状況では、与野党首脳部が協調して妥協案をつくるのが自然な
選択のように思われるが、イギリスの政治制度の下ではそのような協調へのハードルは高
い。保守党政権は、自党議員や閣外協力している民主連合党の支持を失えば存続できない。
たとえ保守党の強硬離脱派が自党の政権の不信任までは支持しないとしても、EUとの離
脱協定に関する投票のあとには、EU離脱に国内法上の効果を持たせるために必要な法案
を議会で通過させるという、長く困難なプロセスが待ち構えている。政府にとって、野党
から継続的に支持を取りつけられる保証がない限り、自党議員の支持に頼るという選択は
合理的なものなのである。
労働党首脳部の側からみると、残留を支持する議員が党内で圧倒的に多数を占める一方、
党の支持基盤が割れている以上、離脱の方針は支持しつつ、政府より親 EU的な態度をとっ
て政府案を批判するのは合理的な選択だと言える。離脱協定の議会通過のため政府に協力
すれば、親 EU的な議員や有権者の反発を招くことは避けられないため、政府側から大き
な見返りが得られない限り党首脳部がこの道を選択することは難しい。
もちろんイギリスにおいても、枢密院や内閣委員会（Cabinet Committee）、挙国一致政権
など、与野党協調のための制度的方策はあり、特に安全保障関連の問題では広く活用され
ている 12。しかし EU離脱をめぐって与野党合意に至るために、それらの方策が適切であ
るかどうかは定かでない。

（2）政府による議事運営のコントロール
仮に政府と野党首脳部が協調するのが制度上困難であるとすれば、与野党の一般議員が
主導して、ノルウェー・プラス型の離脱であれ、二度目の国民投票であれ、下院の多数派
が支持できる案を作成すれば良いと思われる向きもあるかもしれない。実はそのような試
みの前にも、イギリス議会政治の制度的な特徴の一つである、政府による議事運営のコン
トロールという壁が立ち塞がる。議事運営規則（Standing Order）第14条は、議会審議にあたっ
て政府が選んだ議題が優先されると定めている 13。例外として、野党には 20日間、議員立
法に 13日間、一般議員議事委員会（Backbench Business Committee）に 35日間の議会審議
時間が割り当てられているが、具体的な日程は政府が決定できる。慣例上、議事関連の動
議に対する大臣以外による修正は認められてこなかった。政府が議事運営をコントロール
している限り、政府がしたくないことを議会が政府に強制するのは困難である。

2019年 1月に「離脱協定」と「政治的宣言」の採決で政府が敗北した後、3日以内に今
後の方針を表明するよう政府に求める修正動議を下院の投票に付すことをバーコウ議長が
認め、可決されたことは、この慣習を覆す画期的な出来事であった 14。親 EU派の議員は
これに続いて、「合意なし離脱」を避けるために、議事運営規則を一時的に停止して議会が
議事運営をコントロールする可能性を模索したが 15、労働党のクーパー議員が提出した動
議は 1月 29日に下院で否決された。2月に入り政府が自ら離脱延期を下院の採決に付すこ
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とを表明したため、「合意なし離脱」の可能性は遠のいたが、議事運営規則の存在は、一般
議員が主導する形で妥協案を作成することに対する障害となっている。

4．今後のシナリオ
今後の展開を予想することは極めて困難であるが、次のようなシナリオが考えられる。

（1）政府案にもとづき 3月に離脱
強硬離脱派の議員の多くは、政府による労働党案受け入れや離脱延期、二度目の国民投
票のリスクを冒すよりも、政府案にもとづく離脱の方が良いと考えるかもしれない。その
結果として、政府が保守党・民主連合党の造反を最低限に抑えることに成功すれば、野党
労働党の離脱支持派の議員が政府案の支持に回り、僅差で政府案が可決される可能性があ
る。逆に政府が自党内の造反を抑えることに成功しないと、政府と労働党首脳部の間で何
らかの妥協が成立しない限り、このシナリオの実現は難しくなる。

（2）合意なし離脱
イギリスの下院でこの選択肢を支持する議員は僅かであり、政府が離脱延期を投票にか
けることを表明したため、「合意なし離脱」の可能性はイギリスの国内政治の観点からは低
下したと思われる。しかし EU側が二度目の国民投票の実施を延期の条件にするなどして
イギリス側と折り合いがつかず、イギリス議会の多数派の支持が得られる他の選択肢がみ
つからないと、「合意なし離脱」になる可能性も残されている。

（3）離脱延期
仮に政府案が下院を通過せず、EU側が延期を認めた場合、3月 29日の離脱は延期され
ることになる。労働党のコービン党首は労働党案が支持されない場合は二回目の国民投票
を支持すると表明しており、一般の議員の中にも政府案を支持する条件として、それを国
民投票にかけることを求める声がある。現在のところ、二度目の国民投票を下院の多数派
が支持しているとは思われず、コービンの国民投票支持もそれを前提にしていると言われ
ている。しかし離脱が延期になり、事態を打開するために他に選択肢がないという意見が
強くなれば、国民投票が行われる可能性もないとは言えない。

5．ブレグジットをめぐる混乱が示唆するもの
出口の見えない混迷の中で見えてきたものがあるとすれば、現状維持はもはやオプショ
ンではないということだろう。2016年に行われた国民投票で、イギリス国民が EUからの
離脱を選択したことは衝撃的であった。しかしその半年後にトランプがアメリカの大統領
に選出され、大陸ヨーロッパ諸国でも EUに敵対的なポピュリズム勢力が台頭している。
先進国の中でポピュリズム勢力が支持を集める原因が、経済のグローバル化やそれに伴う
格差の拡大に対する反発なのか、それとも多文化主義や個人の自己決定を重んじる社会的
リベラリズムに対する反発であるのか、専門家の間でも議論は尽きない。いずれにせよ国
民投票の結果は、イギリス社会に潜む世代や学歴にもとづく分断と、（EUにどの程度責任
があるかはともかくとして）現状に対する強い不満をさらけ出した。そして、国民投票後



第 6章　ブレグジットを取り巻く政治的混乱

̶ 73 ̶

2年半の間に世界で起きた出来事が指し示すのは、同様の分断や不満が先進国の民主政治
の中に広く存在するという事実である。とすれば、イギリスの EU残留派が望むように、
二回目の国民投票が行われ、残留派が勝利したとしても、国民投票以前の状態に戻ること
は出来ないだろう。イギリスも含めた先進国の民主政治やグローバルな経済秩序を安定さ
せるためには、分断の克服、つまり相異なる利害や価値観をもつ社会勢力間の妥協が必要
なのではないだろうか。
イギリスが EUから離脱することを前提として、イギリスという国の先行きを占う上で
焦点となるのは、イギリスが EUとの間で関税同盟を形成するかどうかである。関税同盟
を形成すれば、第三国からの輸入品に対する関税は一本化される。そのメリットの一つは
イギリス・EU間の通関手続の簡素化が可能になることである（関税同盟がないと、イギリス・
EU間で自由貿易協定が締結されたとしても、第三国の製品がイギリス（EU）経由で EU（イ
ギリス）に安く入って来ているか否かのチェックが必要になる）。それゆえ、関税同盟の
締結はイギリス・EU間の経済的関係を密接なものとし、とりわけ国境をまたがる複雑な
サプライ・チェーンを構築している自動車産業のような業界にとってはメリットが大きい。
反面、イギリスが独自に関税を定めることはできなくなるので、第三国と通商協定を結ぶ
自由は限定される。また、EUが自由貿易協定を結ぶ場合にイギリス側に発言権が認めら
れるのか、その協定の恩恵がイギリス側に及ぶのか等、イギリス・EU間で解決すること
が必要な問題も多い 16。
保守党内の強硬離脱派は、第三国との通商協定を結ぶ自由を確保するため、EUとの関税
同盟形成には反対している。ここで想定されているのは、イギリスが工業製品や農産物の
関税を引き下げる代わりに、イギリスが国際競争力を持つサービス業・金融業の相手国市
場へのアクセスを得るという取引である。この路線が勝利を収めれば、イギリスはますま
す金融業主体の経済となり、製造業や農業は衰退する。国際的な金融センターのシティを
擁するロンドンと、それ以外の地域との格差もさらに拡大することになるだろう。
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第 7章　 Brexitが欧州にもたらす経済・金融面での影響について

吉田　健一郎

はじめに 
本サブプロジェクトにおける 2年目の研究課題は、欧州各国における内政の変化が外交
にどのような影響をもたらすのか、内政と外交の接点を探ることにある。本章は、特に英
国の欧州連合（EU）離脱（Brexit、ブレグジット）が、英国や EUの経済、及び金融シス
テムにどのような変化をもたらすのかということについて理解を深めることを目的として
いる。本章では、まず、ブレグジットが中期的に英国や EU経済にどのような影響を及ぼ
す可能性があるのかという点を考察する。次いで、金融面での影響として、欧州随一の国
際金融センターであるロンドンが EU域外となることが、英国や EUにもたらす影響につ
いて考察する。

1．ブレグジットが欧州にもたらす経済面での影響

（1）英国経済への中期的な影響
ブレグジットが英経済に中期的に与える影響については、既に数多くの推計がなされて
いる。HM Government（2018）、Institute for Government（2018）は、ブレグジットが英経済
に与える影響に関する過去文献のサーベイを行い、シナリオ 1ごとに分類した（図表 1）。

図表1　ブレグジットの英経済への影響

（注）EEAは European Economic Area(欧州経済領域 )に英国が加盟するケース。UFTは、Unilateral Free 
Trade （一方的な自由貿易）の頭文字で、英国が一方的に関税撤廃を行う形。
（資料）Institute for Government(2018) "Understanding the economic impact of Brexit"より、みずほ総合研究所作成
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離脱後の英国が EUとどのような将来関係を結ぶのかというシナリオにより推計結果は異
なるが、ほぼ全てのシナリオで中期的にみて現状（0%ライン）よりも英国の GDPが減少
するという推計が示された。
シナリオ別には、いずれの推計でも、英国と EUが何の新協定も結ばず、世界貿易機関

（WTO）のルールで貿易を行うWTOシナリオ下での押し下げ効果が他のシナリオと比べて
最大になるという点は共通している。
推計に差が生じている要因の一つは、英国が EU単一市場から離脱した場合の費用や、
第三国と自由貿易協定（FTA）を締結した場合に生じる便益をどのように見積もるかといっ
た点に関する違いである。一例として、図表 1で示した推計のうち比較可能な推計として、
HM Government（2018）とMinford（2018）の FTAシナリオを比較する。前者は、英国と
EUが FTAを締結した場合、EUに加盟している現状との比較では、通関コストやその他非
関税障壁の発生が GDPを 5.1%押し下げると推計している。これに対し後者は、非関税障
壁について、現在 EUの一員である英国が離脱したとしても製品基準等は EUの基準を現
状満たしていることから追加的なコストは発生しないと考えている。
日本や米国など、第三国との通商協定に関しては、前者の FTAシナリオは GDPを 0.1%
押し上げる効果があるとみているのに対して、後者は非関税障壁が低下して、中期的に
GDPを 4.0%押し上げることが可能と見ており、両者の差は大きい。Minford（2018）は、
推計の中で英国側のみが貿易障壁を排除する、一方的自由貿易（UFT）を前提としている。
EUを離脱した英国が、米国や日本など第三国とどのような通商協定をどの程度の早さで
結べるのかは、ブレグジットの中期的な英経済への影響を測る意味では重要であろう。

2018年 11月に交渉官レベルで合意された離脱協定におけるアイルランド島の国境問題
に関するバックストップ（保証措置）案は、英国が EUの関税同盟から一方的に抜け出せ
ない仕組みとなっている。英国は、EUとの関税同盟に参加する限り第三国との FTAを発
効させることは出来ないため、EU離脱強硬派は合意に反対した。第三国との FTAが離脱
後の英国の中期成長を決める重要な要素であることを勘案すれば、EU離脱強硬派の主張
は理解できる側面があろう。

（2）英国のサプライチェーンへの影響
英国と EUの経済的な結びつきは強く、ブレグジットが中期的に英国製造業のサプライ
チェーンに与える影響についても懸念される。
その代表例は自動車だろう。SMMT（2018）によれば、2017年に英国内で生産された自
動車のうち、約 8割は輸出されており、その約半数が EU向けとなっている。また、英国
に輸入される自動車部品のうち、EUから輸入される割合は約 8割であり、自動車産業に
おける英国と EUの結びつきは深い（図表 2）。

De Ruyter et al.（2018）は、ブレグジットが英国の自動車産業に及ぼし得る影響を、サプ
ライ・チェーン管理、物流管理、人材管理、規制・コンプライアンス、顧客とのコミュニケー
ションといった観点から分析を行い、潜在的なコスト増や英国の自動車産業基地としての
魅力を下げる可能性がある点を指摘している。例えば、ブレグジット後の通関手続きの発
生が、ジャスト・イン・タイム方式で生産を行う企業のコスト増に繋がったり 2、英ポン
ド安など為替レートの変化が対英投資の抑制に繋がったりする可能性などが指摘される。
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将来的に英国と EUが FTAを締結して関税が撤廃された場合であっても、英国から EU、
または EUから英国への輸出に優遇関税を適用させるためには原産地規則に適合させる必
要があり、EU単一市場内にいる現状よりも輸出入は難しくなる。人材確保が従来よりも
難しくなることや、EU予算による研究開発が英国では進めづらくなるといったデメリッ
トも併せて考えた時に、自社のサプライチェーンにおける英国の位置づけを見直す動きが
出るのかどうかといった点が、中期的には注目されよう。

（3）EU経済や企業への中期的な影響
英経済への影響と同様、ブレグジットは中期的に EUの GDPを押し下げるとの見方が一
般的であるが、押し下げの度合いは英国への影響と比較すれば相対的に小さい。IMF（2018）
の推計によれば、仮に離脱後の英国と EUが何の協定も結ばずに、世界貿易機関（WTO）
のルールに基づいて貿易をした場合、EU全体では約 1%の GDP減少をもたらすとの推計
が行われている。国別の影響度には違いがあり、英国と近接するアイルランド共和国は、
英国（ベースライン比▲ 3.9%）と同程度の同▲ 3.8%の悪影響があるとの推計がなされて
いる。次いで、オランダ（同▲ 1.1%）、デンマーク（同▲ 1.0%）、ベルギー（同▲ 0.9%）、チェ
コ（同▲ 0.9%）、スウェーデン（同▲ 0.6%）などへの影響が出るとの結果が出ている。

European Committee of the Regions（2018）は、対英輸出依存度の高い輸送用機器、機
械、電子機器、繊維・家具、野菜・食品等、化学・プラスチックという 6つの産業に関し
て、ブレグジットにより受ける影響の大きさを示すブレグジット地域エクスポージャ指数
（BREI）を EU各国の地域（NUTS2）ごとに算出している。各地域ごとの各産業の雇用集
中度を基に算出した同指数によれば、例えば輸送用機器については、ドイツのシュツット
ガルト地域やニーダーバイエルン地域、ルーマニア西部、フランスのミディ・ピレネー地
域圏などがブレグジットの地域への影響が大きいとされている。

EU各国の対英輸出依存度を計算し、各国ごと、各財ごとに比較すると、図表 3のように
なる。国別に言えば、図表 3-1にあるように、アイルランドの対英輸出依存度の高さが際
立っている。図表は上に行けば行くほど対英輸出の自国にとっての重要度が高いことを示

図表2　英自動車産業のEUとの取引
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しており、右に行けば行くほど対英輸出額が大きいため、金額変動がユーロ圏の対英輸出
全体へ与える影響が大きいことを示す。次いで、財別にみると、図表 3-2にみられるように、
食料品、化学製品、機械・輸送機器といった産品の対英輸出の重要度が高いことが分かる。
機械・輸送機器のうち金額の大きい自動車について国別に対英輸出の重要度をみると図
表 3-3のようになり、金額的にはドイツが最大となる一方で、対英輸出シェアで言えば、
アイルランド、マルタ、キプロスといった国々が高い。他方、食料品については図表 3-4
のようになり、アイルランドが金額、輸出シェア共に高いことがわかる。
アイルランドの対英輸出依存度を財別にみると、図表 3-5のようになり、多くの品目で
対英輸出のシェアが高い。ドイツについては図表 3-6のようになり、輸送機器、中でも自

図表3　EU各国・各財の対英輸出依存度
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動車への影響が大きい。全輸出に占めるシェアで見ればアイルランド（平均 13.3%）とド
イツ（同 6.7%）では差が大きく、各国ごとのインパクトという意味ではアイルランドへの
影響は大きいが、ドイツは限定的である。しかし、ドイツの対英輸出額の大きさを考えると、
ドイツの対英自動車輸出が減少した場合のユーロ圏経済全体へのインパクトは相対的に大
きなものとなっている。

（4）EUにおける保護主義台頭のリスク
ブレグジット後の EUにおける保護主義台頭のリスクについても簡単に触れておきたい。

Global Trade Alertの分析によれば、2009年から 2016年の間に EUで作られた通商関連政策
は、49%が自由貿易制限的といった結果が示されている（図表 4）。英国が EUから離脱す
ることで、こうした動きが更に強まる可能性があるのではないか。英国は EU内においては、
北欧諸国と共に自由貿易の推進に積極的な国と位置付けられる。
実際、近年 EU内で勢力を強めている極右政党は、保護主義的な主張をする政党が多い。
例えば、国民連合のマリーヌ・ルペン党首は、2017年のフランス大統領選挙におけるマニ
フェストの中で、フランスの基準に適合しない製品の輸入販売の禁止や、「メイド・イン・
フランス」の支援を掲げていた。また、2018年のイタリア議会選挙では、極右政党、同盟
を含む右派連合グループがイタリア製品の保護を掲げていた。

Bertelsmann Stiftung（2018）が欧州ポピュリスト政党の支持者に行った世論調査によれ
ば、極右政党の支持者は一様にグローバル化に反対する傾向が強いとの結果が示されてい
る（図表 5）。反グローバル化を掲げる勢力の存在感が強まり、EU各国内の議会で議席を
占めるようになった場合、EUレベルでも保護主義的な政策が通りやすくなる可能性を否
定は出来ない。自国優先主義的な経済政策の追求は、各国経済に中期的な悪影響を及ぼす
可能性がある。

図表4　EU各国で2009～ 16年に
作られた通商政策

図表5　ポピュリスト政党支持者への
世論調査
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2．ブレグジットが欧州にもたらす金融面での影響 3

（1）国際金融センター、ロンドンの現状
現在、英国の首都ロンドンは、欧州随一の国際金融センターとしての地位を得ている。
英 Z/Yenグループが 2018年 9月に発表した世界金融センター指数（GFCI24）において、
ロンドンはニューヨークに次ぐ第 2位を獲得した（Z/Yen（2018））。しかし、ロンドンは 3
年ぶりに第 1位の座からは陥落し、同時にチューリッヒ（前回 16位→今回 9位）やフラ
ンクフルト（同 20位→ 10位）といった欧州他国の金融センターのランクが上がっている。
この点、GFCI24では、ブレグジットの影響が出始めているとの指摘がなされている。
英国立統計局（ONS）によれば、全英で約 130万人が金融・保険等（以下金融サービス）
に従事し、240万人が法務、会計、経営コンサルティングなど関連専門サービス（以下関
連専門サービス）に従事している（2018年 3月）。2016年の実績では、金融サービス業の
内訳として、銀行業は約 40万人、保険業は約 10万人となっている。同じく、関連専門サー
ビスについては、法務サービスが約 34万人、会計サービスが約 36万人、経営コンサルティ
ングサービスが約 51万人となっている。その他、本店関連の業務を行っている従業者も約
25万人いる。
欧州の他都市との比較では、Batsaikhan et al.（2017）が、欧州の主要金融センターに関
して各都市の人口や、粗付加価値の比較等を行っている。Batsaikhan et al.（2017）の分析
をベースにして、欧州の主要 3金融センター（ロンドン、パリ、フランクフルト）とニュー
ヨークの幾つかの関連指標の比較を行うと、図表 6のようになる。
英国の特徴は大きく 3点ある。第 1は、金融サービス人口が首都に集中している点である。
各都市の金融サービス雇用者数を全国の金融サービス雇用者数で割り人口の集中度を求め
ると、英国では、金融サービス雇用の約 3割がロンドンに集中している。パリやフランク
フルトと比較してもこの比率は高い。
第 2は、クロスボーダーで金融サービスや関連専門サービスの提供が積極的に行われて
いる点である。英国の 2017年の金融サービス収支は 686億ドルの黒字、関連専門サービス
についても 166億ドルの黒字となっている。これはほぼ収支が均衡しているフランスやド
イツとは大きく異なる。
第 3は、金融取引が集中している点である。BIS（2016）によれば、世界で行われる為
替取引の約 4割が英国で行われており、この点では米国を上回っている。特筆すべき点は、
主要通貨だけでなく、人民元やルーブルといった新興国通貨についても相応のシェアを得
ている点であろう。

（2）英国の国際金融センターとしての地位はどうなるか
現在、在英金融機関は、「パスポート」と呼ばれる EUの単一免許制度の下、1か国で営
業免許を取得すれば残りの 27カ国に対して自由にクロスボーダーで金融サービスを提供す
ることが出来る。しかし、英国が EUを離脱した場合、英国でパスポートを取得していた
金融機関は、この免許を喪失し、EU域内で国境をまたぐサービス提供が出来なくなって
しまう。今後も同様の金融サービスを提供するには、他の EU 27カ国のどこかで関連パス
ポートを取得し直す必要があり、業務移転に伴う人材流出が懸念されている 4。
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業務移転の規模感を測る一つの目安として、金融サービス雇用者の流出規模を推計する
という手法がある。図表 7は、雇用流出に関するいくつかの分析をまとめた結果である。
推計されている母集団には違いがあるため、一概に横並びの比較は出来ないものの、10%
前後の雇用流出が推計されるケースが多く、今のところ金融雇用の流出の動きは総じて限
定的なものになる公算が大きい。移転先については、EY（2018）によれば、銀行業はドイ
ツ・フランクフルト、アセットマネジメント業はアイルランド・ダブリンとの回答が多い。
ブレグジットの影響を資産の流出という観点からみる方法もある。Sapir et al.（2017）は、

2014年時点での在英銀行保有資産約 10.2兆ユーロのうち、約 5割の 5.2兆ユーロがホール
セール関連資産であり、保有資産総額の 17%、ホールセール関連資産の 34%に相当する約

図表6　国際金融センターの比較

単位 時点 英国
（ロンドン）

フランス
（パリ）

ドイツ
（フランクフルト）

米国
（ニューヨーク） 出所

人口
全国 千人 2018 66,051 65,098 82,838 328,434 IMF(2018)
各都市 千人 2018 9,046 10,901 650 8,175 World Population Review(2018)

各都市への人口集中度 ％ 2018 13.7 16.7 0.8 2.5

金融サービス
(※ 1)

雇用者 (全国） 千人 2017/2018 1,278 859 1,265 6,329 Eurostat(2018),BLS(2018),
ONS(2018)

雇用者（各都市）(※ 2) 千人 2015/2018 396 134 155 478.2 Eurostat(2018),ONS(2018)
各都市への雇用集中度 ％ NA 31.0 15.6 12.3 7.6

粗付加価値額 名目 GDP比、％ 2016 7.3 4.1 3.9 7.5 Eurostat(2018)

各都市への GVA集中度 ％ 2011 52 23 NA NA Europe 
Economics(2011),ONS(2015)

サービス収支 10億ドル 2017 68.6 5.4 10.2 72.6 UNCTAD(2018)
税収 総収入比、％ 2016 11 NA NA NA TheCityUK(2018)

専門サービス
（※ 3）

雇用者（全国）（※ 4） 千人 2017/2018 2,435 4,287 2,597 20,968 Eurostat(2018),BLS(2018),
ONS(2018)

雇用者（各都市）（※ 4） 千人 2015/2018 830 443 496 761.9 Eurostat(2018),BLS(2018),
ONS(2018)

各都市への雇用集中度 ％ NA 34.1 10.3 19.1 3.6
粗付加価値額（※ 5） 名目 GDP比、％ 2015/2016 5.4 5.0 4.2 5.6 Eurostat(2018),BEA(2018)
サービス収支（※ 6） 10億ドル 2017 16.6 -0.1 -0.5 24.2 UNCTAD(2018)

銀行業

預金金融機関 (MFI)数 社 2017 370 422 1632 NA ECB(2018)
うち他のユーロ圏支店 社 2017 74 43 57 NA ECB(2018)

総資産 10億ドル 2016 8,038 7,533 7,045 16,053 TheCityUK(2017)
うちホールセールシェア ％ 2016 50.9 NA NA NA Sapir et al.(2017)
うちリテールシェア ％ 2016 49.1 NA NA NA Sapir et al.(2017)

為替市場

FX（ドル） 世界シェア、％ 2016 37.3 2.7 1.7 19.2 BIS(2016)
FX(ユーロ ) 世界シェア、％ 2016 43.4 5.1 3.3 19.4 BIS(2016)
FX（人民元） 世界シェア、％ 2016 15.3 0.4 0.6 9.5 BIS(2016)

FX(ルーブル） 世界シェア、％ 2016 28.0 0.5 1.0 7.5 BIS(2016)

デリバ市場

OTC金利デリバ（ユーロ）世界シェア、％ 2016 75.2 13.2 2.2 0.9 BIS(2016)
OTC金利デリバ（ドル） 世界シェア、％ 2016 14.4 1.8 0.2 78 BIS(2016)

クリアリングハウス LCH Ltd, CME,
LME, ICE LCH SA Eurex AG CME, ICE

LCH LLC
BIS payment clearing and 
settlement statistics

株式市場
株式時価総額 10億ドル 2017 4,445 4,393 2,226 32,121 WFE(2018）
上場外国企業数 社 2016 479 115 NA 873 TheCityUK(2017)

投資運用 年金保険・投資信託残高 10億ドル 2016 6,882 4,501 NA 46,548 TheCityUK(2017)

（注）※１金融保険サービス。英 SIC、EUNACErev.2における産業区分 K。※ 2英・ロンドンは職業数ベー
ス。独・フランクフルトの雇用者数はヘッセン州のもの。英国と米国は 2018年、その他は 2015年。※ 3
英 SIC、EUNACErev.2における産業区分M（法務、会計、マネージメントコンサルティング等を含む専門・
科学・技術サービス業 )と N(行政および支援サービス )。または国際収支統計マニュアル第 6版における、
拡張国際収支サービス分類（EBOPS）の 10.2.1（法務、会計、マネージメントコンサルティング及び、行
政関連サービス）。※ 4フランクフルトの雇用者数は、ヘッセン州のもの。英国は 2018年 3月、米国 2018
年 6月、欧州は全国では 2017年、各都市は 2015年。英国は産業分類Mのみ、その他は産業分類Mと N。
※ 5産業分類Mと N（行政および支援サービスを含む）。※ 6法務、会計、マネージメントコンサルティ
ング及び、行政関連サービス (EBOPS10.2.1)。
（資料）Batsaikhan(2017), BIS(2016),BLS,TheCityUK(2017),TheCityUK(2018),ECB(2018),IMF(2018),Sapir et al. 
(2017),UNCTAD(2018),WFE(2018),World Population Review(2018)
より、みずほ総合研究所作成
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1.8兆ユーロが EU顧客向け資産として移転の可能性があると推計した（図表 8）。
欧州における米銀の取引は、概ね大手 5行（J. P. Morgan、Citigroup、Goldman Sachs、

Bank of America Merrill Lynch、Morgan Stanley）に集約される。Goodhart et al.（2016）は、
米投資銀行大手 5行の 2014年時点での欧州各国における取引分布を推計し、英国が 91.9%
と圧倒的なシェアを占めるという結果を示した。これまで在英米銀は、主にロンドンにホー

図表7　ブレグジットの雇用流出に係る試算

図表8　在英金融機関の EU 向けホールセール・バンキング資産
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ルセール関連資産を集中させ、大陸欧州やその他世界に対してクロスボーダーでサービス
を提供してきたと考えられる。欧州における英国への資産集中度の高さや、米銀一行当た
りの資産規模を考えた場合、米銀の動向がブレグジット後の金融機関移転の趨勢を決する
可能性がある。

（3）ブレグジットが EUの金融市場に与える影響
ブレグジットが EU全体の金融システムにどこまで影響を及ぼすかは、ブレグジット後
に EU 27カ国の金融システムや金融市場の統合がどこまで進むか、換言すれば、資本市場
同盟（Capital Markets Union：CMU）や銀行同盟（Banking Union）がどこまで進むかによ
るとの指摘が多い（Sapir et al.（2017））。ブレグジットにより一定の金融システムの地理的
な分散が起こると予想されるが、制度変更によって、地理的な分散がもたらし得る非効率
をどこまでカバーできるのかにより、最終的な EU金融システムへの影響は異なろう。

pwc（2018）は、英国と EU 27カ国の相互市場アクセスが分断化されるとの前提の下で、
2030年における金融サービス業の粗付加価値へのインパクトを計算し、EU 27カ国ではベー
スライン対比 0.29%低下すると推計している。リロケーションに伴い、被移転国には一定
の粗付加価値へのプラスの寄与があるものの、追加的な資本コストの発生、流動性の低下、
労働生産性の低下といった効率性の全体的な低下が、粗付加価値を押し下げる可能性があ
ることを指摘している。

EUは、ブレグジットを契機として、ユンカー欧州委員長の下で進めてきた CMUの完成
を急いでいる。2015年 2月に発表されたグリーンペーパーを皮切りに、同年 9月には 2019
年までに基盤を作るためのアクションプランが発表された。欧州委員会はその後も相次い
で関連法案を提出し、2018年 4月時点ではアクションプランで示された 6つの重点分野の
うち、5つの分野にわたる 13の法案が提出された（Sapir et al.（2018））。CMUの詳細につ
いては本稿では立ち入らないが、現在の EU域内の金融システムの対英依存度の高さを考
えた場合、英国が離脱した後は、クロスボーダー投資の自由化などを通じた資本市場の育
成と、適切な監督に向けた制度や組織の強化が同時に必要となる 。

CMUと補完的な関係にあると言える銀行同盟についても進展が待たれる。銀行同盟を構
成する 3つの柱のうち、単一監督メカニズム（SSM）と、単一破綻処理メカニズム（SRM）
については既に出来上がっているが、預金保険スキーム（EDIS）についてはドイツが債務
の共通化に通じるとして慎重な姿勢を示してきたこともあり、実現が遅れてきた。しかし、
2018年 6月の独仏政治宣言（メセベルク宣言）において、ドイツも南欧諸国の不良債権処
理の進展などを前提として、EDISを進めていくことに改めて合意した。

3．まとめ
本稿での議論をまとめると、以下の通りである。第一に、ブレグジットが英国経済に与
える影響については、EUの一員である現状よりは中期的に GDPを押し下げる可能性があ
る。その影響度については、英国が第三国とどれだけ幅広い FTAを締結できるかによって
異なる。経済構造については、製造業のサプライチェーンに影響を及ぼす可能性などが懸
念される。第二に、EU経済への影響については、経済的に密接な関係を持つアイルラン
ド共和国への影響が大きい。財別にみれば輸出金額が大きい自動車産業などへの影響が懸
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念されるが、その点ではドイツが影響を受け易い。
第三に、英国の金融サービス業への影響については、金融資産や労働者のロンドンから
の一定の移転は免れ得ないように思われる。しかし、これらの移転は部分的なもので、ロ
ンドンからの金融資産や人的資本の流出は数 %から多くとも 20%程度にとどまる。EU側
への影響としては、金融仲介機能の分散化に伴う域内金融市場の非効率性が発生する可能
性がある。CMUの推進などを通じた域内金融システムの統合が求められる。（以上）
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1 ここで言うシナリオとは、主にノルウェーのように欧州経済領域（EEA）に離脱後の英国が加盟する
穏健な離脱シナリオ、カナダのように EUと FTAを締結するシナリオ、何も通商協定を結ばずにWTO
のルールの下で貿易を行うシナリオ。

2 Honda Motor Europe Ltd.は、英下院ビジネス、エネルギー、産業戦略特別委員会へ提出した書面証拠
（House of Commons（2018））の中で、EU関税同盟に英国が残留していることの重要性について述べて
いる。中では、ジャスト・イン・タイムの生産方式を維持すべく、毎日 2百万の部品移動が自社のスウィ
ンドン工場にはあり、350台のトラックが EUからやってくるだけでなく、ドーバー港の推計（通関管
理が導入されれば、トラック一台当り 15分の追加時間を要することになる）に基づけば、350台のトラッ
クでは合計で約 90時間 /日の遅延が生じ、これは年間 85万ポンドのコスト増をもたらすとしている。
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3 本節の議論は、2018年の日本国際経済学会第 77回全国大会での報告「Brexit後の欧州金融市場の行方」
を下敷きとして新たに書き直したものである。

4 パスポートについては英政府も諦める中、第 3国の金融機関はロンドンからの一部業務移転と EU他
国での新たな許認可取得を既に発表している企業が多い。
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第 8章　 変容する NATOとトランプ政権の影響

合六　強

はじめに
冷戦終結後、NATO は長らく域外活動に傾注してきた。しかし、2014年春のロシアによ
るクリミア併合とウクライナ東部への介入を契機に、NATOは域内の領土防衛に回帰して
いる。加盟国のなかでとりわけ「東からの脅威」への懸念を強めているのが、ロシア系住
民を抱えるエストニアやラトビア、またロシアと国境を接するポーランドやリトアニア、
そして黒海沿岸のルーマニアやブルガリアといった国々である。いかにロシアへの抑止力
を高め、上記諸国を安心させるかが現在の NATOの優先課題となっている。
こうしたなか NATOの盟主である米国で誕生したのが、同盟軽視の姿勢を見せるトラン
プ（Donald Trump）大統領である。トランプは選挙中、NATOを「時代遅れ」と表現し、
応分の負担を負わない同盟国への批判を展開した。そして米国の防衛コミットメントに条
件を課し、同盟国の負担分担次第という立場をとった。またロシアのプーチン（Vladimir 
Putin）大統領を賞賛し、ウクライナ危機で冷え込んだ対ロ関係の改善に意欲を示した。こ
うした欧州安全保障に関わる一連の発言は、欧州諸国にトランプに対する不安感と嫌悪感
をもたらした。
以下では、まずウクライナ危機以来、NATOがこれまで東部・南東部地域に向けてとっ
てきた措置を概観する。続く第 2節では、この 2年間のトランプ大統領の言動とトランプ
政権の政策が、変容する NATOにいかなる影響を及ぼしているのかを分析し、第 3節では
これらが欧州同盟国の認識と行動に与えている影響を論じる。そして最後に、今後の展開
について考えてみたい。

1．NATOの変容

（1）冷戦終結後最大の集団防衛の強化
冷戦終結後、NATOはその任務を拡大してきた。創設以来の任務である「集団防衛」に
加えて、域外の平和と安定に貢献すべく「危機管理」や「協調的安全保障」を正式任務に
採用したのである。しかし 2014年以降、この 3つは依然として中核的任務と位置づけられ
ながらも、NATOは明らかに集団防衛を優先させ、冷戦終結後最大の強化を行っている。
①ウェールズ首脳会議（2014年 9月）

NATO諸国は、ウクライナ危機後初めて開催されたウェールズ首脳会議で「即応性行動
計画（RAP）」を採択した。これは、新たな安全保障環境に適応させる措置と、領土防衛に
不安を抱く同盟国を安心させる措置から成っていた 1。
まず「適応措置」として、各国が拠出する「高度即応統合任務部隊（VJTF）」（5000人規
模）を新設し、NATO即応部隊（02年創設）を 4万人規模まで強化した。これは「先遣部隊」
と呼ばれるように、決定後 48時間以内で域内周辺部に展開可能で、空・海軍、特殊部隊の
支援を受けることになっている。その他にも、常設海軍部隊の強化や装備の事前配備等が
行われている。他方、「安心供与措置」としては、NATO東部・南東部地域において継続的
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に軍事プレゼンスを示すことが確認された。具体的には、バルト三国における領空警備の
強化、バルト海・黒海における艦船増強、軍事訓練・演習の強化等である。
また RAPの一環として、「NATO部隊統合ユニット」がこれまでに、ポーランド、ハン
ガリー、スロバキア、バルト三国、ルーマニア、ブルガリアの 8カ国に新設されている。
これは、有事の際に NATO部隊の受け入れを調整する 40名程（ホスト国 20名、NATO各
国 20名）からなる小規模な組織である 2。
②ワルシャワ首脳会議（2016年 7月）
ウェールズ首脳会議から 2年、ワルシャワで開催された NATO首脳会議において、抑止・
防衛態勢のさらなる強化を目的に、東部向けの「強化された前方プレゼンス（EFP）」と南
東部向けの「テーラード前方プレゼンス（TFP）」が打ち出された 3。
まず EFPによって、ポーランド、リトアニア、ラトビア、エストニアに、それぞれ米国、
ドイツ、カナダ、英国が主導する多国籍大隊（計 4000人規模）が展開されている。ここに
はその他多くの同盟国も参加しており、平時には相互運用性の向上を図り、有事の際には
侵略に即対応することになっている。
また、黒海の安全保障環境が悪化するなか打ち出された TFPでは、同地域での軍事プレ
ゼンスを高めるとともに、ブルガリアやルーマニアの領空警備を支援している。さらにルー
マニアでは、南東部多国籍師団の本部が 17年に稼働し、そのもとで平時の訓練や演習が行
われている。
③ブリュッセル首脳会議（2018年 7月）
トランプ政権成立後、17年 5月の非公式首脳会談に次いで 2度目となるブリュッセル

NATO首脳会談では、終始トランプの同盟国を批判する発言に注目が集まった（後述）。し
かし実質的な成果もあり、「4つの 30」と呼ばれる「NATO 即応性イニシアティブ」が新た
に打ち出された。これは即応能力の強化を目的としており、機械化大隊と飛行中隊の 30部
隊と戦闘艦 30隻を 30日以内に必要な地域へ配備できる態勢を整えるものである。
また司令部改革も承認され、人員増加と 2つの司令部の新設が決まった。一つは大西洋
のシーレーン防衛のために米大西洋岸のノーフォークに設置され、もう一つは欧州域内の
部隊や装備品の移動の向上を図るため独南部のウルムに設置される。有事の際の増援を円
滑に行うことがその目的である 4。
以上のように NATOは通常戦力面で「即応性」を重視する措置を打ち出してきた。部隊
や演習が「多国籍」であるのは、NATOが拡大するなか頭痛の種となってきた同盟国（特
に欧州同盟国）間の脅威認識のズレやそれに伴う集団防衛に対する決意の差を埋め、同盟
の一体性を確保するためである。
また、いずれの部隊も「常駐」ではなく「継続的なローテーション」で配備されている
点にも注目すべきである。常駐は莫大なコストがかかるうえ、97年の「NATO・ロシア基
本議定書」で、NATOが示した大規模な戦闘部隊を新規加盟国に常駐させないとの方針に
反するからである。
これまでの措置に対して、地理的優位性や決意の差からロシアに対する通常抑止の信頼
性はいまだ不十分との評価もあり、これまで以上に強力なプレゼンスを求める専門家や関
係者の見解もある 5。今後ロシアとの関係やリソースの観点から、各国がより踏み込んだ
政策に合意できるか注視すべきであろう。
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（2）国防費に関する合意
上記の措置を履行していくには当然、財政的な裏付けが必要となる。そこでウェールズ
では、24年までに各加盟国の国防費を GDP比 2%まで引き上げるという目標、そしてあ
まり注目されていないが、国防費のうち研究開発を含む主要装備品に 20%を割り当てると
いう目標が定められた。
冷戦終結後、欧州の国防費は減少傾向にあり、米国はこれに強い不満を抱いてきた。06
年には上記目標について非公式に合意されていたが、金融危機のあおりを受けてほとんど
の国がこれを達成できていなかった。それゆえ、オバマ（Barack Obama）前大統領も「我々
のみで防衛負担を背負い続けることはできない」と公正な負担を欧州側に求めていた 6。
現在、14年の合意を受けて、全ての欧州同盟国が国防費の増額に踏み切っている。その
結果、15年以降、米国を除く同盟国全体の国防費も増加している（図 1）。またそれに伴い
NATO全体の国防費も上昇傾向にある 7。つまり、次節で見るようにトランプが同盟国に圧
力をかける前から、欧州の国防費は増やされていたのである。
とはいえ、18年の時点で 2%の目標を達成しているのは、米国を除くとギリシャ、エス
トニア、英国、ラトビアの 4カ国で、ポーランド、リトアニア、ルーマニアもまもなくこ
れに達すると見られている（図 2）8。ギリシャ、英国が 14年時点で既に基準値を満たし
ていたことに鑑みれば、合意後、目標に概ね達したのはロシアへの脅威認識を高めるバル
ト三国、ポーランド、ルーマニアのみということになる。それゆえ、ストルテンベルグ（Jens 
Stoltenberg）NATO事務総長は、近年の努力を評価しつつ、能力向上や負担の共有という政
治・軍事的観点から国防費のさらなる増加を各国に求めているのである。

2．トランプ政権と NATO

（1）防衛コミットメントと負担分担
トランプの選挙中の発言は欧州に不安をもたらした。これを払拭すべく政権成立直後か
ら、ペンス（Mike Pence）副大統領、マティス（James Mattis）元国防長官、ティラーソン
（Rex Tillerson）元国務長官は相次いで訪欧し、防衛コミットメントに対する揺るぎない姿
勢を確認した。また 2017年 12月の『国家安全保障戦略』でも、ロシアは「米国の欧州に
対するコミットメントの信頼性を弱め、米欧の結束の基盤を掘り崩し、欧州の制度や政府
を弱体化させている」と批判的に書かれ、米国は北大西洋条約第 5条の集団防衛に関与し
続けるとの意志が明記されている。こうした認識は翌年 1月の『国防戦略』の概要でも示
されている。
しかし、大統領の発言は揺れている。トランプは 17年 5月の NATO首脳会談前の演説
において、防衛コミットメントを明言することを避けた。原稿では 5条への言及があった
ものの、演説直前にそれが削られたという 9。しかしこれには大きな批判が寄せられ、翌
月のルーマニアの大統領との記者会見において、記者からの質問に答える形で初めて 5条
支持を明言した 10。またその後のワルシャワ演説では、「米国は単に言葉だけでなく行動で
もって、相互の防衛コミットメントである 5条を断固として支持していることを示してき
た」と公式に述べた 11。これ以降、5条そのものへの支持を撤回する公の発言は見られないが、
18年 7月には、新規加盟国のモンテネグロを例に出して欧州の戦争への「巻き込まれの不安」
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を口にするなど、その決意には揺らぎが見られる 12。
他方、この 2年間で一貫しているのは負担分担に関する要求である。この問題は NATO
の歴史とともに古く、歴代米政権が不満を抱いてきたテーマである。冷戦終結後も問題は
解決せず、NATO全体の国防費のうち米国の占める割合が 7割前後に達したことで、前政

図1　米国を除くNATO諸国の国防費の変化（対GDP比）
%

図2　NATO諸国の国防費（対GDP比）
%

（図 1、2ともに NATO、Defence Expenditure of NATO Countries (2011-2018)を基に筆者作成。（2010年の価
格と為替レートに基づく。））
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権でもタダ乗りへの強い不満が表明されていた。その意味では、トランプが応分の負担を
求めることは突飛なことではない。政権内で同盟を重視する立場であったマティスらも、
当初からこの点については繰り返し取り上げていた。
だが、トランプが歴代大統領や政権内の同盟重視派と異なるのは、同盟の価値を理解せず、

「なぜ金を払わない国を守らないといけないのか」と考えている点である。17年の NATO
首脳会談時に、トランプは「米国民と納税者にとり不公正である」と不満をぶちまけ、同
盟国首脳に義務を果たすよう荒々しく迫った 13。また 18年 6月にはドイツを含む数カ国に
書簡を送りつけ、目標を達成しないのであれば、NATOに対する米国の立場を変えるかも
しれないと伝えた 14。翌月の NATO 首脳会談でも同様の脅迫めいた発言をしたり、米国も
達していない GDP比 4%の国防費を求めたと報じられている 15。また同時期には、NATO
からの離脱も検討していたという 16。トランプにとって、同盟は一方的負担でしかないと
いうことであろう。
こうした考え方は、彼の支持者にも共有されている。17年秋の調査によれば、米国民の

69%が NATOは重要だと考えているものの、トランプ支持者の 60%は、NATO同盟国が国
防費を増やさなければ、実際に増額するまでコミットメントから撤退すべきと考えている。
こうした結果は、彼の強硬姿勢を後押しすることはあっても、軟化させることはないだろ
う 17。

（2）トランプ政権の対欧州安全保障政策の実態
このようにトランプは大統領就任後も NATOを軽視する発言を繰り返してきた。しかし
こうした「発言」にもかかわらず、トランプ政権

3 3

の「行動」に注目すれば、オバマ政権か
らの継続性も色濃く見られる。
まずは、欧州における米軍プレゼンスが維持・強化されている点である。トランプ政権は、
予定通りワルシャワ首脳会議で合意されたEFPを履行し、17年の間に 770人程の部隊をポー
ランドに配備した。
またウクライナ危機を受けてオバマ政権下で始まった米独自の「欧州抑止イニシアティ
ブ（EDI）」についても継続している 18。これは、演習・訓練の強化、装備の事前配備、イ
ンフラ整備、新規同盟国やパートナー諸国の能力強化を通じて、対ロ抑止力を高め、同盟
国に安心を与えることを目的としている。
ここで注目すべきは、EDI予算がトランプ政権成立後、急増している点である（図 3）。
そして 18年には EDI のもと、3300人規模の機甲旅団戦闘団（ABCT）と 1700人規模の戦
闘航空旅団（CAB）が NATO東部・南東部にローテーション配備された。米側からは、こ
うした実績こそが防衛コミットメントの証として同盟国に提示されている 19。
また対ロ関係でも継続性が見られる。確かにトランプは、大統領就任後もロシアによる
大統領選介入を否定したり、クリミア併合はオバマの責任と主張するなど、引き続き対ロ
関係の改善に意欲的である。
しかし、実態として米ロ関係はむしろ悪化している。その要因としてまず挙げられるのが、
いわゆる「ロシア疑惑」である。トランプは疑惑を否定しているが、これが連日メディア
を賑わせていることで、抜本的な関係改善に積極的になれずにいる。
第二の要因は連邦議会の動きである。トランプは選挙中から対ロ制裁の解除を示唆して
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きたが、議会は 17年夏、制裁の緩和・解除について議会承認を求める条項を盛り込んだ制
裁強化法案を圧倒的多数で可決し、大統領に署名をのませた。18年秋の中間選挙の結果、
民主党が下院を奪還したことで、今後「ロシア疑惑」への追求が一層強まったり、制裁が
さらに強化される可能性がある。
そして第三の要因は何よりも政権として関係改善に逆行する政策がとられていることで
ある。17年 4月にシリアへの軍事攻撃に踏み切り、18年 3月には英国での元スパイ毒殺未
遂事件を受けて 60人のロシア外交官を国外に追放した。そして翌月には、オバマが承認し
なかったウクライナ政府への殺傷兵器の供与を開始した。さらに、以前から問題視されて
きたロシアの INF全廃条約違反についても、これへの対抗措置として条約離脱を表明した。
『国家安全保障戦略』でもロシアを「修正主義国家」と位置付けており、対ロ関係の改善は
容易ではない状況にある。
もちろん米ロ関係の悪化は、ロシアとの対話を重視したり、早期の関係正常化を望む一
部同盟国を難しい立場に置くことになる。対ロ制裁強化法が成立した際、EUや欧州の一
部から、ロシアの天然ガス輸出に関連する欧州企業も制裁対象になりかねないと反発がで
た。また INF条約については、ロシアの違反に NATO全体として懸念を示してきたものの、
米国の唐突な決定に欧州では困惑が広がっている。こうしたなかトランプが同盟国の利益
を犠牲にしてプーチンと短期的な「取引」を優先するのではないかとの当初の疑念は緩和
されつつあり、むしろ個別のイシューで突発的に強硬姿勢がとられることへの危惧もみら
れる。
以上のように政権が実際にとっている政策は、欧州同盟国に一定の安心感をもたらすも
のであり、現段階で NATOの抑止・防衛態勢そのものへの影響は少ない。とはいえ、大統
領の発言や政権から発せられるメッセージの一貫性の欠如に同盟国が振り回されているこ
とは事実であり、同盟の盟主としての米国の信頼や指導力が低下したことは否めない。

3．欧州同盟国の反応
トランプの言動を受けて、仏独を中心に欧州独自の防衛協力・統合の必要性を強調する

図3　米国のEDI 予算

（Offi ce of the Under Secretary of Defense (Comptroller), “European Deterrence Initiative, Department of Defense 
Fiscal Year (FY) 2019,” Feb 2018を基に筆者作成）
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発言が目立っている。まず、フランスのマクロン（Emmanuel Macron）大統領が 2017年 9
月の演説で打ち出し、18年 6月に始まったのが「欧州介入イニシアティブ（E2I）」であ
る。これは、欧州周辺の危機に迅速かつ協調して対応・介入するため、有志の参加国間
で共通の戦略文化を養うことを目的としており、「欧州の戦略的自律（European Strategic 
Autonomy）」を促す狙いがある。NATO・EU枠外での取り組みであり、英国やデンマーク
を含む欧州の 10カ国（18年末段階）がこれに参加している 20。
また EUレベルでも、この分野での協力に消極的だった英国の EU離脱決定やトランプ
の言動を受けて、リスボン条約にすでに規定されていた「常設軍事協力枠組み（PESCO）」
に関する交渉が独仏主導のもと加速し、17年 12月に始動した。現在、兵器・装備品の共
同調達・開発、共同訓練や相互運用能力の向上などを目的とした 17の事業が立ち上がって
おり、これには英国、デンマーク、マルタを除く EU25カ国が参加している 21。
留意すべきは、いずれも NATOをはじめとする既存の枠組みと矛盾せず、むしろそれを
補完するものだと説明されているという点である。「欧州の戦略的自律」の促進と能力向上
によって、防衛負担に関する米国からの長年の要求に答えようとしているのである。
ただし、パリ協定やイラン核合意、INF条約などからの離脱にみられるように、トラン
プが仏独の方針と逆行する諸政策をとるなかで、両首脳は、欧州の一層の自律を模索し、
その利益を守らなければならないと考えているようである。トランプへの不信感は、「欧州
は中国、ロシア、米国から自らを守る必要がある」というマクロンの発言や、「欧州は自ら
の運命を自らの手で引き受けなければならない」といったメルケル（Angela Merkel）の発
言となって表れている。そしてマクロンは、他国に依存しない「真の欧州軍」の創設を呼
びかけ、メルケルもこれを支持している 22。
欧州軍、または防衛統合の必要性は、これまでも米国の防衛コミットメントの信頼性が
低下したり、米欧同盟が危機に陥るたびに語られてきた。しかし、それが超国家的であるか、
また対米関係にいかに影響を及ぼすかなどをめぐり各国は分裂し、実現してこなかった。
マクロンやメルケルが語る「欧州軍」についても現段階では曖昧で、それゆえ両者がその
必要性に合意できている面がある。しかし今後、その姿が徐々に明らかになるとき、両国
が実現に向けて協調できるかは不確かである 23。
また、仏独同様にトランプの米国に懸念を抱きつつ、欧州の枠組みよりも、対米関係を
より深化させようとするポーランドやバルト三国といった国も存在する。
ウクライナ危機の直後、これらの国々は、NATO、とりわけ米軍の大規模戦闘部隊の常
駐や NATO基地の設置を求めた。それは軍事的目的からのみならず、同盟内で NATO基地
を有していないという差別的な扱いを解消するためでもあった。しかし、「NATO・ロシア
基本議定書」の破棄に繋がるこの要求には、ドイツなど他の同盟国が反対し、結果的には
持続的なローテーションによる小規模部隊の配備に落ち着いた。その後、NATO、米国に
よる安心供与措置は強化され、その不満は解消されつつあるが、完全には満足しておらず、
これらの国はさらなるプレゼンスを求めてきた。
トランプ政権成立後、こうした働きかけはより活発になっており、これらの国は同盟の
枠外でも対米関係を強化しようとしている。バルト三国の指導者は、トランプから負担分
担の「模範国」という言葉を引き出すとともに、防空ミサイルの配備などを米側に求めて
いる 24。
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またポーランドのドゥダ（Andrzej Duda）大統領は 18年 9月のトランプとの首脳会談の
際に、米軍の常駐と恒久的な基地の建設を求め、20億ドルの負担を申し出るとともに、基
地名は「トランプ要塞」と呼ばれることになるとまで述べた。この提案については、現在
米上院の要求を受けて国防総省で検討されているが、専門家の間では論争も生じている。
米軍常駐は抑止力の向上に寄与し、これらの国に一層の安心感を与えるものである。しか
し、これはロシアとの軍拡競争を加速させるのみならず、他の欧州同盟国からの反対によ
り欧州、そして NATOが分裂するというリスクも孕んでいる。また米国との二国間協定に
基づく措置は、NATOの一体性を損なう危険もある 25。国防総省の報告書は 19年 3月に上
院に提出される予定だが、これらの論点がいかに評価されているのか注目すべきであろう。
自力での領土防衛が難しいポーランドやバルト三国にとって NATO、そして何よりも米
国は自国の安全保障の要であり、トランプの米国であっても関係を深めていく以外に選択
肢はない。これらの国は、欧州の協力や統合に必ずしも否定的ではないが、ロシアの脅威
に直面するなか中長期的にこれを模索している余裕はない。
以上のように短期的にはいずれの同盟国もNATOを安全保障政策の中軸に据えているが、
長期的視点から仏独が欧州の自律を強調する一方、ポーランドやバルト三国は米国の撤退
を招きかねない「欧州の戦略的自律」という概念には非常に懐疑的である。脅威認識のズ
レから生じていた欧州内の溝が、トランプの登場によって増幅されているのである。

4．今後の展望と課題
これまで見てきたように、トランプの発言に注目すると、戦後米外交の伝統からの逸脱
は明らかであり、同盟国にとってその存在は不安の種であり続けている。また自由や民主
主義、法の支配といった価値を軽んじ、既存のリベラルな国際秩序を維持することに無関
心な姿勢は、同盟の価値基盤を蝕んでいる。
他方、政権として実際にとられている政策は、前政権の延長線上に位置付けることが可
能であり、むしろ米軍のプレゼンスは強化されている。政権内には NATO離脱に反対する
側近もいまなお存在し、また連邦議会では、議会承認なしに大統領が離脱を決めることを
防ぐ法案が提出され、下院では圧倒的多数で可決された。こうしたなかトランプが離脱を
選択するコストは非常に高い。
当然トランプが NATO離脱の意向を側近に漏らしていたという情報は、同盟国にとって
は懸念材料でしかない。また、NATOの重要性を理解するマティスなどの主要閣僚や、国
務省・国防総省の欧州担当の政府高官が政権を去ったことで、米国が離脱を選択しなくと
も、欧州への関与を緩める方向に舵を切っても不思議ではない。同盟国は少なくとも 2年
間は、トランプの不確実性に対応していかなければならない。

NATOとしては、トランプの衝撃をいかに抑えるかが重要な課題となる。これまでのと
ころストルテンベルク事務総長は、トランプと良好な関係を築いている。各国の指導者と
は異なり、世論をさほど意識せずに済む立場から、時にはトランプの負担分担に関する指
摘を擁護し、トランプからも満足の意が示されている。また首脳会談で承認すべき措置や
宣言の文言については、各国の事務方との事前折衝のなかで粛々と進めており、その結果、
実質的な成果が出ている。今後もこのような静かな進め方が、トランプの存在にもかかわ
らず、さらなる成果を得る有効な手段となってくるだろう。
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今年、NATOは創設 70周年を迎える。安全保障環境が急速に悪化するなか、本来であれ
ば盛大な首脳会議が開かれ、2010年以来更新されていない「戦略概念」について新たな方
向性が示されるタイミングである。しかし、トランプが大統領にいる限り、首脳会議は開
催せず、外相・国防相級会議で着実に成果を追求するべきだとの声もあり、これまで危機
を幾度も乗り越えてきた NATOがいかにダメージコントロールを行うかは注目すべきであ
ろう。
また米国以外の同盟国にとっては、短期的には国防費を増額していく他ない。17年の

NATO首脳会議では目標達成のための行程表を作成することに合意したが、多くの国にと
り国防費を急増すること、またそもそもこの目標を実現することは容易ではない。この問
題で特に重要になるのがドイツの動きである。ドイツでは 2%の目標を達成するのは非現
実的で、人道支援や開発援助なども貢献に含めるべきとの声がある。他方、18年秋の調査
をみれば、ドイツ国民の 43%が国防費増額を支持しており、前年より 11ポイントも上昇
している 26。トランプ政権成立以前の首脳会議で目標に合意したという事実も無視できず、
メルケルがこれに向けた努力を続けることが、米国、そしてトランプの不満を宥めること
に繋がるだろう。
そもそも同盟の負担分担は根本的解決が難しい問題である。これまでも米国は、欧州に
防衛負担を求めながらも、欧州がその利益に反する形で自律することには警戒してきた（例
えば NATOとの重複や兵器調達）。他方の欧州側も、一層の自律を模索しても、米国の反
発を招き、究極的にはその撤退に繋がるのではないかと恐れてきた。米国がどの程度の自
律を許容し、欧州がどの程度の自律を覚悟できるのか。今後この均衡点をいかに見出すか
が重要になってくる 27。
それでは中長期的視点からトランプ外交は米外交の構造的変容を示しているのか、また
米国は今後も欧州の信頼できる安全保障パートナーであり続けるのか。トランプの登場に
より、こうした論点をめぐり欧州諸国は苦悩を深めている。その一例として、現在ドイツ
では外交・安全保障政策の方針をめぐる論争が生じている。対米関係を外交政策の中心に
据える「大西洋主義者」が、トランプを米外交の例外と捉え、いま米国に背を向けて外交
の基軸を転換させることで生じる安全保障上のリスクを警告する一方、「ポスト大西洋主義
者」は、米外交にみられる変化は中長期的なものであるから、新たな外交の活路を模索す
べきと反論している 28。またこれと並行して、米国の「核の傘」に依存してきたドイツは、
米国の撤退に備えて独自核や欧州レベルの核戦力や核抑止力を追求すべきか、そしてそれ
は実現可能かについての論争も展開されている 29。以上はあくまでも専門家の間で生じて
いるものであり、米外交の変化を構造的なものとして捉えるかどうかで立場が変わってく
る。
日本にとって、安全保障面で米国との同盟関係以外の選択肢は当面考えられない。もち
ろんそれは NATO欧州諸国にとっても同様である。喫緊の課題としてトランプ外交に適応
していくことは重要であるが、中長期的な視点から、戦後の国際秩序を主導し、同盟の盟
主であった米国の外交が構造的に変容しているかを見極め、そうであるならばいかなる方
策が取りうるのかについて検討していくことは、欧州にとっても日本にとっても今後も必
要な作業となろう。

（2019年 1月脱稿）
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鶴岡　路人

はじめに
2019年 2月 2日、米国政府は INF（中距離核戦力）全廃条約（以下、INF条約）の履行
を停止し、条約からの離脱に向けた正式な手続きに入った 1。このままいけば、6ヶ月後の
2019年 8月 2日には条約が終了することになる。1987年 12月に米国と当時のソ連との間
で締結された INF条約は、射程 500キロから 5,500キロの地上発射の弾道および巡航ミサ
イルを全廃するという画期的な核軍縮条約であり、冷戦終結への道を大きく開くものだっ
た。そのため、INF条約の終了は、核軍縮という観点では大きな後退であると同時に米露
関係悪化の象徴でもあり、欧州そして世界の安全保障環境にいかなる影響をもたらすかが
注目されている。
そこで本稿では、第 1節で、トランプ（Donald J. Trump）政権による INF条約離脱の決
定の背景と欧州側の懸念を概観する。そのうえで第 2節では、米国を含めた NATOにおけ
る議論の推移を振り返ることで、INF条約問題に関する NATOにおけるコンセンサス形成
のプロセスを明らかにする。そこで鍵となったのは「インテリジェンス外交」とでも呼ぶ
ことのできる、インテリジェンス共有をめぐる同盟国間の駆け引きであった。第 3節では、
INF条約が終了に向かうなかで、今後いかなるシナリオが考えられるかを分析し、第 4節
では、INF条約をめぐる一連の過程が日本に突きつける課題を整理することにしたい。

1．米国の思惑と欧州の懸念
INF条約からの離脱という米トランプ政権の決定の背景には、大きく分けて 3つの要素
があったといえる。第 1は、当然のことながらロシアによる条約違反である。米国はオバ
マ（Barack Obama）政権時代の 2014年から、ロシアの条約違反を指摘してきた。INF条約
からの離脱を支持してきたのは主として共和党系だったが、ロシアが守らない条約は米国
や同盟国の安全保障にも国際的な核軍縮にも資さないとの考え自体は、米国内では幅広い
支持を得てきたといえる 2。
第 2は、INF条約に加盟していない諸国による INFに相当するミサイルの保有、さらに
その拡大である。インドやパキスタン、イランなども含まれるが、ここで焦点となるのは
中国である。トランプ自身、INF条約の文脈ではロシアが条約違反をしていることに加えて、
そもそも条約に入っていない中国が INFを開発・配備している事実を指摘し、「受け入れ
られない」としている 3。ハリス米太平洋軍司令官（当時）は 2018年 2月に米議会下院軍
事委員会において、中国が保有するミサイルの約 95%が――INF条約で米国は保有が認め
られていない――中距離弾道ミサイル（IRBM）であり、この分野での進歩が著しいと述
べている 4。中国との間に「ミサイル・ギャップ」が存在するため、米国の側もアジア太
平洋地域において地上発射の中距離ミサイルを保有することが、対中戦略のために必要で
あるとの見方は以前から示されていた 5。これは、今回の INF条約離脱の米国の決定にあたっ
ても、ロシアより中国が念頭にあったとの解釈につながる。しかし、以下本稿でみるように、
INF条約からの離脱に関する米国の外交は、主として NATOを対象に行われたのが現実で



第 9章　ポスト INF条約の NATOと欧州安全保障

̶ 98 ̶

あった。加えて、後述のとおり、中国への対応で米国側にも地上発射のミサイルが必要で
ある軍事的根拠は不明確である。
トランプ政権の INF条約離脱決定の第 3の要因は、まさに「トランプ・ファクター」と
もいうべきものであり、国際条約に米国が拘束されること自体を忌諱する立場である。こ
こで重要な役割を果たしたのは、従来から INF条約に批判的だったボルトン（John Bolton）
国家安全保障問題担当大統領補佐官であったといわれる 6。その意味では「ボルトン・ファ
クター」でもある。あるいは、それはイデオロギーだったともいえる 7。核軍縮を掲げた
オバマ政権では現実的な選択肢になりにくかったものが、トランプ政権では可能になった
ということである。
他方、欧州で INF条約の破棄を望んでいた政府は皆無だったといってよい。INF体制の崩
壊により最も直接的な（悪）影響を受けるのが欧州だと考えられていたからである 8。ただし、
ロシアが INF条約違反の新たなミサイルを開発・配備しているとすれば、脅威にさらされ
るのは欧州であり、本来であれば、米国よりも欧州が先に声を上げてもおかしくなかった 9。
しかし、脅威認識が広まらなかったのみならず、ロシアの INF条約違反の認定にも消極的
だった。その背景としては、インテリジェンスの不足が大きい。しかし同時に、ロシアの
条約違反を認定してしまえば、何らかの軍事的対応策が必要になる可能性が高まるが、そ
れを避けたいとの思惑があったことも否定できない。そうしたなかで、INF条約の破棄に
ついては、冷戦末期以降の欧州安全保障や核軍縮体制を崩すものとの議論や、気候変動に
関するパリ協定やイラン核合意（JCPOA）などに次ぐ、国際的合意へのトランプ政権の敵
意といった文脈での理解が主流を占めるようになった。

2．NATOにおける議論の展開――何が問われたのか
ロシアによる INF条約違反については、2014年にオバマ政権が報告書で公に指摘して以
降、NATOにおいても議論されるようになった。しかし、NATOでの議論が一直線に進む
ことはなかった。その最大の要因は、欧州諸国が INF条約の存続を望んだことだったが、
実質的な焦点となったのはロシアの条約違反の認定の可否であった。

（1）進まない議論
2014年 7月の年次報告書で米国務省は、ロシアが INF条約下の義務に違反しているとし、
この「懸念（concerns）」を前年からロシアに対して提起しており、今後も懸念の解消のた
めに問題を提起し続けるとした 10。他方で、保秘の観点から、ロシアのいかなるミサイル
が条約違反であるかなどの詳細は一切明らかにしなかった。同年 9月に英ウェールズで開
かれた NATO首脳会合の宣言文書は、軍備管理・軍縮について触れた段落のなかで、「INF
条約を含む軍縮や不拡散に関する既存の条約は尊重されることが重要」であり、「この観
点で、完全で検証可能な遵守を通じて INF条約の実効性を維持するようロシアに求める 11」
と述べるにとどまった。この時点では、条約「違反（violation）」との用語すら使われてい
ない 12。
それから 2年弱後の 2016年 7月のワルシャワでの NATO首脳会合では、INF条約問題に
関して、ほとんど同一の文言が繰り返された。つまり、ロシアの条約違反に直接は言及せ
ずに、実効性の維持を求めただけである 13。この間に、同問題に関する NATO内の議論は
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全く進まなかったのだろう。米国も NATO諸国に対する働きかけを強めなかった、つまり
NATOにおける支持取り付けを重視していなかったことが強く窺われる。加えて、NATO
諸国側も米国の働きかけが特に強くなかったことから、ロシアが INF条約違反であるか否
かの判断を迫られる状況になく、米国に対して従来以上の情報共有を求めることもなかっ
たのだろう。

（2）強まる米国からの働きかけ
この問題に関する NATO内の状況が変化するのは 2017年後半である。同年 12月に北大
西洋理事会（NAC）は声明を出し、「同盟諸国［NATO加盟国］は、ロシアのミサイルシ
ステムが深刻な懸念を生じさせていると認識する。NATOはロシアに対してそうした懸念
に実質的に、そして透明性をもって対処し、米国との間で積極的に技術的対話を行うよう
に強く求める 14」と述べた。NATOとして従来と比べ大きく踏み込んだ表現になっている。
この背景には、米国からの働きかけの強化があったといわれている 15。
実際、2017年 4月の米国務省による定例の遵守報告では、ロシアの INF条約違反に関
する記述が、量的にも質的にも大きく変化していた。同報告書は、問題となる「条約違
反の地上発射巡航ミサイル（the violating GLCM）」に関して、ミサイル自体や発射台、ロ
シアでの名称、開発・製造に携わる会社名に関する情報をロシア側に提供した他、これ
までの発射実験やロシアによる隠蔽の試みについても伝え、同ミサイルの射程距離が 500
キロから 5,500キロであり、それは従来から存在する R-500（SSC-7）型巡航ミサイルや、
RS-26型大陸間弾道ミサイル（ICBM）とは異なる点を指摘したと述べている 16。その後、
2018年 4月に公表された次の遵守報告でようやく、当該ミサイルのロシアにおける名称が
「9M729」であると明らかにされた 17。
後知恵かもしれないが、対象となるミサイルを明らかにしないままで NATO内で議論を
深め、さらには同盟としてのコンセンサスを得ることなど、当初から望むべくもなかった
のだろう。米国としては、自国の有するインテリジェンスを守る――特定のインテリジェ
ンスを守るとともに、米国の情報収集能力のレベルを秘匿する――必要性と、他国の支持
を得ることを天秤にかけ、当初は前者の必要性が優っていたものと推測される。そうであ
れば、欧州側としても米国が INF条約からの離脱に本気であると理解できなかったのも無
理はない。ただし、2018年 4月の上述米国務省報告書で 9M729という名称に言及するこ
とになった以上は、おそらくその前後から、NATO諸国に対しては従来以上の範囲でイン
テリジェンスが共有されるようになったと考えることが自然である。
そうしたプロセスの結果の 1つが、2018年 7月にブリュッセルで開催された NATO首脳
会合の宣言文書だったのだろう。そこでは、INF条約問題にパラグラフが 1つ割り当てられ、
「同盟諸国はロシアの 9M729を特定し、それは深刻な懸念を生じさせている」とした。さ
らに、「長年にわたるロシアの行動や情報のパターンにより、同国の条約遵守に関して広範
な疑念が生じている。新たなミサイルに関して信頼に足る応答がない以上、ロシアによる
条約違反が最もあり得る評価（the most plausible assessment）だと同盟諸国は信じる 18」と
述べた。問題となるミサイルの名称に NATOの文書として初めて言及し、ロシアが条約違
反状態にある可能性が高いことを示唆した。それでも、慎重な言葉遣いで、条約違反の認
定からはまだ距離を置いていた。



第 9章　ポスト INF条約の NATOと欧州安全保障

̶ 100 ̶

その約 3ヶ月後の 10月 20日に起こったのが、トランプによる INF条約離脱意思の表明
だった。この時点では、米国政府内の正式な意思決定はなされておらず、国務長官、国防
長官といった主要閣僚でさえ、事前には知らされていなかったといわれている 19。実際、
少なくとも国務省や国防省が省の方針として、この時点での米国のイニシアティブによる
離脱表明を大統領に進言していたとは考えにくい。そして、10月 20日のトランプ大統領
の発言も、正式な記者会見や演説のなかでの発表ではなく、中間選挙の選挙集会をまわる
途中、大統領専用機に乗る直前のプレスとの立ち話、いわゆる「ぶらさがり」でのものだっ
た。トランプが「我々は条約に残り、遵守してきた。しかしロシアは残念ながら遵守して
こなかった。だから我々はこの条約を終わりにする、抜けるのだ」と述べたのに対して、
記者が、「それは INFのことか？」と確認し、それに対して大統領が「そうだ」と答えた
ようなやりとりだったのである 20。そのため、これがどこまで米国政府の正式な意思表明
だといえるのかさえ、当初は不明確であった。
その半月ほど前の 2018年 10月 3-4日にブリュッセルで開催された NATO国防相会合の
場でマティス（James Mattis）国防長官は、ロシアの INF条約違反への対応策を議論した
ものの、欧州諸国からは何らアイディアが出なかったと後に述べた 21。しかし、その当時、
大統領による離脱表明が迫っているとの切迫感が NATO加盟国の間で広く共有されていた
とは考えにくい。これについては、トランプ政権内の認識ギャップ、ないしコミュニケー
ション・ギャップがあったと同時に、米欧間でも深刻なコミュニケーション・ギャップが
存在していたといえる。

（3）「インテリジェンス外交」の加速化
それでも、トランプの発言を受け INF条約離脱への流れが一気に強まり、それとともに、
米国の方針への支持を求めて同盟国への働きかけが強まったとみられる。INF条約からの
米国の離脱は条約の終了を意味するものであり、このことへの反発・懸念は欧州諸国で広
く共有されていたが、外交交渉としては、ロシアの条約違反を NATOとして認定し得るか
否かが焦点となった。条約違反を認定するには十分な証拠が必要であり、欧州諸国はイン
テリジェンスの共有を求めたのである。
実際にどこまでのインテリジェンスが提供されたのか、そしてその内容は NATO加盟国
でも国によってどの程度の差があったのかについては不明である。米国が有するインテリ
ジェンスは、ロシアが実施した発射実験のデータに加え、発射実験前後の電話などの通信
傍受の記録、衛星情報、開発・製造会社の資料などだといわれており、これらがかなりの
程度共有されたとみられる 22。
米国が有する証拠、およびそれに基づく評価について、最も踏み込んで説明したのはコー
ツ（Daniel Coats）米国家情報長官による 2018年 11月 30日の記者会見だった。それによ
るとロシアは、9M729をまずは固定式発射台から 500キロ以上の射程距離で実験発射し、
その後、同ミサイルを移動式発射台から 500キロ以下の射程距離で発射したという。この
2つをつなぎ合わせれば、INF能力が構成可能になるとのロジックである 23。というのも、
INF条約は、地上発射型ではないミサイルを地上の固定式の発射台から実験することは例
外として認めている。水上発射や潜水艦発射のミサイル（これらは INF条約の対象ではな
い――INF条約が全廃したのは地上発射のミサイルのみ）も、開発段階では地上で発射す
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ることが多いからである。インテリジェンスに関しても、関連のものをつなぎ合わせて全
体像が示されるという構造だった。
そうしたなかで、2018年 12月の NATO外相会合は、INF条約問題で大きな山場になる
と予測されていた。結果として同会合では INF条約に関する声明が発表され、「同盟諸国は、
ロシアが INF条約に違反し欧州大西洋地域の安全保障に重要なリスクをもたらす 9M729型
ミサイルを開発・配備したと結論づけた。我々は、ロシアが INF条約における義務に重大
な違反をしているとの米国の証拠を強く支持する 24」と述べられた。NATOとしてロシア
の INF条約違反を認定した瞬間であった。事前の予想以上に NATOの結束が強く示された
格好になったが、その背景には、極めて強力な米国の働きかけがあったのだろう 25。

INF条約の終了を危惧する欧州諸国は、この過程でロシアとの交渉の最後の機会を求め、
結果として、2018年 12月の段階では条約からの離脱が正式に表明されることはなく、60
日間の猶予が設定された。この要求はドイツが主導したようである。2018年 11月にブエ
ノスアイレスで開催された G20首脳会合の際に行われたメルケル（Angela Merkel）首相と
トランプ大統領との首脳会談では、この問題が主に議論されたと報じられており、トラン
プ政権がドイツに対して譲歩する格好となった 26。それまでのメルケル・トランプ関係を
考えれば意外に聞こえるかもしれないが、裏を返せば、それだけ米国が NATOにおけるコ
ンセンサスと米国の立場への支持を欲していたということであろう。
その後、60日間の期限を前にしたロシアへの働きかけは、米国のみならず、欧州主要国
によるロシアとの二国間関係の文脈、および NATOでは NATO・ロシア理事会（NRC）の
場でも試みられた。しかし、大方の予想どおり、この段階で具体的な成果を挙げることは
できず、期限となる 2019年 2月 2日を迎えることになった。

3．考えられるシナリオ
ポスト INF条約の欧州（とアジア）の安全保障に関しては、大きく分けて以下の 6つの
シナリオが考えられる。これらのなかからどれか 1つになるのではなく、実際にはいくつ
かの要素が組み合わさった形で展開すると考えられる。

（1）INF条約破棄の回避（への努力の継続）
2019年 2月 2日に米国が条約の履行を停止し、離脱のための正式な手続きを行ったこと
を受けて、ロシアも同様に条約履行の停止を発表した。そのため、INF条約の破棄が回避
される可能性はもはやほとんどゼロであろう。米国の決定を受けて NATOも、2019年 2月
1日に北大西洋理事会（NAC）声明を発表し、ロシアによる条約遵守が実現しなかったこ
とを遺憾としたうえで、条約からの離脱に関する米国の決定を「完全に支持する」と述べ
た 27。NATOの結束が示されたのである。
しかしこのことは、NATO諸国が一致して、この段階での条約からの離脱（条約破棄）
が望ましいとの立場をとっていることを意味するわけではない。条約の破棄を懸念し、そ
れに反対する立場からすれば、正式に条約が終了するまでの 6ヶ月間を、条約存続に向け
た最後のチャンスとして有効に使うべきだとの考え方になる。つまり「まだ諦めていない」
のである。ストルテンベルグ（Jens Stoltenberg）NATO事務総長も、条約を維持するために
まだ 6ヶ月残されているとの見方を示し、ロシアとの対話を続けていく意向を明らかにし
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た 28。ドイツのメルケル首相も同様の発言をしている 29。もちろん、それら欧州の指導者
もロシアの条約遵守――すなわち 9M729型ミサイルの廃棄――が、この段階で対話のみに
よって実現できるとは考えていないだろう。それでも、こうした反応に、INF条約破棄と
いうトランプ政権の決定に対する欧州における支持の脆弱さが表れている。

（2）条約は破棄されても、当面は現状のまま
米露はすでに INF条約における義務の履行を停止したとしているが、INF条約が正式に
終了すれば、米露ともに INFの開発・配備への制約が完全に消滅する。しかし、国際法上
可能になることと、実際に何を行うかは別問題である。
まず注目されるのは、今回条約破棄手続きのイニシアティブをとった米国の出方である。
トランプ政権の方針は必ずしも明らかではないが、それは、軍事的必要性（作戦所用）の
評価、財政的可能性・優先順位、そして開発・製造能力に左右されることになる。これら
の結果として、INF条約で禁止されていた何らかのものが必要とされたとしても、それは（地
上発射の中距離）巡航ミサイルなのか弾道ミサイルなのか、そして通常弾頭なのか核弾頭
なのかなど、さまざまに存在するオプションの優先順位に関して合意があるわけではない。
加えて、連邦議会下院で多数派を構成するのが野党民主党であることに鑑みれば、必要な
予算を確保できるかについても大きな疑問が生じる。さらに、たとえ新たな INFの開発・
配備の決定が下されたとしても、実際の配備までには一定――既存の水上・潜水艦発射ミ
サイルの改造なのか新たな開発なのかにもよるものの、おそらく数年から 10年――の時間
がかかる。他方のロシアは、9M729をすでに実戦配備しており、米国よりは進んでいるも
のの同ミサイルの生産能力には限界があり、INF条約が終了したとしても急激に増産でき
る状況にはないといわれている 30。
これらを踏まえれば、2019年 8月に、現在の想定どおりに INF条約が終了したとしても、
米露両国が直ちに大量の INFを配備し合うような状況になることは現実的にほとんど考え
られない。1980年代に米ソが欧州正面に INFを競争的に配備したいわゆる「ユーロミサイ
ル危機」の状況とは根本的に異なるのである。これらのことは、INF条約が終了しても何
も起きないことや、対応策を考えなくてよいことを意味するわけでは決してない。しかし、
短期的にパニックになるべきでないこともまた事実なのであろう。

（3）米露による核兵器近代化・拡大競争――核軍備管理・軍縮体制の崩壊
INF条約が、冷戦時代に遡る米ソ・米露間の核軍備管理・軍縮レジームの象徴的存在であっ
た以上、その終了は、国際的な核軍備管理・軍縮全般に影響を有することになる懸念がある。
すでにロシアは INF条約違反のミサイルを開発・配備したとされる他、SLBM（潜水艦
発射弾道ミサイル）に代表される戦略兵器の近代化を進めている。米国も 2018年 2月の
NPR（核態勢レビュー）で、低出力の SLBMや潜水艦発射巡航ミサイル（SLCM）の開発
を表明しており 31、特に前者の開発はすでに進んだ状況にある。中国も核戦力の近代化（強
化）を進めている。つまり、核兵器の近代化計画は各国ですでに進められているのであり、
INF条約の破棄によってもたらされているわけではない。実態はおそらくその逆であり、
核兵器を含む技術革新が進むなかで、30年以上前に署名された INF条約はいわば時代遅れ
になってしまったのである 32。
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そうしたなかで焦点となるのは、米露間の戦略的安定の柱の 1つになっている新 START
（新戦略兵器削減条約）の行方である。オバマ政権時代の 2011年に発効した同条約は 2021
年に期限を迎えることになっており、その延長に関して米露が合意できるか否かが問われ
ている。INF条約よりも START体制の崩壊の方が影響は大きいとみられており、これが最
大の懸念事項になっている 33。もし INF条約に続いて新 STARTまでもが破棄された場合、
米ソ・米露両超大国の核兵器を数量的に規制する枠組みが、1970年代以降で初めて全て消
滅するという事態になる。
もちろん、これによっても、上記（2）のとおり、実際に両国が核戦力を大幅に増加させ
るとは限らない。特に西側諸国からの経済制裁を受けているロシアは、財政的にも米国に
対抗しての核戦力の大幅な増強には耐えられない可能性が高い。しかし、新 STARTや INF
条約を含めた核軍備管理・軍縮条約において重要なのは、ミサイルなどの規制対象を数量
的に制限することのみではなく、相互の査察メカニズムの創設だった。これによって信頼
醸成がはかられ、疑義が生じた際に対話する枠組みが確保されるのである。

（4）欧州・アジアへの通常弾頭の中距離ミサイルの配備
INF条約の特徴は、核兵器（核弾頭搭載のミサイル）のみならず、通常弾頭を含めた中
距離の地上発射ミサイル全般を禁止した点だった。INF条約終了後は核兵器（文字通りの
意味での INF）以前に、通常弾頭搭載のミサイルの開発・配備が選択肢として浮上する。
実際、米国の専門家の議論では、特に対中国のアジアの文脈で、まずこの通常弾頭の中距
離ミサイルの必要性が強調されることが多い 34。そのため欧州の一部には、中国に対応す
る必要性によって欧州の安全保障が犠牲になったとの議論もある 35。
しかし、基本的に海洋領域である西太平洋地域で中国に対応するために地上発射のミサ
イルが最も効果的であるとはいい切れない。そもそも日本への配備の政治的敷居が高すぎ
て不可能だとすれば、残るはグアムになるが、狭い土地に移動式（トレーラー式）の地上
発射ミサイルを配備しても、脆弱性という問題が残るし、それで艦艇や航空機よりも安価
に大量のミサイルを運用できる保証もない 36。INF条約からの離脱により、米国にとって
中国に対応する手段の選択肢が増えることは事実だが、これは INF条約離脱のいわば副次
的効果であり、この目的のために INF条約を離脱するという議論とは異なる。グアムへの
ミサイル配備のために INF 条約から離脱すべきだとの議論がほとんど存在してこなかった
のもこのためである。
また、トマホークのような通常弾頭の巡航ミサイルであれば、破壊力が限られるために、
少量を地上配備しても軍事的にはほとんど無意味であるため、主眼は弾道ミサイルという
ことになる 37。その場合は、いかなる標的を想定するのか、そしてそれは他の手段では代
替できないのかなどが問われることになる。加えて、通常弾頭ミサイルの問題は、もし同
型ミサイルで核弾頭も搭載可能になった場合に、核兵器でないことを証明するのが、ロシ
アや中国に対しても、そして受け入れ国国民に対しても困難な点である。技術的には通常
弾頭と核弾頭を見分けることが可能になりつつあるとの議論もあるが、技術の信頼性と同
時にどのように受け止められるかというパーセプションの問題もある。



第 9章　ポスト INF条約の NATOと欧州安全保障

̶ 104 ̶

（5）欧州・アジアへの新型核兵器配備
INF条約破棄の究極の論理的帰結は、欧州・アジアへの核弾頭搭載の新ミサイル配備で
あり、1980年代のユーロミサイル危機の再来が一部で懸念されている。冷戦下の当時と比
べても、今日新たな核兵器を欧州に配備することへの一般市民を含めた反発は大きくなるこ
とが容易に想像される。そのため、現実的なオプションとは考えられない。ストルテンベ
ルグ NATO事務総長は 2018年 10月末の段階ですでに、「ロシアのミサイルに対抗して欧
州により多くの核兵器を配備しようという同盟国［NATO加盟国］があるとは思わない 38」
と述べていた。この評価は今日でも変わっていないだろう。
そうした状況はトランプ政権も十分に認識しているようであり、そのため、国防省関係
者などは、「核兵器を新たに欧州に配備する計画はない」とし、検討されているのはあくま
でも通常弾頭のミサイルだと強調している 39。欧州の懸念払拭に努めているのである。し
かし、最初の段階から新たな核兵器配備の可能性を排除すべきであるかは別問題であるし、
配備受入れの可否が米国への忠誠の「踏み絵」として使われる可能性、そして各国での核
兵器受入れ反対の運動をロシアや中国が裏で支援するような可能性も意識しておく必要が
ある。

（6）巡航ミサイル防衛の導入
NATO（米国）側が新たなミサイルを配備する以外に考えられる軍事的措置は、巡航ミサ
イル防衛の導入である。ロシアの 9M729型（巡航）ミサイルが脅威だとすれば 40、それに
対応可能なミサイル防衛を検討するのは自然な流れであり、当然検討課題となる 41。この
ために考えられる方策の 1つは、ルーマニア（および近々ポーランド）に配備のイージス・
アショアを改修し、巡航ミサイルにも対応した迎撃弾である SM-6を運用可能にすることで
ある 42。ただし、低空を飛行するロシアの巡航ミサイルの迎撃は困難であるといわれる 43。
加えて技術的に可能であったとしても、ロシアのミサイルの迎撃を公言することは、米
国にとっても NATOにとっても初めてのことであり、新たな段階に大きく踏み出すことに
なる。NATOも米国も、ミサイル防衛においてはロシアが標的「でない」ことを累次ロシ
アに説明してきたのである 44。加えて、これまでの NATOにおける弾道ミサイル防衛の標
的がイランだったことですら、NATO文書では明言したことがないことに鑑みれば、限定
的ではあってもロシアを標的とすることに関して同盟内の合意を形成することは容易では
ないだろう。

4．日本にとっての課題
日本政府は、INF条約が核軍縮において果たした役割を評価する立場から、「条約が終了
せざるをえない状況は望ましくない」としつつ、米国の「問題意識は理解」するとしてい
る 45。外交において「理解する」とは、「支持する」とはいえない（いいたくない）場合の
常套句であり、米国の判断を支持できる状況でないことが示されている。その第 1の背景は、
日米同盟の重要性に鑑み、トランプ政権の判断を公然と批判するのを避けたいとの考慮で
あり、第 2は、日露間での平和条約交渉が重要な局面にあると認識されるなかで、INF条
約違反を批判することでロシアを刺激したくないとの考慮であろう。INF条約の当事国で
ない日本は、ロシアが条約違反であるか否かを判断する立場にないとの主張は、これらの
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考慮に即したいわば便利な表現だった。そして、これまではいわば意図的に「蚊帳の外」
でいられたのが日本であり、それは自らの国益から外れたものでもなかったといえる。無
責任な表現だが、巻き込まれたくなかったし、巻き込まれずにすんだということである。
しかし、前節で検討したポスト INF条約のシナリオでも示したとおり、INF条約の終了は、
日本に対しても直接的な影響を及ぼすことになる可能性が低くない。そのため、NATOや
ロシア方面の状況をフォローしつつ、日本が直面する課題を検討しておくことが求められ
る。
その第 1は、ミサイル防衛用のイージス・アショアの扱いである。ロシアは米国のイー
ジス・アショアを INF条約違反として批判してきた。同施設から攻撃型の巡航ミサイルが
発射可能だというのである 46。実際、ソフトウェアや一部仕様を変更すれば可能だとみら
れており、米専門家の一部には、イージス・アショアの巡航ミサイル発射台への転用が最
も容易な INF配備だとする声すらある 47。
他方で、米国政府はその可能性を公式には強く否定している。国務省のファクトシートは、
イージス・アショアが「トマホークなどの攻撃用の巡航・弾道ミサイルを発射するために
必要なソフトウェア、火器管制ハードウェア、支援装置その他インフラを欠いている」こ
とを指摘し、さらに、ルーマニアやポーランドとの設置のための協定でも、防衛用の装備
であることが明記されているとして、ロシアの主張を退けている 48。これらはいずれも真
実なのだろうが、必要なソフトウェア、ハードウェアを入れ替えれば攻撃用に転用できる
可能性までは否定されていない点にも留意せざるを得ない 49。
無論、INF条約が終了すれば、イージス・アショアを実際に攻撃用に転用することの法
的な制約はホスト国との関係を除けば消滅するし、そもそも日本は INF条約の締約国では
ないため、地上発射の中距離ミサイルの配備に国際法的な制限は従来からなかった。しか
し、ロシアは INF条約とは関係のない日露関係の文脈においても、日本のイージス・アショ
アをすでに批判してきた経緯がある。イージス・アショアに関する限り、INF条約違反の
問題と日本の問題はすでにリンクしてしまっているのである 50。日本からしてみれば、「と
ばっちり」のような議論だが、これが現実である。ロシア（および中国）の批判や疑念に
対してはミサイル防衛用であることを説明し続ける以外にないが、米国におけるイージス・
アショア転用議論も注意深くフォローしていく必要がある。
第 2に、中距離ミサイルの配備受入れは、対中であっても対露であっても、核弾頭はも
ちろんのこと通常弾頭でも、政治的には極めて困難な問題になる。ミサイル防衛に関して
も、ロシアはもちろんのこと、中国への言及すらしていないのが現在の日本の立場である。
実際、INF条約破棄の問題が現実のアジェンダにのぼった後も、政府は新ミサイルの日本
への配備の可能性に関する議論を慎重に避けてきたのが実情である。
米国の中距離ミサイルの日本への配備が、短期的に議題にのぼる可能性は現時点では必
ずしも高くないだろう。イージス・アショアの議論を除けば、地上発射の中距離ミサイル
自体が現段階ではまだ存在していないからである。しかし、日本が弾頭の種類を問わず米
軍による新ミサイルの日本配備に反対するのであれば、議論を避けたり、政治的な反対論
に陥ることなく、軍事・安全保障において米国に通用する論理を構築し、日本側での役割
拡大を含む現実的代替案を提示することが求められるであろう。
第 3に、今回の INF条約をめぐる一連の過程が日本に示したのは、「インテリジェンス
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外交」への対応の困難さである。ロシアの INF条約違反は、公開情報では判断できない領
域であった。NATOでも一部諸国は独自のインテリジェンスに基づいてロシアの条約違反
を認定したとしたが 51、NATOレベルにおける事実認定を可能にしたのは、米国からのイ
ンテリジェンス共有だったといえる。
自らが利害関係を有し、立場を決めなければならない問題について、いかに情報共有を
求め、そして、いかに相手をして日本との情報共有に利益を見出させるかが鍵となる。そ
うしてはじめて、情報は共有される。待っているだけでは情報は共有されず、「知らせるべ
き国」と認識されなければならない。そのうえで入手した情報をいかに評価するのかとい
う問題もある。インテリジェンスの評価において日本の手法は極めて保守的（慎重）だと
いわれている。誤認を避ける観点では有効だが、同盟国である米国や、米国の他の同盟国
といった友好国が異なる判断をする場合に、日本がどこまで独自路線を貫く覚悟を有して
いるのかも問われることになる。
今回は米国の働きかけの主な対象が NATO諸国だったために日本が矢面に立たされるこ
とはなかったものの、類似の案件が今後発生する可能性を見据え、この種のインテリジェ
ンスをいかに扱い、政策決定に位置付けるかについての態勢整備という課題には真剣に取
り組む必要があろう。

むすびにかえて
本稿で分析してきたとおり、INF条約の破棄は、欧州（そしてアジア）の安全保障にさ
まざまな影響を及ぼす可能性がある。通常弾頭であれ核弾頭であれ、新たなミサイルの配
備は、たとえ短期的課題ではなかったとしても、潜在的に極めて論争的な問題である。そ
れに備えるためには、現実の政治的アジェンダにのぼる前の段階で、考えられるオプショ
ンについての詳細な検討がなされている必要がある。検討が早すぎるということはないの
である。その際には、ミサイル配備に関する政治的な賛否の議論とは離れて、戦略的・軍
事的評価を冷静に行う環境をどれだけ整えられるかも課題になるだろう。これは、欧州の
NATO各国政府にとっても頭の痛い問題である。

1987年に INF条約が締結された当時の国際環境や軍事技術の状況と今日との間にはあ
まりに大きな変化があるため、INF条約自体が時代遅れの枠組みになっていたとの指摘
は、本稿でも触れたように正しいのであろう。紙幅の関係で本稿では触れられなかったが、
INF条約が歴史的使命を終えたのであれば、核軍備管理・軍縮において、それに代わるい
かなる枠組みが可能なのかを構想しなければならない。INF条約の破棄が問いかける課題
は大きいのである。
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